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ｒ三月革命」と官僚および軍隊

三月前期のプロイセンにおけるｒ社会問題」と

　　　　　　　　　　　　　社会政策および中問層政策の展開（１３トー一

川　本　和　良

　アウエルスヴァルト内閣（承前）

　官僚。プロイセン国民議会において官僚についての提案がなされ，討議される契機となっ たの

は， ポーゼン州における流血事件であ った。ところで，ｒプロイセンのポーランド人（Ｐ。。ｕＢ
１。。ｈ

Ｐｏ１・ｎ）の運命は，プロイセンの問題であると同時に，ドイツの問題でもあり ，悲しいことには
　　　　　　　　　　　　　　　１）
またヨーロッパの問題でもあ った」。 したが って，ポー ゼン州の流血事件は，同じような性格を

もつデンマーク領シュレスヴィッヒ ，ホルシュタインのドイッ人問題とも関連し，ヨーロッパ諸

列強，就中イギリス ，フランス ，ロシアの動向と絡み合いながら，プロイセン国民議会とフラン

クフルト国民議会との対立を決定的なものにした 。

　さらに，それらはオーストリアにおける同様の問題，例えは南ティロルのイタリア人問題等と

も関連し，オーストリアとフランクフルト国民議会との対立は，１８４８年１０月末のウィーンの反革

命の勝利とともに首相に就任したシュウァルッェンベルク（Ｆｕ。。ｔ．ｕＳ．ｈｗ。。。。ｎｂ。。ｇ）のもとで
，

国境規定をめぐっ て両者の決裂へと導いた。このようにプロイセンとシュレスヴィッヒ ，ホルシ

ュタイン問題およびポー ゼン州問題，またオーストリアにおける南ティロル問題等は，ヨーロッ

パ諸列強の動向と絡み合いながら ，プロイセン，オーストリアとフランクフルト国民議会との対

立を深め，「統一と自由」に基づくドイツの建設が，国境規定をめぐっ て挫折する一重要要因と

なるので，アウエルスヴ ァルト内閣を考察した後，補章を設けて一瞥することにしたい 。

　すでに本稿の（叫で述べたように，政府は，プロイセン国民議会を，第二回合同州議会の決議

に基づき ，「プロイセン憲法の協定のための議会（ｄ１ｅ
，，

Ｖｅ。。。ｍｍ１ｕｎｇ．ｕ． Ｖ。。。ｍｂ．ｍｇｄｅ・ｐ・ｅｕＢ １，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２）ｃｈｅｎ　Ｓｔ．ａｔ。。ｅ．ｆ。。。ｕｎｇ ‘‘

）」として召集されたと解釈したのであるが，国民議会は，実際には最初か

らこの範囲を越えて，首都暴動と対決し，また選挙層からの請願等に応える必要から ，とくに左
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３）派の民主派は民衆の政治的，社会的運動との連繋を強めていき ，この点からも憲法制定の範囲を

越えざるを得なか った。したがって，最初から国民議会は憲法制定の権利のみでなく ，三月の約

束の実現のため，政府の一連の法律提案〔就中市民軍法，土地負担免除についての法律，他人の土地で

の狩猟権の廃止等〕と関係し，立法権およぴその他の　般的権限をも要求し，さらに議案提出権を

も要求した。例えは，国民議会は，国王が署名しなか ったにせよ ，憲法の基本権の先取りとして ，

人身保護令（ｅｉｎｅ　Ｈａｂ
．ａ。

一Ｃ
。。ｐｕ。一Ａｋｔ。）と死刑廃止法を可決したのであ った 。

　加えて，国民議会は彩しい質問と提案でもっ て政府と対決した。そこでは杜会，経済問題が告

発され，国家行政や教育制度，司法，軍事のあらゆる分野における ，事実か否かにかかわりなく
，

世問で思いこまれている弊害や現実の弊害が非難を浴びた。そのさい，国民議会はその都度の当

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４９２）
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該官庁の情報でもっ ては満足しないで，これまでドイッ立憲主義において未知の権利であ った ，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４）
包括的権限をもつ独立の調査委員会（Ｕｎｔ。。。ｕ．ｈｍｇ。。ｕ。。。ｈｕ。。。）の設置を要求したのであ った 。

こうした状況のもとで７月に入 って官僚と軍隊とをめぐる討議が行われるに至るのであるが，こ

の論議は政府と国民議会，とくにその左派との対立の構図をもつと同時に，他方，その背後で政

府と議会外における国王およぴ側近党を中心とする保守派との対立の構図をももっ ており ，ここ

においてもアウエルスヴ ァルト内閣の「中問の立場」が明白に示されている 。
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　６月２日の第８会期にロイター（Ｒ．ｕｔｅ。）議員が，最近ポー ゼン州で生じた流血事件とその調

　　　　　　　　　　　　　　　１）
査のための委員会の設置を提案した。国民議会における調査委員会の権利は，政府の憲法草案に

おいても ，最終的な議院規則においても明白に承認されておらず，また中央省庁と国民議会右派

とが，その設置は権力分立の空洞化への憂慮すべき先例になることをみてとっ たにもかかわらず ，

結局政府も右派も議会の要求を認めた。国民議会は，５月２０日の政府の憲法草案６０条において ，

将来の法律状況を先取りし，明白に認め，かつ討議過程でも認められた議院規則自由権（Ｒ。。
ｈｔ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２）
ｄ。。 Ｇ。。。ｈ．ｆｔ．ｏ．ｄｎｍｇ。。ｕｔ．ｎｏｍ。。）を広汎に適用したが，これはその一結果であ った 。

　調査委員会の構成と任務については，ポー ゼン州選出の議員を除く１６人の委員会を形成し ，

「三月革命」後に直接公布されたポー ゼン州の国民的再組織が，いかなる原因から当地の住民の

平和および殺教へと導いたのか，を調査することが提案された。この提案は，８つの部会

（Ａｂｔｅｉｌｕｎｇ）で審議され，国民議会はこうした調査とは別の目的，すなわち憲法の協定のために
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３）
設立されたのではないか，との少数の異議を除き ，各部会において賛成多数で可決された 。

　これを受けて中央部会（ｄｉ． Ｃ．ｎｔ。。１－Ａｂｔ．ｉ１ｍｇ）においても提案が可決され，７月４日の第２５会

期の国民議会において提案をめぐる討議が展開された。この結果，まず調査委員会の設置が４点

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４）
にわけて提案され，可決された。その構成は上述の提案通りであ った。つぎに調査委員会の権限

の範囲をめぐっ て鋭い討議が展開された。討議の問題点は，調査委員会が中央省庁にすでに存在

する証拠（Ｕｎｔ。。１．ｇ．ｎ）と地区官庁に存在する広汎な１青報（Ａｕ．ｋｍｆｔ。）とに基づいてのみ調査を

行なうのか，またはこれを越えて，必要なばあいには現地で証言を聴取し，専門家に聞き ，地区

官庁に対しても調査する権限をもつことが許されるのか，にあ った。討議の結果，権限を５点に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５）
わけて賛否をとり ，多少の混乱を伴 って調査委員会の自由な調査権が可決された 。

　ところで，左派の民主派は，国民議会の討議において機会があるたびに，型にはまっ た規則正

しさでもっ て， 官庁において古い官僚政治，古い規則と古い精神が支配している限り ，三月の約

束の事実上の実現と革命の自由主義的獲得物を得ることはできないと指摘してきた。それが，調

査委員会の設置をめぐる討議過程において，７月７日の第２６会期におけるグラートバッハ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　６）
（Ｇｌ．ｄｂ。。ｈ）議員の質問となっ て現われた。プロイセン国民議会における討議が，調査委員会の

権限問題からポー ゼン州の市町村官僚を含む官僚一般の問題へと移行したのである 。したがって ，

ここで〔１８世紀以降のプロイセンにおける官僚政治の展開についてはすでに本稿の（９）で述べたので〕古い

規則と精神に基づく古い官僚政治の支配がどのようにして形成され，維持されたのか，に焦点を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４９３）
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絞っ て一瞥を加えておきたい 。

　ヨーロソパ大陸の大国における近代的行政官僚の直接の父祖（Ａｈｎｈｅ。。）は軍の経理（Ｈｅｅト

ｖ・・ｗ．１ｔｍｇ）であ った。プロイセンでは，その発展は３０年戦争後に開始された。プロイセン内に

領邦等族の存続していた分権状態から ，君主権を中心とする中央集権国家〔＝プロイセン君主的絶

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７）対王義国家〕建設への第一歩は，１６４４年の常備軍の創設で踏み出された。これに伴ない，補給部

長（ｄｅ． Ｑｕａ．ｔ１ｅｍｅ１．ｔｅｒ）が近代的行政発展の鍵を握る人物（Ｓ．ｈ１ｕ。。。１丘ｇｕ。）となっ た。 平時におけ

る常備軍の維持には，戦時における即座の軍隊供給のさいよりも ，ヨリ多くの種類の仕事をつづ

ける必要がある 。軍隊の秩序正しい宿営や規則正しい糧沫，飼料，武装等の供給の仕事，および

そのための課税と徴収，課税の基礎となる経済基盤の発展努力〔都市からの間接税（Ａｋ．１ｓｅ）増徴

のための道路建設，貧民に仕事と収入を与えるための新工業部門の定着等〕がそれである 。

　こうして本来の軍隊経理官（ｄ。。ｕ。。ｐ．ｍｇ１。。ｈ． Ｈ。。。。。。。。ｗ．１ｔｕｎｇ．ｂ。。ｍｔ。）が重商主義的国家経済

政策の担い手となっ た。 そのさい，３０年戦争により荒廃した国土を復興し，すべての人に利益を

与える慈善行為の拡大が最大の課題であ った。この課題を遂行するためには，国家権力の集中
〔： 君主的絶対主義の形成〕が必要であ った。近代的国家官僚の出現は，したがって権利侵害に対
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８）する自己防衛制度（Ｆｅｈｄｅｗｅ．ｅｎ）の克服と国家の自由になる公権力の集中に依存したのである

。

以上のように軍隊と官僚とは親子関係に当り ，ともに国家権力の集中に依存するとともに，その

支柱となるのである。また，本稿の課題である ，後述する中間層政策〔＝手工業者政策〕の展開は ，

農業政策とともに国家権力集中の経済的基盤を形成するための，重商主義的国家経済政策の重要

な一環を形成したのであ った 。

　こうして，本稿（９）で述べたように，フリードリッヒ ・ヴィルヘルムー世を経てフリードリッ

ヒ大王時代に頂点に達した君主的絶対主義が形成され，官僚は「王の召使」として，国王への忠

誠と服従を基礎に，プロイセンの全住民を政治的，経済的，社会的，思想的に，全面にわた って

指導するという性格を強めていっ たのである。フリードリッ ヒ・ ヴィルヘルムー世は，軍隊と官

僚とを国王への忠誠関係のもとに置いた。そして官僚に対しては，既述のように１７２３年に軍事一

御料地財政総監理府（Ｇｅｎ。。。１－ｏｂ
。。垢ｎ。胴ｋ．１．ｇ．ｕｎ↓ｄ．ｍ．ｎ舳ｄ１。。ｋｔ。。１ｕｍ）を創設して，中央，地方

行政制度を整備するとともに，「プロイセン王のため（ｐｏｕ．１。。ｏｉ　ｄ． Ｐ．ｕ。。ｅ）」無条件の献身，「身

体と生命，全財産，名誉と良心をもっ て」勤務することを要求し，国王への義務と名誉のために
　　　　　　　　　　　　　　　　　　９）
勤務するとの観念を植えつけたのである 。

　ついで，父王の意志を受け継いだフリードリッヒ大王は，極端に独裁的な官房からの指導を行
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０）ない，スパイ情報提供者を増大して行政機構の管理に当り ，１７２７年にプロイセンの諸大学に特別

に新設された官房学（Ｋ．ｍｅ。。１ｗ１。。ｅｎ．ｃｈａｆｔ）の修得者を高級官僚に任用するとともに，好んで旧
　　　　　　　　　　　　　１１）
将校を指導的ポストに任命して，国王に忠誠で，かつ学問的素養と実務能力とをもつ官僚を養成

した。こうして国王への忠誠と義務のために，大学との連繁により教養と実務能力をもっ た職業

官僚が形成され，「王の召使」として排他的な身分集団を形作り ，全住民を指導することにより ，

後見的な警察国家が創出されていっ たのである 。

　ところで官僚がｒ王の召使」からｒ国家の召使」へと ，つまり君主的絶対主義から官僚的絶対

主義へと移行を開始する画期となっ たのは，１７９４年の一般国法（Ａ１１ｇ・ｍ・ｍ。。 Ｌ．ｎｄ。。。ｈｔｆ皿ｄ１．

Ｐ．ｅｕＢ１．ｃｈｅｎ　Ｓｔａａｔｅｎ　ｖｏｎ１７９４）の発布であ った。これにより ，「官僚は王侯の個人的代理人と個人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４９４）
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的召使（ｐ…６ｎｌｉ・ｈ・・ Ｂ・・ｕｆ廿・ｇｔ・ｍｄｐ…ｄｎ１ｉ・ｈ・・ Ｄｉ・ｎ・・）から ，法律と行政命令（Ｇ…ｔ・ｍｄ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１２）
Ｖ。。ｗ．１ｔｕｎｇ．ｖ。。。。ｈ。。ｆｔ）によっ て厳密に規定された職責の担い手になっ たのである」。 その前史と

なっ たのは，１７４９年の「司法の行政からの分離についての勅令（Ｅｄｉｋｔ　ｕｂ。。 ｄｉ． Ｔ・。ｍｕｎｇ　ｄ。・Ｊｕ・ｔｉ・

・ｏｎ　ｄ．ｎ　Ｖ。。ｗ．ｌｔｕｎｇ。。ａ．ｈｅｎ）」であり ，これにより官僚は司法官僚と行政官僚に分離され，前者の

仕事は争訟問題における判決に限定され，後者のそれは一般的行政事務／国内行政，行財政

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１３）
（Ｆｍａｎ・ｖｅ・ｗａ１ｔｕｎｇ），王領地森林営業行政〕とされたのである 。

　ところで，一般国法は，周知のように絶対主義国家から法治国家への移行の頂点を示すとはい

え， ｒこの法典はまだ，まっ たく絶対王義という基盤の上に立 っており ，国家の権利と義務は悉
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１４）
く元首に統合されていて，等族／＝議会〕の政治的機能といっ たものは存在しなか った」。 すなわ

ち， フリードリッヒ大王は，政治的従順と社会的静寂主義〔精神の平和〕を説く正統派ルター 主

　　　　１５）
義を信仰し，神に対する君主の責任という見地から ，国家を意識的に王室の上位に置き ，国王は

臣下の所有者ではなく ，第一の僕であると述べたのである 。しかし，このことは，国民の利益を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１６）
国王ないし国家の利益とすることを意味し／啓蒙的絶対主義〕 ，プロイセン内の旧領邦の等族との

闘争に勝利し，王権による中央集権が達成されたことの表現であり ，法治国家の形式を備えた国

王が，国家統一の生きた象徴に留まっ たことを否定するものではなか った 。

　一般国法第２部第１０章「国家勤務者の権利と義務について」（Ａ１１ｇｅｍ．ｍ。。 Ｌ．ｎｄ。。ｃ
ｈｔ　ｆｕ． ｄ１ｅ

ＰｒｅｕＢ １ｓｃ
ｈｅ　Ｓｔａａｔｅｎ　ｖｏｎ１７９４Ｚｗｅｙｔｅｒ　Ｔｈｅ１１Ｚｅｈｎｔｅｒ　Ｔ１ｔｅ１Ｖｏｎ　ｄｅｎ　Ｒｅｃ

ｈｔｅｎ　ｕｎｄ　ＰＨ１ｃ
ｈｔｅｎ　ｄｅｒ　Ｄ１ｅｎｅｒ　ｄｅｓ

Ｓｔａａｔ、）の一般原則（Ａ１１ｇ．ｍ．ｉｎ． Ｇ．ｕｎｄ。差ｔ。。）は３条からなる 。第１条　武官および文官は，国家

の安寧，良き秩序および福祉を維持し，促進することを助けることを主要な使命とする 。第２条

文武官は，一般的臣民の義務のほかに，国家の元首に対して特別の忠誠と服従の義務をもつ。第

３条　文武官の各々は，官職の性質に従い，その訓令の内容に従い，国家に対してなお誓約と義

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１７）
務による特別の勤務に従事する 。がそれである 。

　以上のように，文武官は国家の安寧と秩序と福祉のために勤務するのであるが，これは同時に

君主への忠誠と服従の義務による ，また官職の性質と訓令に基づく ，国家に対する誓約と義務に

よる勤務を意味したのである 。「国家の召使」の背後には「王の召使」との同一性が秘められて

いたのである 。

　ついで官僚の任命，服務，罷免については，まず，第６８条で「軍人（Ｍｉ１ｉｔ身。。ｔ．ｎｄ）に属さない

すべての国家官僚は文官（Ｃ
１ｖ１１ｄ１．ｎ．ｔ）の一般名称のもとに包括する」としたうえで ，第７１条で

「……その任用に当 っての準備と試験のために何が予じめなされなければならないのか？は，官

僚（Ｂ，ｄ１．ｎｕｎｇ）の専門の相違と等級とに従 って，特別の法律およぴ訓令によっ て定められる」と

された。ついで第８８条において，「官職を受けた者は，官職の義務遂行に当り ，細心の注意を注

がなければならない」と規定され，最後に第９４条で「官職の任命ができる当該官庁において，罷

免もまたなされなければならない」とされた。但し，第９５条で「罷免は公共の利益に対して高度

の不利益が生じる恐れがある時にのみ拒否されなければならない」が，しかし，第９６条において ，

「この理由から罷免が拒否された官僚に対して，任命は君主の直接の決定において取り消し得る」

とされ差二なお，既述のように行政官僚に対する ，任用にさいしての強制採用試験制度は１７７０年

　　　　　　　　　　　　　　　１９）
に， Ｖ． ハー ゲンにより導入された 。

　以上の規定における注目点として，（１）任命が試験制度を介した実力主義である点，（２）服務に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４９５）
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さいしての厳格な規律，（３）罷免も勤務における義務の見地が貫ぬかれていること ，が挙げられ

よう 。このようにして，議会の絶対性の欠如したプロイセンにおける絶対主義官僚の特殊性が
，

宗教〔正統ルター 派〕 ，軍隊〔旧将校の主要ポストヘの任用〕 ，大学〔採用試験の前提〕 ，経済／国家の福

祉促進〕の結合のうえで，全機構的関連をもっ て形成されたのである ．

　　 １）　Ｖｅｒｈａｎｄ１ｕｎｇｅｎ，Ｂａｎｄ１，７９～８２

　　 ２）Ｖｇ１ＭＢｏｔｚｅｎｈａｒｔ，Ｄｅｕｔｓｃｈｅｒ Ｐａｒ１ａｍｅｎｔａｒ１ｓｍｕｓ，４９８ｄｅｒｓ ，ＤａｓｐｒｅｕＢ１ｓｃｈｅ Ｐａｒ１ａｍｅｎｔ，３０～３１

　　　なお，当時なお「憲法以前の」プロイセンにおいて，国民議会は，またその他の憲法の法律上の規定

　　　に留保された領域，例えは決議能力（Ｂｅｓｃ
ｈ１ｕＢｆａｈｌｇｋｅ１ｔ） ，質問権（Ｉｎｔｅｒｐｅ１１ａｔ１ｏｎｓｒｅｃｈｔ），調査権

　　　（ ，，

ｄｒｏｉｔ　ｄ’ｅｎｑｕｅｔｅ‘‘

）へ関与し，全体として議会の権限を拡張し，議会に対する中央官庁の権利と義務

　　　をヨリ正確に規定する方向を追求した（Ｍ　Ｂｏｔｚｅｎｈａｒｔ，Ｄｅｕｔｓｃｈｅｒ　Ｐａｒ１ａｍｅｎｔａｒｌｓｍｕｓ，４９９）。

　　３）　Ｖｅｒｈａｎｄ１ｕｎｇｅｎ，Ｂａｎｄ１，３３９～３４０

　　４）　４点の提案と賛否の結果はつぎの通りであ った 。

　　　　（１）３月２２日に宣言されたポー ゼン大公国の再組織以来の状態の調査のために，委員会が形成され

　　　　　なければならないか。大多数が賛成 。

　　　　（２）この委員会は１６人から構成される 。ほぼ全員賛成 。

　　　　（３）その委員は８つの部会の選出により構成され，各部会から２名選出される 。ほぼ全員が賛成 。

　　　　（４）ポーゼン選出の議員はこの委員会から除外される 。賛成（Ｖｅｒｈａｎｄｌｕｎｇｅｎ，Ｂａｎｄ１，３５４～３５５）。

　　 ５）　 ５点の提案はつぎの通りであ った。（！）委員会は，委員会への委託を遂行するさい，完全なフリー

　　　ハンドが許されるのか。（２）委員会は必要とされる中央省庁の公文書（Ａｋｔｅ）の基礎上で調査を行な

　　　う権限を本当にもつのか。（３）委員会は必要と思われる調査のために，中央省庁からポー ゼン大公国

　　　の末端に割り当てられた官庁に至るまでの公文書を要請する権限をもつのか。（４）委員会はまた委員

　　　会への委託を遂行するにさいして，その他の送られてくる証拠書類（Ｎａｃｈｗｅｉｓｅ）と国家官庁の調査

　　　とを通じて委員会により取り立てられた証拠書類を考慮に入れてもよいのか。（５）委員会は現場に赴

　　　き ，目撃者と鑑定人（ＺｅｕｇｅｎｕｎｄＳａｃ
ｈｖｅｒｓ樋ｎｄ１ｇｅ）から聴取することが許されるのか

　　　（Ｖｅｒｈａｎｄ１ｕｎｇｅｎ　Ｂａｎｄ１３５５）。

　　　　 ５点についての討議の後，第１点について記名投票が行なわれ，賛成１９５，反対１７０で可決された（記

　　　名投票の記録は，Ｖｇｌ．Ｅｂｄ
．，

３５６～３５８）。 ところで議長グラボウ（Ｇｒａｂｏｗ）が，調査委員会の情報手

　　　段の選択に対して完全なフリーハンドが可決されたので，第２点以下の，権限の正確な規定を目的と

　　　する諸提案の賛否は省略し得るとの意見を代表して述べたため，左派の一部議員が広問を去 った後 ，

　　　残留した議員の抗議により ，第２点以下の提案も票決することが決議され，賛成多数で可決された
　　　（Ｅｂｄ ，３５９～３６０ＭＢｏｔｚｅｎｈａｒｔ，Ｄｅｕｔｓｃｈｅ． Ｐａ．１ａｍｅｎｔａｒ１ｓｍｕ。，４９８）。 多少の混乱とはこの事態を指す 。

　　６）ＭＢｏｔｚｅｎｈ
ａ廿，ＤａｓｐｒｅｕＢ １ｓｃ

ｈｅ Ｐａｒ１ａｍｅｎｔ，３０

　　７）Ｆｎｔｚ　Ｈａｒｔｕｎｇ，Ｄｅｕｔｓｃｈｅ　Ｖｅｒｆａｓｓｍｇｓｇｅｓｃｈ１ｃｈｔｅ　ｖｏｍ１５Ｊａｈｒｈｕｎｄｅｒｔ　ｂｌｓ　ｚｕｒ　Ｇ
ｅｇｅｎｗａｒｔ，Ｓ１ｅｂｅｎｔｅ

　　　ＡｕＨ
ａｇｅ

，Ｓｔｕｔｔｇａｒｔ１９５９，１０４Ｆハルトゥング『トイノ国制史一１５世紀から現代まで一』成瀬治，坂

　　　井栄八郎訳，岩波書店，１９８０年，１４６ぺ 一ジ 。

　　８）Ｅｍｓｔ－Ａｕｇｕｓｔ　Ｋ
ｅｍ，Ｂｅａｍｔｅｒ

，ｍ，Ｈａｎｄｗｏｒｔｅｒｂｕｃｈ　ｄｅｒ　Ｓｏｚ１ａ１ｗ１ｓｓｅｎｓｃｈａｆｔｅｎ，Ｅｒｓｔｅｒ　Ｂａｎｄ
，

　　　Ｓｔｕｔｔｇａｒｔ／Ｔｕｂｍｇｅｎ／Ｇｏｔｔｍｇｅｎ１９５６．６９７

　　９）Ｆ．Ｈａ吋ｍｇ，ａ．ａ．Ｏ
．，

１２０，訳，１６６～１６７ぺ 一ジ 。

１０）　Ｈ．Ｒｏｓｅｎｂ
ｅｒｇ，Ｂ皿ｅａｕｃｒａｃｙ，１６７～１６８

１１）Ｆ．Ｈａ廿ｍｇ，ａ．ａ．Ｏ
．，

１１９，訳，１６５ぺ 一ジ 。

１２）ＥＡＫｅｍ，ａａ
Ｏ， ６９８

１３）　Ｅｂｄ
．，

６９８

１４）Ｆ．Ｈａｒｔｍｇ，ａ．ａ．Ｏ
．，

１２５，訳，１７３ぺ 一ジ 。

１５）ＨＲｏｓｅｎｂｅｒｇ，Ｂ肚ｅａｕｃｒａｃｙ，２２～２３

（４９６）
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１６）Ｆ．Ｈａｒｔｕｎｇ，ａ．ａ．Ｏ
．，

１２３～１２４，訳，１７０～１７２ぺ 一ジ 。

１７）　Ａ１１ｇｅｍｅｍｅｓ　Ｌａｎ士ｅｃｈｔ　ｆｕｒ　ｄ１ｅ　ＰｒｅｕＢ １ｓｃ
ｈｅｎ　Ｓｔａａｔｅｎ　ｖｏｎ１７９４Ｔｅｘｔａｕｓｇａｂｅ　ｍ１ｔ　ｅｍｅｒ　Ｅｍｆｕｈｒｕｎｇ

　ｖｏｎ　Ｄｒ　Ｈａｎｓ　Ｈａｔｔｅｎｈ
ａｕｅｒ，ｏ　Ｐｒｏｆｅｓｓｏｒ　ａｎ　ｄｅｒ　Ｕｎ１ｖｅｒｓ１ｔａｔ　Ｋ１ｅｌ，ｕｎｄ　ｅｍｅｒ　Ｂ１ｂ１１０ｇｒａｐｈ

１ｅ　ｖｏｎ　Ｄｒ

　Ｇｕｎｔｈｅｒ　Ｂｅｍｅｒｔ，Ｐｒ１ｖａｔｄｏｚｅｎｔ　ａｎ　ｄｅｒ　Ｕｍｖｅｒｓ１ｔａｔ　Ｍａｒｂ皿ｇ，Ｆｒａｎｋｆｕエｔ　ａｍ　Ｍ
ａｍ　Ｂｅｒ１ｍ１９７０．５３８

１８）　Ｅｂｄ
．，

５４０～５４１

１９）Ｈ　Ｒｏｓｅｎｂｅｒｇ， Ｂｕｒｅａｕｃｒａｃｙ，１７８～１８０上山安敏『トイノ官僚制成止論』２３９べ 一シ 。河上倫逸『ト

　イツ市民思想と法理論』２６２～２６４ぺ 一ジ 。

　プロイセン改革の担い手は改革官僚であ った。既述のようにかれらは，ケーニヒスベルクの二

人の教授，ドイッ観念論哲学の高峰カントと ，Ａ．スミスの自由主義原理の導入者クラウスの影
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１）
響下で，自由主義的見解を基礎に形成された。そして改革期に，フランス革命の政治的側圧に対

する「上からの改革」と ，イギリス産業革命の経済的側圧に対する経済指導とを，教養特権を基
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２）
礎とする「教育独裁者」として遂行したのであ った。教養特権の基礎となっ た， 任用にさいして

の強制採用試験の科目は，１８１７年１０月２７日の業務指令により変更された。１７７０年の科目であ った

官房学や実務的経営術から古典語や歴史学に代表される非現実的，哲学的知による人格の「陶冶

（Ｂ１１ｄｍｇ）」を目的とする科目へと移行し，１８２０年代には重占がさらに法実務へと移行したのであ
３）

る。

　ところで，１８０７年にハルデンベルクにより ，ｒ国家のすべての地位は，…… 長所と才能とをも

つ， すへての社会の人々に開か」れた。しかし，実際には，任命と昇進の道は局度の教育を受け ，

激しい競争試験に合格するとともに，高官の縁故と「プロイセン人民が政治的経験を得ないよう
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４）
に， かれらを隔離する」「正しい意志」をもっ た者にのみ開かれた。こうして，改革後も高級官

僚は，貴族を中心に，新たに上層市民出身者をも吸収しつつ，教養を基盤に人民に対して行政権
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５／
を独占する排他的な貴族的特権を保持しつづけたのである 。これは，プロイセン改革がハルデン

ベルクの言明した「君主制的な統治のなかでの民主的原則」に留まっ たことの反映であり ，この

結果，改革は，「気まぐれな君主支配の，官僚的絶対主義のヨリ非人格化された制度による置き
　　　　　　　　　　　　６）
換え」に留まっ たのである 。

　以上のように改革期に官僚制度〔官僚の任命，罷免に関する制度，ここでは，とくに任用制度〕の大

きな変化がもたらされたにもかかわらず，改革後も官庁において古い官僚政治，古い規則と古い

精神が支配しつづけるのであるが，こうした古いものの支配の存続は，以上の変化した官僚制度
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

、７）

の機能の仕方の結果に加えて，ｒ政治制度が前民王王義的，前または半議会王義的構造」に留ま

ったことの結果でもあ った。ここで，政治制度とは，立法，行政，司法の三権の制度的関連を指

し， とくに立法と行政との関係に注目することにしたい。プロイセンでは，イギリスやフランス

のような革命的断絶を経験しないで，前述の一般国法の規定した，文武官カ浪誠と服従の義務を

もつ「国家の元首（ｄ。。 Ｏｂ。。ｈ．ｕｐｔｄ。。 Ｓｔ。。ｔ。。）」 ，の存続のもとでの改革に留まっ たため，近代的

な政治制度，すなわち民王的な選挙により形成される議会を基礎とする政治制度／議会制民王王

義〕が形成されなか った。その結果，官僚政治の相対的自立性が保持され，官僚主導の人民支配

体制も維持され，新設された議会制度は前または半民王的構造に留まっ た。 官僚制的公権国家が
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８）
形成され，古い官僚政治が維持されたのである 。

　「政治制度が前民主的，前または半議会主義的構造」に留まっ た点は，つぎの４点で示されて

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４９７）



　２２６　　　　　　　　　　　　　　　立命館経済学（第４３巻 ・第３号）

いる 。（１）議会が一般国法の構想した全国家的議会ではなく ，改革時代の最後を告げる ，１８２３年

　　　　　　　　　　　　　　　　９）
の８つの州議会の設立に留まっ た点，（２）議員が土地所有を基準に３つのｒ身分階級」〔大土地所

有者，都市市民，農民〕から選出され，議会が騎士領所有者に有利に構成されるという前民主的な
　　　１０）
選挙制度，（３）議員が官僚になるのではなく ，騎士領所有者の官僚が議会へ選出されることを法
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１１）
的に認めた結果，行政が議会をコントロールするという前または半議会主義的制度，（４）州議会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１２）
の権限が国家の提出する問題の政治的審議と国家への請願に限定されたため，立法が閣令の副署

または提案，討論，草案作成，法律制定という方法で「代議機関としての行政」により行なわれ
　　　　　　　　　　　　　　　１３）
るという前または半議会主義的構造，以上である 。

　これをイギリスとフランスとのばあいと比較すると ，イギリスのばあい，１６８８年に主権的議会

が確立し，政党内閣制が樹立され，後にその行き過ぎが是正されなけれはならない程，１６９４年以

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１４）
降行政官僚が議会から排除されていくという ，プロイセンとは対躁的な過程を辿っている 。フラ

ンスのばあい，大革命後，極端な権力分散性が採用された後，下からの民衆の自律的な社会革命

運動と外国の介入に対する民衆の愛国主義に支えられたナポレオンによっ てアンシャン ・レジー

ム時代の中央集権が復活された〔「人民投票的独裁制」または「代議制を超越した」「人民投票的民王王

義」〕。１７９９年１２月１３日の憲法において，立法権は４院〔国務院＝第一統領が任免 ；元老院，護民院 ，

立法院＝選挙〕の間に分割されたのに反し，行政権は第　統領に集中され，第一統領が殆んとす

べての官僚を自由に任免する〔ＴｉｔｌＶ．４１〕

，と定められた。そして，後述する中央を除き ，県 ，

郡， 市町村の行政官および行政官に附置された諸会議の議員も政府により任命された。しかし ，

政治制度は，その後権力分立の制度へと変化していき ，１８３０年の７月革命後，県と市町村では選
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１５）
挙による議会が形成され，地方自治が強化されていっ た。

　官僚制度における任命権は，１７９９年１２月１３日の憲法における第一統領から ，任命権の主体が

１８１４．１８３０．１８４８．１８５２．１８７５年の各憲法において皇帝や大統領へと変化しながらも不変に留ま

った。しかし，政治制度において，７月革命以後，財産資格による制限選挙制に基づく下院の権

限が強化され〔議会と元首が立法，行政の二権を二元的に分有する「議会的君主制」または「オルレアン

的議会王義」〕 ，議会がすべての官僚に関する法案作成を企図したが，１８４４年に一票差で否決され

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１６）た後，繰り返し問題となっ たにもかかわらず，第一次大戦後になっ ても実現しなか った 。

　しかしながら，プロイセン官僚が民衆指導という特権的地位を維持したのに対し，フランスで

は議会と行政の二元的国家形態のもとで，異 った事情と形式とによっ て行政の民主化が進行した 。

すなわち，¢フランスでは，官僚の任命権を元首ではなく ，実質的に政府がもつようになっ て

いき ，議会が小党分立であ ったため，政府が議会多数を得るためには，複数政党の連立形成の手

段として，官僚の任命権を利用したが，小党分立の基礎上では，政府の交代や議会選挙の結果に

よる ，官僚の大量罷免は不可能であり ，事実上議会事情により官僚の任命が左右されたという事
１７）

情， ＠一般的官吏法に代る ，個別法令による官吏法制の成立〔身分保障は１８３４年の法律で武官に ，

１８８３年に司法官に，１８８０年と１８９６年に大学教授に与えられ，普通官僚に対しては，１８８０年代に始まる官僚組

合形成と運動，とりわけ１８９７～９９年のドレフユス事件後の民主的風潮の高揚の後に，任用についての試験 ，

懲戒に関しては同僚より選出の会議による等，の法制化〕 ，　国務院による ，２０世紀初頭以降の，行政
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１８）
裁判を通じての，恋意情実に対する官僚闘争の支援に基づく判例法の成止 。

　以上，フランスのばあい，プロイセンにおいて官僚が議会に進出して行政が立法をコントロー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４９８）



　　　　　　　　　　　　　　　　「三月革命」と官僚および軍隊（川本）　　　　　　　　　　　　　　２２７

ルしたのと逆に，官僚は実質的に議会の制約のもとに置かれたのである 。両者の相違が生じた原

因は革命的断絶による民主化の進展の有無に帰せられよう 。このようにイギリスやフランスに比

して，「三月革命」期まで維持されてきた，プロイセンの古い規則と古い精神に基づく古い官僚

政治に対して国民議会の左派が攻撃を加えたのである 。

　　 １）Ｈ　Ｒｏｓｅｎｂ
ｅｒｇ，Ｂ皿ｅａｕｃ．ａｃｙ，１８４～１８６，１８８，２０１上山『トイノ官僚制成止論』３１０，３１５～３１６ぺ 一シ 。

　　２）　Ｂ　Ｖｏｇｅ１，Ｄ１ｅ
，，

ａ１１ｇｅｍｅｍｅ　Ｇ
ｅｗｅｒ

ｂｅｆｒｅ１ｈｅ１ｔ“ ６７，７７～７８ｄ １ｅｓ
，Ｓｔａａｔ１１ｃ ｈｅ　Ｇ

ｅｗｅｒ
ｂｅｒｅｆｏｒｍ，１８７

　　３）　Ｒ．Ｋｏｓｅｌ１ｅｃｋ， ＰｒｅｕＢｅｎ　ｚｗｉｓｃｈｅｎ　Ｒｅｆｏｒｍ　ｕｎｄ　Ｒｅｖｏ１ｕｔｉｏｎ，２４４～２４６．Ｂ．Ｖｏｇｅ１，Ｄｉｅ
，，，

ａ１ｌｇｅｍｅｉｎｅ

　　　Ｇｅｗｅｒ
ｂｅｆｒｅｌｈｅ１ｔ“ ６８西村稔『知の杜会史一近代トイノの法学と知識杜会一』木鐸杜，１９８７年 ，２０６

　　　～２０９ぺ 一ジ，を参照せよ 。なお，１８４６年２月１４日の高級行政官僚に対する能力についての規則

　　　（Ｒｅｇｕ１ａｔ１ｖ　ｕｂｅｒ　ｄ１ｅ　Ｂｅｆａｈ１ｇｕｎｇ　ｚｕ　ｄｅｎ　ｈｏｈｅｒｅｎ　Ａｅｍｔｅｍ　ｄｅｒ　Ｖｅｒｗａ１ｔｕｎｇ　ｖｏｍ１４Ｆｅｂｒｕａｒ１８４６）

　　　により ，試験の重点が，さらに法律学および司法上の経験に移行し，ついで１８６６年と６９年の改革で法

　　　的教養の優位が強化された後，１８７９年３月１１日の高級行政勤務の能力に関する法律（Ｇｅｓｅｔｚ ，ｂｅｔｒｅ

　　　ｄ１ｅ Ｂｅｆａｈ１ｇｕｎｇ　ｆ皿ｄｅｎ　ｈｏｈｅｒｅｎ　Ｖｅｒｗａ１ｔｕｎｇｓｄｌｅｎｓｔ）により ，これまで高級行政官僚が司法官と同

　　　一の方法で採用されていたのが分離され，行政官僚には法律科目以外に新たに政治経済学が課せられ ，

　　　法律中心主義からの転回がなされ，１９０６年８月１０日の任用法により同じ方向がさらに追求された点に

　　　ついては，蝶山政道，柳瀬良幹，長浜政毒，須貝修一 辻清明『各国官吏制度の研究』プレブス杜 ，

　　　１９４８年，９３ぺ 一ジ，吉村正『各国の官吏制度』前野書店，１９５９年，７９～８５ぺ 一ジ，を参照せよ 。

　　４）　Ｈ．Ｒｏｓｅｎｂｅｒｇ，Ｂ皿ｅａｕｃｒａｃｙ，１９９，２１１～２１３，２２７

　　５）　Ｅｂｄ
．，

２０９，２２７

　　６）Ｅｂｄ
．，

２０３～２０４，２０６，２０７，２０８，２１６．ｄｅｒｓ
．，

Ｐｒｏｂ１ｅｍｅ　ｄｅｒ　ｄｅｕｔｓｃｈｅｎ　Ｓｏｚｉａ１ｇｅｓｃ ｈｉｃｈｔｅ，１０，訳，２３ぺ 一

　　　ジ 。

　　７）　Ｊ　Ｋｏｃ ｋａ，Ｓｔａｎｄ　Ｋ１ａｓｓｅ　Ｏｒｇａｍｓａｕｏｎ，１５５

　　８）なお，官僚制的公権国家が形成された一主要原因として，民衆の教養水準が当時なお低か った点を

　　　挙げ得よう 。官僚が教養特権を基礎に「教育独裁者」として三月前期に活動し得たのは，プロイセン

　　　国家の土台である東エルベ地域において，封建的危機の後に形成された農場領主制
　　　（Ｇｕｔｓ ｈｅｒｒｓｃｈａｆｔ）のもとで，農場労働者や農民が低い教養水準に留まらざるを得なか ったという歴

　　　史的経過，および三月前期には民衆教育が漸く端緒に就いたばかりであ ったことの結果，民衆の教養

　　　水準が低か った点が，民衆を排除し，民衆を支配する官僚支配制度を可能にする一要因となっ た。 政

　　　治制度の民主化のための主要な一前提として，教育制度のあり方と民衆の教養水準の高さが〔財産水

　　　準と関連しつつ〕圧目されるべきであろう〔民王王義と財産と教養をもつ市民層の形成との表裏一体

　　　関係〕（プロイセンにおける民衆教育政策史については，梅根悟・『近代国家と民衆教育一プロイセン

　　　民衆教育政策史一西洋近世教育研究史ｎ」誠文堂新光杜，１９６７年，を ，ここでの時期については第五

　　　章，第六章を参照せよ）。

　　　　なお，Ｍ．ボ ッッェンハルトは，近代的政治制度とドイツの特殊性についてつぎのように述べてい

　　　る 。

　　　　「古い国家基本法との相違における近代的国制の本質的特徴は次の点においてみることができる 。

　　　　　・それは権力分立の基本原理に基づく 。立法，行政および裁判は，異なっ た， 相互に分離した機関

　　　に委託され，その機関は相互に，また自身における主権の方向において機関相互の監督と機関内監督

　　　（Ｉｎｔｅｒｍｄ　Ｉｎｔｒａｏｒｇａｎｋｏｎｔｒｏ１１ｅｎ）との複合された制度によっ て境界つけられる 。近代的国制は基本

　　　権の目録を含み，それは個々の市民に国家と社会とに対して不可侵の諸権利を保障する 。各邦議会

　　　（Ｌａｎｄｔａｇ）の構成員は，いまや諸身分（Ｓｔａｎｄｅ）の所属員ではなく ，全国民の代表として　　認め

　　　られる 。議会においては，…… 構成員の多数が決定する 。近代的国制が機能し得るためには，国家に

　　　おける政治的影響力の機会を，選挙にさいして相互に競争し，政治的見解の無限の多様性を組織化し ，

　　　個々の階級および社会集団の特殊利害を分節するところの，政党の存在が絶対に必要である 。１９世紀

（４９９）



２２８ 立命館経済学（第４３巻 ・第３号）

　初頭以来の近代ヨーロッパの国制の発展の一般的傾向は，最初強く制限されていた選挙権の，成年男

　女の普通，平等選挙権の実現に至るまでの，つねに拡大する人口層への拡大，による ，国制の着実な

　民主化である。他の傾向は，選出された国民代表のなかに国家権力を集中化することによる ，中央省

　庁の国民代表多数の信頼への拘束……による議会主義への発展である 。

　　ドイツの国制史は，このヨーロッ パの一般的発展系列に自己を組み入れたが，同時にまた特殊な特

　質を刻印した。１９１８／１９年の革命に至るまで，ドイツの国制は，決して政治的秩序を構成せず，単に

　君主制の自由意志による自己限定の道具に過ぎなか った。……君主が，ドイツ立憲主義においては主

　権の担い手と国家権力の所有者に留まっ たのである 。それゆえ，ドイッ国制の活動にとり ，２０世紀に

　入 ってはるか後に至るまで，公権国家的傾向が特徴的であ った」（Ｍａｎｆｒｅｄ　Ｂｏｔｚｅｎｈａ廿，Ｄｅｕｔｓｃｈｅ

　Ｖｅｒｆａｓｓｍｇｓｇｅｓｃｈ１ｃｈｔｅ１８０６－１９４９，Ｓｔｕ廿ｇａｒｔ，Ｂｅｒ１ｍ，Ｋｏ１ｎ１９９３，８～９）。

　　以上の叙述から ，近代的政治制度においては，権力分立を前提に，三権のうち立法権をもつ議会 ，

　およぴ，それに加え，議会選挙権の拡大，が決定的に重要であり ，かつ基本的人権の不可侵の保障が

　不可欠であるとの指摘，つきにこの近代的政治制度〔議会制民王王義〕との対比においてトイソでは

　君主制が維持された点に特殊性があるとの指摘，がここでの論点との関連において注目される 。

９）Ｒ　Ｋｏｓｅｌ１ｅｃ ｋ， ＰｒｅｕＢ
ｅｎｚｗ１ｓｃ

ｈｅｎ ＲｅｆｏｍｍｄＲｅｖｏ１ｕｔ１ｏｎ，３８２

１０）　Ｅｂｄ
．，

３４４～３４５

１１）　Ｅｂｄ
．，

３４６

１２）　Ｅｂｄ
．，

３８２

１３）　Ｂ　Ｖｏｇｅ１，Ｄ１ｅ
，，

ａ１１ｇｅｍｅｍｅ　Ｇ
ｅｗｅｒ

ｂｅｆｒｅ１ｈｅ１ｔ“ ７１

１４）蛾山他，則掲書，２１～２３ぺ 一ジ ，吉村，前掲書，１８７～１８８ぺ 一ジ 。

１５）蛾山他，則掲書，１４６～１４９ぺ 一ジ ，吉村，削掲書，２８８～２８９ぺ一ジ ，中木康夫『フランス政治史』

　上，未来社，１９７５年，３１ ，３３～３４ぺ 一ジ 。

１６）蛾山他，則掲書，１５１～１５４ぺ 一ジ ，吉村，則掲書，２８９～２９３ぺ 一ジ ，中木，同ｕ掲書，上，５９～６０ぺ

　一ジ 。

１７）吉村，前掲書，２８８～２８９ぺ 一ジ 。

１８）蛾山他，前掲書，１５５～１５９ぺ 一ジ ，吉村，則掲書，２９４～２９７ぺ 一ジ 。

　７月７日のプロイセン国民議会の第２６会期において，上述の調査委員会の権限問題が討議され

た後，クラートハソハ議員は内相キ ュールウエソ ター（Ｋｕｈ１ｗ・ｔｔ・・）に対して，流血事件の生じ

たポー ゼン州の市町村官僚を念頭に置きながら，官僚について２つの質問を行なっ た。 第一の質

問は，「官僚の確定的な任命は，任命についての法律が発布されるまで行なわれてはならないの

ではないか」であ った。すなわち，内相は以前，上級官庁によっ て市町村官僚が任命されること

は適当でない，と云われたが，市町村官僚のみでなく ，他の官僚についても何が決定的であるの

か， われわれが規則に基づいて官僚の確定的任命が行なわれるようになるまで，暫定的に任命を

中止すべきではないか，というのが質問の動機であ った 。

　これに対する内相の回答は，「地方の行政が多様な方法で改革され，法律が目前に迫 っている

というのは正しい」。 したがって，官僚の欠員が生じた時，確定的に充足され得ないというのは ，

市町村官僚のみでなく ，郡官僚やヨリ高級な官僚にも妥当する 。しかし，統治には官僚が必要で

あり ，司法官，森林官や税務官の任命は必要であるので，内閣としては質問に対しては否と答え
　　　　　　　　　１）
る， というにあ った 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　クローネ
　これに対し，グラートバッハ議員は，「王室との協定」の事情〔＝憲法以前の事情〕のもとでは ，

とのような官僚が任命されなけれはならないかは不明であるにせよ ，地方の住民（Ｖ．１ｋ）に満足

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５００）
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が与えられなければならない，と述べた後，第二の質問に移 った。質問は，「地方の平穏化と弱

められた信頼の回復のため，地方の住民の好意が得られないか，または失われた官僚は，直ちに

免職されるか，少なくとも暫定的に休職させられて，信頼される人によっ て一時的に補充され得

るので，そうすべきではないのか」であ った 。

　この質問への内相の回答は，「地方の住民の声は，ある者は賛成，ある者は反対であ って ，判

断することはできない。法律は，第三者により表明された判断の基礎上で，ある官僚を解雇した

り， 休職させたりすることを許さない。われわれは，いかなる方法により官僚を解雇し，休職さ

せるかの手続きを規定した法律をもつ。わたくしはこの法律を尊重しなければならない。法律以

外で官僚を解雇したり ，休職させたりせられない。無法を『地方の平穏化と弱められた信頼の回
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２）
復のための』手段とは考えない」，であ った 。

　以上のようにポー ゼン州における流血事件にさいし，議会左派が地方住民の信頼できない官僚

を直ちに更迭すべきであると主張したのに対し，内相は一時的な非難や政治的意向（ｐｏ１ｉｔｉ．ｃｈ．

Ｇ。。ｉｍｕｎｇ）を理由として官僚を罷免することは許されず，正確に規定され，明確に指示された

刑罰に価する行為に対してのみ罷免され得ると答えたのである 。法の尊重について，内相は，９

月１日の国民議会の第４８会期においても ，根底において腹立たしい弊害であるにせよ ，問もなく

発効する人身保護令（Ｈ．ｂ。。。 Ｃｏ．ｐｕ． Ａｋｔ。）に従うと許されない家宅捜査（Ｈ．ｕ。。ｕ．ｈｕｎｇ．ｎ）が
，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３）
規定（Ｖｏ… ｈ・ｉｆｔ・ｎ）に従 ってなお行ない得ると言明している 。

　しかし，同時に，プロイセン国家において，公権的，絶対主義的要素が継続的に作用しつづけ

ている ，との左派の恒常的な指摘には，その核心において正当な切望が存在することを ，政府は

明確に理解していた。内閣の支柱であるハンゼマン自身が，４月７日に，下の方では郡長に至る

までの一般的な人事政策的更迭（。ｍ．１１ｇ．ｍ．ｍ。。ｐ。。。。ｎ．１ｐ．１１ｔ１。。ｈ。。 Ｒ．ｖ１。。ｍ．ｎｔ）を行なうようにカ

ンプハウセンに迫 った時，内閣の成功，不成功は，高級官僚層の「浄化（ ，，

Ｐ．１丘ｋ．ｔ．ｏｎ
‘‘

）」に ，あ

る程度まで依存していた。立憲国家においては，このことは大臣責任（ｄ１． Ｍｍ１．ｔ。。ｖ。。。ｎｔ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４）
ｗ。。ｔ１ｉ．ｈｋ．ｉｔ）を実現するための前提として認められていた事柄であ ったからである 。

　ハンゼマンのこの考えとの一致において，また恐らくはグラートバッハ議員の質問に刺戟され

て， 内相は７月１５日に，蔵相とともに，すべての県知事（Ｒ．ｇ１．ｍｇ．ｐ。。。１ｄ．ｎｔ．ｎ）に対して ，「現

在の諸関係に昭合した職務活動（Ａｍｔ・ｗ１・ｋ・・ｍｋ・１ｔ）を期待できない市長，郡長およひその他の官

僚の活動を停止させること」を命令した。すなわち，内相にとり ，「目下の統治制度を承認する

ことを遠慮なく拒否し，それに対して故意に反抗する」官僚がなお活動していることは，絶対に

　　　　　　　　　　　５）
我慢できないことであ った 。

　以上からここで３点に注目しておきたい。第一は，議会と内閣がともに，官僚は「王室との協

定」によっ て制定される憲法の規定に服する ，という点において一致していたことである 。この

点は，軍隊との対比において重要となる 。第二は，ポー ゼン州の流血事件にさいし，暫定的に地

方住民が信頼できない官僚を更迭すべきか否か，についての議会における ，議会と内閣との意見

の相違が，現実には，結果において，両者の意見の一致へと導かれた点である 。すなわち ，７月

１５日の蔵相と内相との命令により ，宗教裁判官のような信念のかぎ廻り（ｉｎｑｕｉ．ｉｔ。。ｉ。。ｈ．

Ｇ。。ｍｕｎｇ。。。ｈｕｆｆ．１。、）へと導く恐れのある命令により ，官僚層の政治的関心と規律（Ｐ．１１ｔ１．１。。ｍｇ

ｕｎｄ　Ｄ１。。。ｐ１ｍ。。。ｍｇ　ｄ。。 Ｂ。。ｍｔ．ｎ。。ｈ．ｆｔ）における危険な道が打ちこわされたことによっ てである 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５０１）
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最後に，このことが，シュレージェンのシュ ヴァイドニッ ツにおける事件を契機に，国民議会左

派により ，官僚に対すると同じような命令が軍隊に対して要求される動機となっ たことである 。

これが内閣の命とりとなり ，官僚と異なり軍隊は憲法の規定の外に存在しつづけることになる 。

したがって，ここで官僚と憲法の規定との関係を中心に，この後の官僚制度と政治制度の推移を

一瞥した後，軍隊の考察に移ることにしよう 。

　１８４８年１１月２日に成立したブランデンブルクーマントイフェ ル内閣から１８５８年のｒ新時代

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６）（，，

Ｎ．ｕ． Ａ。。“）」の開幕までの１０年問は反動の時代と特徴づけられているのであるが，反革命の到

来を告げたこの内閣は１８４８年１２月に憲法を議会の承認なしで制定した〔欽定憲法〕。 しかし，議会

においてこの憲法を修正するとの条件を付してであ った。ところで，１８４９年４月に議会が３月２８

日に制定されたトイッ帝国憲法を承認した時，国王は議会を解散して戒厳状態を布告し，緊急令

の助けでもっ て５月３０日に三級選挙法（Ｄ．ｅ１ｋ１。。。ｅｎｗ．ｈ１。。。ｈｔ）を議会の承認なしで制定した〔新

たなクーテター〕。 ついで，この選挙法により選出された議会で欽定憲法が修正され，１８５０年１月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７）
３１日にプロイセン憲法〔修正憲法〕が成エする 。

　こうしてプロイセンは「三月革命」を経て，絶対主義自身から立憲国家，法治国家へと移行し

たのである 。しかし，ブランデンブルクーマントイフェ ル内閣は，一方では，ｒフランス立憲主

義」の信奉者としてではなく ，また他方では，封建的一身分制的王政復古を目標とする超保守主

義者と対決しつつ，国王のように立憲主義への道を「悲しい光」として見るのではなく ，憲法自

身が提供する可能性を大規模に利用し尽して，君主国，官僚国家，軍事国家を維持できるように ，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　§）
止憲主義を保守的に再形成し，外見的立憲主義の極にまで拡張し，再構成する道を選んだ 。

　ここでの考察対象である官僚国家の維持について，内相マントイフェ ルは，議会を厳格に組織

され，政治的に規律のある官僚政治の手段でもっ て， すなわち，立憲主義を統治機関でもっ て操

舵し得ると確信した。そのためには，第一に，立憲的に制度化された国家において，官僚の国内

法上の諸関係を根本的に変化させることを必要とした。すなわち，へ 一ケルの述べたような，官

僚が仲介機能において政治的身分代表者として市民社会を代表すること ，をやめたがゆえにであ
９）

る。 第二に，この官僚を全国家的意志形成過程において，調整薬として利用することによっ てで

ある 。すなわち，国家的行政潜在勢力（ｄ。。。ｔ。。ｔ１１．ｈ． Ｅｘ．ｋｕｔ１ｖＰｏｔｅｎｔ１．１）を杜会的代議機関の政治

的規律化と先決（ｐｏ１１ｔ１・・ｈ・ Ｄ・…ｐ１ｍ・・ｍｎｇｍｄＰ・・ｊｕｄ１・・ｅｍｇｄ・・ｇｅ・・１１・・ｈ・ｆｔ１１・ｈ・ｎ Ｒｅｐ・ａ・ｅｎｔａｏｖｏ｝

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０）
ｇａｎ。）のために投入することによっ てである 。いうまでもなく ，第一の問題は官僚制度にかかわ

る問題であり ，第二の問題は政治制度に関する問題であるので，以下順を追って考察をすすめよ

う。

　立憲制度へ移行した国家における官僚の国内法上の諸関係の根本的変化について，ブランデン
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１１）
フルクーマントイフェ ル内閣は，欽定憲法が第４条，第８６条，第９６条において司法官僚と非司法

官僚の法的地位についての規定を一般的方針の表示に限定し，詳細を後の立法に委ねたことを利

用した。すなわち，内相マントイフエ ルは，官僚法（Ｓｔ・・ｔ・ｄ１・ｎ・・ｇ…ｔ・）が発布されるまでの隙

　　　　　　　　　　　　　　　１２）
問を埋めるため，欽定憲法第１０５条に基づく緊急命令権により ，１８４９年７月１０日と１１日に司法官

僚およぴ非司法官僚の職務違反に二つの懲戒令（ｄ１ｅ　Ｄ１ｓ・１ｐ１ｍａ・ Ｖ・・ｏ・ｄｍｎｇ）を発布したのである 。

　そのうち，裁判官に対しては，１８４４年以降の懲戒法（ｄ。。 Ｄ１。。１ｐ１ｍａ．ｇｅ．ｅｔ。）と比較して改善が

なされた。すなわち，懲戒処罰は，今後，正式の懲戒処分手続きの基礎上でのみ，控訴裁判所と

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５０２）



　　　　　　　　　　　　　　ｒ三月革命」と官僚および軍隊（川本）　　　　　　　　　　　　　　２３１

しての王立最高法廷のもとでの大懲戒判事会とともに，懲戒裁判所によっ て（ｖ．ｎ　Ｄ。。。１ｐ１ｍ。。

ｇｅｒ．ｃｈｔｅｎｍ１ｔｄｅｍＧ．ｏＢ
ｅｎ

Ｄｌｓ．１ｐ１ｍ。。。ｅｎａｔｂ．１ｍｋｇ１Ｏｂ。。ｔｎｂｕｎａ１ａ１． Ｂｅ．ｕｆｕｎｇ．ｍ．ｔａｎ。），およぴ裁判所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１３）
組織の変更にさいしてのみの転任によっ て専ら許されることになっ たのである 。

　これに対して非司法官僚に対しては，懲戒令において統治の純粋政治的目標が明白に表現され

た。 第二章第２０条（§２０Ａｂ．２）に従 って ，１８５０年１１月１０日の国王への内閣の報告（Ｉｍｍ．ｄ。。ｔ

ｂ・・ｉ・ｈｔ　ｄ・・ Ｓｔ・・ｔ・・Ｍｈ ・ｎ　ｄ・ｎ　Ｋ６ｎｉｇ，１０１１．１９５０）において ，「免職は，官僚が忠誠の義務に違反す

るか，職務が必要とする気質（Ｍｕｔ）を活動によっ て示さないか，国家統治に対して敵対的に加

担する罪を犯した時に，とくになされる」と述べた。これにより職務監督官庁（Ｄ１．ｎ．ｔ．ｕｆ

．ｉ．ｈｔ．ｂ． ｈ６．ｄ。）が，「以前の立法に従 って被告の意図に必要な特別の考慮」を甘くして，刑の測定

（Ｓｔ。。ｆｂ．ｍ。。。。ｎ）に算入することが拒否された。これに加えて，第９４条において，政治的にとく

に重要な一連の官僚を，職務の重要性において，いつでも暫定的に退職させることが国家統治の

ために可能となっ た。 この所請「政治的官僚層（ｄ１．ｐ．１．ｔ。。。ｈ．ｎ Ｂ。。ｍｔ．ｎ）」に属したのは，国務次

官（Ｕｎｔ。。。ｔ。。ｔ。。ｅｋ。。ｔ。。。）と本省の局長，州長官と県知事，検事，警視総監，郡長と外交勤務官僚

であ った 。

　さらに，１８５３年４月２７日のフリートリ ソヒ　ウィルヘルムの命令（ｄ１・ Ｏ・ｄ・・ Ｆ・１・ｄ…ｈ　Ｗ１１ｈ・１ｍ・

ｖ．ｍ２７４．１８５３）は，統治政策に反する態度を明白に表現した官僚に厳しい打撃を与えた。しか

し， ヨリ致命的であ ったのは，官僚の評価にさいして，懲戒令の告示以前の官僚の政治的態度が

「審理（
，，

Ｋ．ｇｎｉｔｉｏポ‘ ）」され得たことであり ，「場合に応じて」実際に審理されたことであ った 。

統治は最早中立を欲せず，その操舵に対する支持と積極的な尽力を要求し，昇進は正しい党派

「信念」（Ｐ。。ｔ．１
，，

Ｇｅ．ｍｎｕｎｇ
‘‘

）と活動に依存することになっ た。「行状リスト（ｄ１。

，，

Ｃｏｎｄｕｉｔｅｎ１ｉ．ｔ．ｎ
‘‘

）」がとくに重要性をもっ たのであ った 。

　この結果，とくに若い行政官僚が，採用と昇進のために，とりわけ農村において保守的になっ

ていっ た。 この点が政治構造に対して重大な影響を及ぼす一因となる 。なお，１８５３年の命令は

１８５９年１０月に摂政の宮により廃止され，「数年の試験期問にかれの義務に違反した」すべての官
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１４）
僚に対して，昇進または昇給は国王の明白な認可でもっ てのみ決定され得ることになっ た。

１）　Ｖｅｒｈａｎｄ１ｕｎｇｅｎ，Ｂａｎｄ１ ．３８２

２）　Ｅｂｄ
．，

３８３

３）　Ｖｅｒ
ｈａｎｄＩｕｎｇｅｎ，Ｂａｎｄ２，１６６～１６８，ｍｓ

ｂｅｓｏｎｄ－ｅｒｅ１６７

４）Ｖｇ１ＭＢｏｔｚｅｎｈａｒｔ，ＤａｓｐｒｅｕＢｌｓｃｈｅ Ｐａｒ１ａｍｅｎｔ，３１

５）Ｅｂｄ
．，

３１～３２．なお，１８４８年７月１５日の蔵相と内相による官僚に対する命令の全文については ，

　Ｖｇ１Ｖｅｒ
ｈａｎｄ１ｕｎｇｅｎ，Ｂａｎｄ２．２２２

６）Ｐａｕ１Ｇ ｅ１Ｂｅ叫Ｄ１ｅ　ｐｒｅｕＢ
１ｓｃ ｈｅ　Ｈａｎｄｗｅｒｋｅｒｐｏ１１ｔ１ｋ　ｕｎｔｅｒ　Ｏｔｔｏ　ｖｏｎ　Ｍａｎｔｅｕ丑ｅ１Ｗｕｐｐｅｒｔａ１Ｅｌｂｅｒｆｅ１ｄ

　１９３６，１０

７）Ｔｈｏｍａｓ　Ｎｌｐｐｅｒｄｅｙ，Ｄｅｕｔｓｃｈｅ　Ｇｅｓｃ
ｈ１ｃｈｔｅ１８００－１８６６，Ｂｕｒｇｅｒｗｅ１ｔ　ｕｎｄ　ｓｔａｒｋｅｒ　Ｓｔａａｔ，Ｍｕｎｃ

ｈｅｎ

　１９８３，６７９

８）　Ｇｕｎｔｈ
ｅｒ　Ｇｒｕｎｔｈａ１，　Ｐａｒｌａｍｅｎｔａｒ１ｓｍｕｓ　ｍ　　ＰｒｅｕＢ

ｅｎ　　１８４８／４９ －１８５７／５８，　ＰｒｅｕＢ１ｓｃ
ｈｅｒ

　Ｋｏｎｓｔ１ｔｕｔ１ｏｎａ１１ｓｍｕｓ－ Ｐａｒｌａｍｅｎｔ　ｕｎｄ　Ｒｅｇ１ｅｒｍｇ　ｍ　ｄｅｒ　Ｒｅａｋｔ１ｏｎｓａｒａ，Ｄｕｓｓｅ１ｄｏｒｆ１９８２，２２１～２２２Ｔ

　Ｎｉｐｐｅｒｄｅｙ
，ａ．ａ．Ｏ

．，

６８１

９）Ｖｇ１．Ｒ．Ｋｏｓｅ１１ｅｃ ｋ， ＰｒｅｕＢｅｎｚｗｉｓｃｈｅｎ ＲｅｆｏｍｕｎｄＲｅｖｏ１ｕｔｉｏｎ，３８５伍．ｂｅｓ ．３８７

１０）　Ｇ　Ｇｒｕｎｔｈａ１ ，Ｐａｒｌａｍｅｎｔａｒ１ｓｍｕｓ　ｍ　ＰｒｅｕＢ
ｅｎ，２２１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５０３）
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　１１）　これらの条文は以下の通りである 。

　第４条　すべてのプロイセン人は法の前で平等である 。身分の諸特権は生じない。公職には公職に対し

　　て才能のあるすべての者が就くことができる 。

　　　第８６条　裁判官は国王によっ て， またはその名において一生の問任命される 。

　　　裁判官は，法律が予見し，規定した諸理由による判決により ，その官職を奪われることができ ，一

　　時的に免職されるかまたは不本意な他の場所に移されることができ ，法律において指示した理由から

　　および形態のもとでのみ恩給を与えて免職されることができる 。

　　　この規定は，裁判所の組織またはその管区の変更により必要となる転任には適用されない 。

　　　第９６条　検事を含む裁判官身分に属さない官僚（Ｓｔａａｔｓｂｅａｍｔｅ）の特別の法律諸関係は，執行機関

　　の選択において統治を不適当に制限することなしに，官職と所得の恋意的な剥奪に対して官僚に身分

　　に昭応した保護を与える法律によっ て規制されなけれはならない（Ｄｏｋｍｅｎｔｅ　ｚｕｒ　ｄｅｕｔｓｃｈｅｎ　Ｖｅｒ

　　ｆａｓｓｕｎｇｓｇｅｓｃｈｌｃｈｔｅ，Ｈｅｒａｕｓｇｅｇｅｂｅｎ　ｖｏｎ　Ｐｒｏｆ　Ｄｒ　Ｅｍｓｔ　Ｒｕｄｏ１ｆ　Ｈｕｂｅｒ，Ｂａｎｄ１，Ｄｅｕｔｓｃｈｅ　Ｖｅｒｆａｓ

　　 ｓｍｇｓｄｏｋｍｅｎｔｅ１８０３～１８５０，Ｄｒ１ｔｔｅｎｅｕｂｅａｒｂｅ１ｔｅｔｅｍｄｖｅｍｅｈれｅ　Ａｕｎａｇｅ，Ｓｔｕ廿ｇａれ１９７８，４８４，４９１

　　～４９２）。

１２）条文は以下の通りである 。

　　　第１０５条　法律と命令とは，それが法律により規定された形式において予じめ周知のこととされて

　　いる時にのみ，拘束力をもつ 。

　　　議会が召集されていない時に，緊急のばあいには，全中央省庁の責任のもとで，命令が法の効力を

　　もっ て発布され得るが，しかし，それは議会に，次の会期において直ちに議会の認可を得るために提

　　出されなければならない（Ｅｂｄ ．，

４９３）。

　１３）　Ｇ　Ｇｒｍｔｈａ１，Ｐａｒ１ａｍｅｎｔａｒ１ｓｍｕｓ　ｍ　ＰｒｅｕＢ
ｅｎ，３４７ｄ－ｅｒｓ ，Ｇｒｍ（１１ａｇｅｎ　ｋｏｎｓｔ１ｔｕｔ１ｏｎｅ１１ｅｎ　Ｒｅｇ１ｍｅｎｔｓ　ｍ

　　ＰｒｅｕＢｅｎ１８４８－１８６７，Ｚｕｍ　Ｖｅｒｈａ１ｔｍｓ　ｖｏｎ　Ｒ
ｅｇ１ｅｒｍｇ，Ｂｕｒｏｋｒａｔ１ｅ　ｕｎｄ　Ｐａｒ１ａｍｅｎｔ　ｚｗ１ｓｃｈｅｎ　Ｒｅｖｏｌｕｔ１ｏｎ

　　 ｕｎｄ　Ｒｅ１ｃｈｓｇｍｎｄｕｎｇ
，ｍ，Ｇｅｒ

ｈａｒｔ　Ａ　Ｒ１ｔｔｅｒ（Ｈｒｓｇ），Ｒｅｇ１ｅｒｍｇ，Ｂｕｒｏｋｒａｔｌｅ　ｍｄ　Ｐａｒ１ａｍｅｎｔ　ｍ　ＰｒｅｕＢ
ｅｎ

　　 ｕｎｄ　Ｄｅｕｔｓｃｈ１ａｎｄ　ｖｏｎ１８４８ｂｌｓ　ｚｕｒ　Ｇｅｇｅｎｗａｒｔ，Ｄｕｓｓｅｌｄｏｒｆ１９８３，５０～５１

１４）　Ｇ　Ｇｒｕｎｔｈａ１，Ｐａｒ１ａｍｅｎｔａｒ１ｓｍｕｓ　ｍ　ＰｒｅｕＢ
ｅｎ，３４７～３４８Ｔ　Ｎ１ｐｐｅｒｄｅｙ，ａ　ａ　Ｏ ，６８２

　以上のように，新懲戒令により ，官僚はもはや中立を欲せず，統治航路に対する支援と積極的

尽力を要求され，自由主義的で保守的な県知事と郡長は交代させられ，裁判官もまた配置転換さ

れたのであ った。こうして厳格に組織され，政治的に規律のある官僚層が形成された。この官僚

層の形成を則提に，またこの官僚層を手段として利用することによっ て， 議会に代表される社会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１）
を国家の意志形成過程へと転化し，立憲主義を統治機関でもっ て操舵しようとしたのである 。つ

ぎにプロイセン議会制度における官僚の役割〔政治構造〕について述べるに先立 って，「反動の時

代」におけるプロイセン憲法の制定過程と議会の推移の概要を辿っておこう 。

　１８４８年１０月３０日～１１月１日におけるウィーンの反革命の勝利の直後の１１月２日にブランデンブルクーマ

ントイフェ ル内閣が成立〔「反動の時代」の開幕〕→１１月９日に内閣による議会のベルリンからブランデ

ンフルクヘの「緊急避難（ｒｅｔｔｅｎｄｅ　Ｔａｔ）」の後，１２月５日に議会を解散し，新創設議会において修正す

るとの留保条件を附して欽定憲法を公布→１２月６日選挙法〔議会は２院制，上院議員は３０歳以上の５ ，０００

ターラーの価値の土地所有者または５００ターラーの年収または８ターラーの直接国税納税者により選出さ

れた４０歳以上の男性，下院議員は普通，平等，問接選挙で国民より選出〕で召集された下院〔解散された

国民議会とほぼ同数の左派が選出〕がフランクフルト帝国憲法の承認とベルリンの戒厳状態解除を政府に

迫ろうとしたため，１９４９年４月２７目に解散〔所請「３か月議会（Ｄｒｅｍｏｎａｔｓｋａｍｍｅｒ）」〕→５月３０目勅令

で， １８４５年のライン市町村条例で導入されていた三級選挙法を導入〔新たなクー デター〕→７月１０日と１１

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５０４）
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目に ，欽定憲法第１０５条に基つく懲戒令発布＝＞７月１７日と２７日の選挙〔民王王義者の選挙ホイコソ トと保

守派の多数選出〕＝＞両院で憲法修正〔市民軍と無条件の出版の自由削除，下院のための新選挙法を採用 ，

１８４８年３月２２日に約束され，同年１２月５日の勅書に基づいて「修正の後直ちに」行なわれるはずであ った

軍隊の憲法宣誓を否定，立憲的方向での改善としては緊急命令権の制限＝全体としてベルギー憲法の模範

に依存，個人の諸権利を認めつつ，しかし，国家の統治権は神の恩寵による（ｖｏｎ　Ｇｏ廿ｅｓ　Ｇｎａｄｅｎ）王権

に由来，立法権は国王と両院に平等に帰属，但し，両院は才出承認の権利をもち ，国家予算は法律により

確定，上院の構成を変更し，南ドイッの諸憲法に類似した，王室の親王，シュタンデスヘル，大土地所有

の家門の家長 ＝世襲議員と少数の国王の任命する一代限りの議員から構成 ＝財産団体
（Ｂ ｅｓｉｔｚ ｋ６ｒｐｅｒｓｃｈａｆｔ）から貴族団体（Ａｄｅ１ｓｋ６ｒ

ｐｅｒｓｃ
ｈａｆｔ） ，貴族院（Ｈｅｒｒｅｎｈａｕｓ）への移行 ＝！８５３年５月

７日の法律に基づき ，１８５４年１０月１２日の勅令により構成が決定〕→１８５０年１月３１日に修正憲法発布＝＞１８５１

年に州等族（Ｐ．ｏｖｍｚ１ａ１ｓｔａｎｄｅ）と身分制郡議会（ｄ１ｅｓｔａｎｄ１ｓｃ
ｈｅ Ｋｒｅ１ｓｔａｇｅ）の再建計画を契機に，ＭＡ

ｖ． べ一トマンーホルヴ ェーク（Ｍｏｒｉｔｚ　Ａｕｇｕｓｔ　ｖｏｎ　Ｂｅｔｈｍａｍ－Ｈｏ１１ｗｅｇ）を中心に外交官と官僚の保守的

一自由王義的クループが，国王の側近に位置する「右の」内閣ケルラ ソハ（ｅ１ｎ
，，
ｒｅｃ

ｈｔｅｓ“ Ｍｎ１ｓｔｅｒ１ｕｍ

Ｇｅｒ１ａｃｈ）に対抗して皇太子の側近に位置して「左の」内閣である ，機関誌の名から「週刊誌党

（Ｗｏｃｈｅｎｂ１ａｔｔｐａｒｔｅ１ ）」と名つけられたクループを形成／反動内部の分裂，マントイフェル内閣は両者の

中間に位置して操舵〕今１８５２年１０月～１１月の選挙→１８５５年秋の選挙〔悪評の高い「郡長議会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２）
（Ｌａｎｄｒａｔｓｋａｍｍｅｒ）」〕＝＞１８５８年の選挙〔「新時代」の開始（Ｂｅｇｍｎ　ｄｅｒ

，，

Ｎｅｕｅｎ　Ａｒａ
“）〕。

　「反動の時代」におけるプロイセンの憲法制定過程と議会の推移とは以上の如くであ ったが ，

この時期における官僚の議会への道を平坦にしたのは修正憲法第７８条であ った。そこでは官僚が
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３ｊ
議員となるのに賜暇（Ｕ

．１。。ｂ）を必要としないと規定されたのである 。そして，官僚と議員とは

修正憲法第１０８条により ，国王に忠誠と服従の宣誓をすると同時に，憲法の誠実な遵守を誓約す

ることとされた。すなわち ，第１０８条「両院の議員とすべての国家官僚は国王に忠誠と服従の宣

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４フ
誓をなし，憲法の誠実な遵守を誓約する 。軍隊の憲法への宣誓は行なわれない」。

　ここで３点に注目しておきたい。第一に，既述のように一般国法第２部第１０章第二条と第三条

において，文武官は，君主への忠誠と服従の義務および国家に対する誓約と義務，に基づいて勤

務する ，とされたのに対し，ここでは，議員と官僚の国王と憲法への宣誓，とされた点である 。

これは君主への忠誠と服従を共通の基盤としつつも ，官僚的絶対主義から外見的立憲主義への移

行を表現しているといえよう 。第二に，後述との関連では，軍隊が憲法への宣誓を行なわないと

された点であり ，この点で官僚と異なる点である 。最後に，ここでの論述との関連では，議員と

官僚の国王と憲法に対する二重の義務が，官僚の良心の葛藤（Ｇ．ｗ１。。。ｎ．
ｋｏｎＨ１ｋｔ）の発端となっ

た占である 。官僚は専ら任用者としての国王に忠誠と服従の義務を負うのみでなく ，同時に，憲

法の「誠実な遵守」をも義務づけられたからである 。すなわち ，官僚（Ｓｔ。。ｔ．ｄｉ．ｎ。。）としては
，

懲戒令のもとで統治航路に積極的に尽力しつつ職責に従うことを求められ，議員としては，自由

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５）
な確信に基つき ，命令と指令（Ａｕｆｔ。。ｇ．ｕｎｄ　Ｉｎ．ｔ．ｕｋｔ１．ｎ）の拘束なしに ，修正憲法第８４条の規定に

従い，「意見」を公表し，投票することを求められたからである 。このことから ，懲戒令にもか

かわらず多くの官僚の職務違反が生じた時，官僚層の買収（。ｉｎ Ｋ．ｍｍｐｉ．ｍｇｄ。。

Ｂ。。ｍｔ．ｎ．ｔ．ｎｄ。。）の危険が伏在することになっ た。 事実，５０年代に進行した「時代の浅薄な物質

主義」と５８年以来強まっ た多くの官僚の貨幣の窮迫により ，「新時代」を経た６０年代にこれが顕

在化し，６３年４月２０日のビスマルクの訓令（ｄ・・ Ｒ・・ｋ・ｉｐｔ　Ｂｉ・ｍ…ｋ ・， ２０４．１８６３）により各州の州長

（５０５）
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官に求めた官僚の政治的行状（ｄ１．ｐ．１．ｕ。。ｈ． Ｈ．１ｔｍｇ　ｄ
。。 Ｂ。。ｍｔ．ｎ）についての調査報告においても

　　　　　　　　　　　　６）
明らかにされたのであ った 。

　ところで，立憲国家のもとで君主国，官僚国家を維持するためには，懲戒令とともに三級選挙

法が重要な役割りを果した。１９４９年５月３０日の勅令で導入された三級選挙法は１８４５年のライン市
　　　　　　　　　　　　７）
町村条例を模範としていた。したがって，時代遅れの保守的な選挙法ではなか った。すなわち ，

選挙人を土地所有に基づく身分制的観点に従 って区割りするのではなく ，租税給付
（Ｓｔｅｕｅ．１．１．ｔｕｎｇ）に基づくフルジ ョア的原理に従っていた。但し，それは財産評価に基づく選挙権
（Ｚ

ｅｎ・ｕ・ｗ・
ｈ１・。。ｈｔ）であ って，普通選挙権の原理（Ｐ．ｍ．１ｐ　ｄｅ。。１１ｇｅｍｅｍｅｎ　Ｗａｈ１．ｅｃｈｔ。）に従 っては

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８ジ
いたが，不平等選挙権であり ，新たな非市民的特権秩序を創出するものであ った 。

　下院議員選挙についての条例の要点はつぎの如くである。¢地方長官に種々の県に属するい

くつかの選挙区を一つに纏める権限が賦与，　第１次選挙人は２４歳に達し，市民権を失 ったこ

とのない自立的なプロイセン人で６か月以上市町村に居住している者，　２５０人ごとに１人の第

２次選挙人を選出，＠第１次選挙人は各選挙区における直接国税〔階級税，地租，営業税〕の総額

を基準に三等級に区分，　第１等級に属する第１次選挙人は納税総額の３分の１に達するまで

の最高の租税負担者からなり ，第２等級は最高に次く租税負担者からなり ，最後の納税総額の３

分の１を負担する第３等級は最も低い租税負担者からなり ，各等級が第２次選挙人の各３分の１

を選出　＠被選挙権は３０歳以上に達し，１年以上プロイセン国籍を有し，市民権を失 ったこと

のない者，¢１８４９年５月３１日の「施行細則」により投票は秘密ではなく ，公開で実施。以上で
　９）
ある 。

　不平等選挙の結呆，１８４９年７月１７日ないし２７日の選挙においては，第１等級の第１次選挙人は
４． ７％，第２は１２ ．６％，第３は８２ ．７％となり ，各々が３分の１の第２次選挙人を選出した。投票

者数は，民主派の棄権の呼びかけもあり ，第１等級が３５ ．４％，第２が４４ ．７％，第３が２８ ．６％であ
　１０）

った。不平等選挙権が導入された理由は，既述のように１８４８年４月８日の普通，平等，間接，秘

密の選挙法により選出されたプロイセン国民議会が「下層民議会」の様相を呈し，１２月６日の選

挙法により同じ方法で選出された下院が，保守主義者の表現に従うと「殆んと共和主義的」構成

となり ，ドイソ帝国憲法の承認とベルリンの戒厳状態の解除を政府に迫 ったのに対し，財産評価
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１１）に基づく選挙の実施された上院が右翼自由王義的一保守的妥協を結果したことに基づいていた 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１２）１８４９年７月のプロイセン下院の選挙結果を議員の社会的出自を中心に示したのが第３１表であり
，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１３）
１８４８年５月の選挙結果と比較したのが第３２表である

。

　以上よりの注目点は，まず，議員のほぼ半数が官僚インテリゲンチャ 出身であり ，第３２表の

１８４８年５月選挙との比較をさらに敷桁して述べると〔本稿ＧＯの第２８表と比較〕 ，そのうち東部諸州

においては土着貴族であ った郡長が７名から４７名へと約７倍増大したのに対し，裁判官が６８名か

ら３９名へと半減し，小ブルジ ョア出身の下級官僚が４４名から１３名へと３分の１にまで減少したこ

とである 。加えて，大土地所有者が２７名から７８名へと３倍増大し，小ブルジ ョアが８５名から２６名

へと３分の１に減少したことである。この結果，プロイセン下院の性格が反政府的「下層民議
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１４）
会」から政府に忠実な議会へと変化したことが明瞭であろう 。

　こうした結果が生じたのは，既述のように民主派の呼びかけに応じて投票を棄権した圧倒的部

分が第３等級の有権者であり ，当時の言葉では「民主的な思想を抱く部分」であ ったことに起因

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５０６）
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第３１表　プロイセン下院（１９４９年）議員の社会的出自

　　　（１８４９年５月３０日に条例により召集）

プ ブ ポ シ ポ ザ ヴ ラ 総
ラ 工

口 ン ン
ク

ス
レ １

ト イ

イ
デ
ン

メ フ

ジ ゼ セ
ア

ブ
ン

セ ル ］

ル レ

ン ク ン ヤ ン ン ン 州 計

Ａ大土地所有者
１貴　　　族 ４ ３ ６ １０ ７ ２ １ ２ ３５

２ブルジ ョア
１１ ４ ２ ７ ５ ４ ６ ４ ４３

１５ ７ ８ １７ １２ ６ ７ ６ ７８

Ｂ大ブルジ ョァ

１商　　　人 ２
一

１ １
一 ■

２ ３ ９

２工　場　主 ’ 一
１ ２ １ １ ２ ２ ９

２
一

２ ３ １ １ ４ ５ １８

Ｃインテリゲンチャ
Ｉ官職にあるもの

１高級官吏 ３ １１ ３ ４ ３ ５ ５ １５ ４９

２郡　　　長
１１ ４ ３ ８ ４ ７ １ ９ ４７

３市町村吏員 一
３ １ １

一
４ ３ ２ １４

４裁　判　官 ９ ５ １ ５ ３ ３ ７ ６ ３９

５大学教師 一
３ １ １

■
２

’ 一
７

６上級学校教師 １
一 ■ ’

１
．

１ １ ４

８／９僧侶 ・牧師 ３ １
’

４ ２ １ １ ３ １５

２７ ２７ ９ ２３ １３ ２２ １８ ３６ １７５

皿自由職業者
２弁護士

３ ５ ５ ３ ２ ２ ２ ２ ２４

３哲学博士 一 ■ 一 ’ ■ 一
１ １ ２

４出版業者 ’ ■
１

’ ■ ■ 一 ■
１

７博　　　士 一 一 ’
１

一
１

■
３ ５

８医　　師 １
一 一 ’ ■ 一 一 ’

１

４ ５ ６ ４ ２ ３ ３ ６ ３３

Ｄ小ブルジ ョア

Ｉ官職にあるもの

１国家官吏 一 ‘
１ １

一
１

ｉ
１ ４

２市町村官吏 ２ １
’

１
■ ’ ■ 一

４

３裁判所下級職員 １
一 一

２
一

１
一

１ ５

３ １ １ ４
■

２
一

２ １３

ｎ自由職業者
１農　　民 ２

一
２ ９

■
２ １ ２ １８

２商　　人 １ １ １ １
一 ・ ｉ ■

４

３手工業者
１

’ ■
２ １

’ ■ 一
４

４ １ ３ ユ２ １ ２ １ ２ ２６

Ｅ農業労働者 １
‘ 一

１
ｉ 一 一 ・

２

Ｆ軍　　　　人 １ ３ １ １
■

１ ２
■

９

Ｇ無　　　　職 一
１

一 ’ ■ 一
１

一
２

５７ ４５ ３０ ６５ ２９ ３７ ３６ ５７ ３５６

２３５

（５０７）
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第３２表　１８４８年５月のプロイセン国民議会選挙と１８４９

　　年７月のプロイセン下院選挙の結果の比較

１８４８年 １８４９年

大土地所有者 ７． Ｏ％ ２２ ．８％

大ブルジ ョア ２． ５ ５． Ｏ

官僚のインテリゲンチャ ４９ ．６ ４９ ．７

自由職業のインテリゲンチャ ６． ５ ８． ７

小市民出身の官僚 １１ ．１ ３． ４

小市民出身の自由職業者 ２ユ ．２ ７． ３

労働者 ０． ５
’

農業プロレタリアート ■
０． ７

軍　人 一
２． Ｏ

無職
１． ６ ０． ７

合計
１００ ．０ １００ ．Ｏ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１５）し， 事実，民主派議員はボイテン出身のカトリッ ク僧侶１名が選出されたに留まっ たのである 。

しかし，その後の，１８５２年と５５年におけるプロイセンの下院議員選挙を考察するさい，この１８４９

年７月１７日ないし２７日の選挙の直前に発布された，７月１０日と１１日の上述の懲戒令が，重大な影

響を及ぼすことになるのである 。

　官僚は議員として政治的に重要な役割りを果したのみでなく ，また選挙人としても ，さらにと

りわけ選挙の実施にさいして，国家機関として，すなわち選挙人に対する組織者，宣伝者として

機能することにおいても ，最後に屡々選挙委員と議員侯補者を同一人で兼ねたことによっ ても政
　　　　　　　　　　　　１６）
治的に重要な役割りを果した 。

　まず，選挙民としての役割りについてみると ，１８４９～１８５２年のプロイセン国家において，国家

により操舵可能な官僚の数は，反対派により官庁資料に基づいて作成された統計に従うと ，つき

の通りであ った。一般的プロイセン行政（ｄ１。。１１ｇ．ｍ．ｍｅ Ｌ．ｎｄ。。ｖ。。ｗ．１ｔｍｇ）において２８ ，６７６官僚

が， 司法（ｄ１．Ｊｕ．ｔ１。）において２２ ，９６９名がいる 。これに加え，宗教，教育，衛生の各業務を担当

する中央省庁に管轄される医師，聖職者，教職者が４６ ，３０２人おり ，以上３グループに加え，さら

に３８ ，５８８の町村（Ｌ．ｎｄｇ．ｍ．ｍｄ。）における町村長と参審員およぴ公職者（ｄ １． Ｓ．ｈｕ１。。ｎ　ｍｄ　Ｓ．ｈ．ｆ

ｆ．ｎｂ．ｗ　Ａｍｔｍ．ｍ。。）と ，９８２の都市（Ｓｔ．ｄｔｇ．ｍ．ｍｄ。）における市長，市参事会員と助役（ｄ、。

Ｇ・ｍ・ｍｄ・・…ｔ・
ｈ・・，Ｓｔ・ｄｔ・・ｔ・ｍｄ　Ｂ・１ｇ…ｄｎ・ｔ・ｎ）およぴ地区警察官僚としての区長（ｄ１・

Ｂ・・１・ｋ・…

・ｔ・ｈ…　１・ Ｌ・ｋ・ｌｐｏ１ｌ・・１ｂ・・ｍｔ・）がおり ，これに加え ，農村の１２ ，ＯＯＯ～１４ ，ＯＯＯの警察公権をもつ騎士

領の所有者（ｄ。。
Ｂ。。１ｔ。。。 ｄ。。１２，０００～１４，０００Ｒ１ｔｔ。。ｇｕｔ。。 ｄ。。 Ｌ．ｎｄ。。。１． Ｐ．１１。。１０ｂ．１ｇｋ．１ｔ．ｎ）が存在する

。

以上から ，広義において直接または問接に官僚として把握し得る総数は，ほぼ２３万人に達する 。

この結果，自由人として投票し得ない，「原則（ｄ。。 Ｐ．ｍ．１ｐ）」に従わなけれはならない官職に就

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１７）
いている第１次選挙人は，１０人に１人に達したのであ った 。

　つぎに，選挙にさいしての選挙民に対する組織者および宣伝者としての役割りについてみると ，

三級選挙法の特別の諸条件，とくに選挙手続きの公開と口頭（ｄ１．
Ｏｆｆ．ｎｔ１。。ｈと。。ｔｍｄＭｍｄ１。。ｈｋ。。ｔ

ｄ。。 Ｗ．ｈ１。。。ｆ．ｈ。。ｎ）のもとで ，新懲戒令は，政治利害に副 って実行可能な党派性の方向へ政治的

局面を導くために，官僚を利用することを完壁にした。そのさい，行政官僚，とりわけ郡長が保

守的一統治的選挙の組織者となっ た。 このことは１８５２年と１８５５年の選挙においてそうであ ったの

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５０８）
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みでなく ，周知のように異 った結果を招来したにせよ ，１８６２年と１８６３年の選挙にも妥当したので
　１８）

ある 。

　郡長は官僚として国民軍の召集部隊（ｄ・・１・ｔ・ｔ・ Ａｕｆｇ・ｂｏｔ・ｎ　Ｂ・・ｍｔ・ｎ）を形成した 。郡長は，一

面では１８５２年７月２１日の懲戒法（ｄａｓ　Ｄ１・ｚ１ｐ１ｍａ・ｇｅ・ｅｔ・ｖｏｍ２１Ｊｕ１１ １８５２）の政治的官僚の特別規定

（Ｓ．ｎｄ。。。。ｇ．１ｕｎｇ）の適用領域のもとに置かれ，他面では相対的に選挙に対して最良の展望をなし

得る地位にあり ，加えて少なくとも統治の一部を形成する政治的目標の設定に副 って行動し得た
　　　　１９）
からである 。この点を，悪評高い「郡長議会（Ｌａｎｄ．ａｔ．ｋａｍｍｅ。）」を生み出した１８５５年の選挙に

ついてみておこう 。

　この選挙では，選挙にさいしての官僚の特別の役割りをめぐっ て， 力を増大しつつあ った「週

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０）
刊誌党」と国王や保守派との意見が対立するなかで，１８５５年９月７日の内務省の回状（Ｚ１．

ｋｕ１。。

ｄｅ． Ｍｉｎ．ｄ．ｌｍ．ｖ
．７．９．１８５５）において郡長は次の全選挙事務（ｄ。。ｇｅ．ａｍｔ． Ｗ．ｈ１ｇ。。。ｈａｆｔ）の主要責

任を担うことが強要された。すなわち ，郡長は，¢鑑定による見解に基づいて選挙区の区割り

に決定的に関与し，　出版物を監視し，目前に迫 った選挙を展望して月々の報告を詳細に作成

し， 　あらゆる機会を捉えて，その都度かれらの郡新聞（Ｋ。。ｉ．ｂ１。廿）により ，「困難なヨーロッ

パの諸関係のもとで」租国が中央政府の恩恵を蒙 っていることを明らかにするように配慮し，¢

郡内を旅行して，保守的人問を結集し，候補者リストを作成し，議員候補者としての「真面目な

志向をもつ」志願者と話し合いをしなければならず，（蔓）郡のすべての有力者の権威を利用して ，

保守的選挙人が選出されるように配慮し，その関心を予じめ信頼できると決めた候補者に向けさ

せ， 　保守的侯補者が指名されるように配慮するか，または保守票の分散を防止しなければな

らず，¢最後に，期待に反した選挙結果となっ たはあいには詳細な仕末書（Ｒ。。
ｈ．ｎ。。ｈａｆｔ）を提

出しなければならない。以上である 。なお，この内務省の回状は，多くのばあい，県知事の指令

（Ａｎｗ．１．ｕｎｇ　ｄ。。 Ｒ．ｇ１。。ｕｎｇ．ｐ。。。１ｄ．ｎｔ．ｎ）により追加的に強化され，郡長は屡々期待以上の行動をし
　　　　　２１）
たのであ った 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２２）
　最後に，１８５２年と５５年の選挙結果を ，郡長の議会進出を中心に一瞥しておこう 。まず，１８５２年

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２３）
１１月３日の下院選挙の結果を ，政治的視点に基づいて表示したのが第３４表である 。ここでの特徴

は， １１月８日のケルン新聞と１１月７日の新プロイセン／＋字〕新聞の言葉を借りると ，一面では

第３４表　政治的視点に基づく１８５２年のプロイセン下院選挙の結果

州 保守派
カリトッ

ク保守派

カトリッ
ク反対派

反対派 不確定者 合計

プロイセン ４０ ４
一

１０

一 ’
５４

ブランデンブルク

ベルリン〕

３９〔５〕

一’ ’．
　６〔１〕

’一 ■’

４５

ポメルン ２４

一 ’
１

． ■
２５

シュレージェン ４９

一
２ １０

■
５ ６６

ポー ゼン １６

■ ■ ・
１４

’
３０

ザクセン ２８

一 ■
６

一
４ ３８

ヴエストファーレン ７ ４ ４ １６

． 一
３１

ライン十ジグマリンゲン １２＋２ １１ ９ ２９

■ 一
６３

邦 ２１７ １９ １１ ７８ １４ ９ ３５２

（５０９）
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第３５表　政治的視点に基づく１８５５年のプロイセン下院選挙の結果

州 全議員数 決定的与党 反対派 カトリッ ク 不確定者

プロイセン ５４ ３５ ６ ３
■

１０ ほぼ７

ポー ゼン ３０ ２３

ｉ ■
６ １ 〃　８

シュレージェン ６６ ４１ ６ １１

一
８ 〃１２

ブランデンブルク ４５ ３０ １１

■ 一
４ 〃　２

ポメルン ２５ ２１ ２
■ ■

２ 〃　４

ザクセン ３８ ３３ ２ １
一

２ 〃　４

ヴェストファーレン ３１ ８ ７ １３

一
３ 〃　８

ライン十ジグマリンゲン ６３ １４ ７ ２６

一
１６ 〃　８

合計
３５２ ２０５ ４１ ５４ ６ ４６ 〃５３

第３６表　１８５２年選挙と比較した１８５５年選挙結果におけるプロイセン

　　　下院議員の職業別構成

眺由絵鵠伽伽
１Ｉ

．Ｋａｍｍｅｒ
したがっていまや

職　　業 １８５４／５５

増大 減少
１．

大臣 ７ ７
一 ‘

２．

郡長
７２ ４８ ２４

一
３． その他の行政官僚 ３０ ２９ １

■
４．

将校 ４ ３ １
■

５．

検事
１２ ６ ６

■
６． 司法官僚 ４４ ４２ ２

‘
７． 弁護士 ５ ４ １

■
８． 市町村と団体官僚 １６ ２３

一
７

９． 教会官僚と僧侶 ２２ １６ ６
一

１０．教授，教師，医師 ３ １０

■
７

１１ ．退役将校 １５ １３ ２
一

１２．退職文官 １８ ２２

一
４

１３．農場所有者 ７９ １０４

一
２５

１４．商人と工場主 １６ １９

一
３

１５．金利生活者 ６ ５ １
ｉ

合　　計 ３４９ ３５１ ４４ ４６

「左右の議会内党派（ｄ１ｅ
，，
・ｅｃｈｔｅ　ｍｄ１ｍｋｅＦ・ａｋｔ１ｏｎｅｎ“）」による「中央派の敗北（Ｖｅ・１ｕｓｔｄｅ・

Ｍｉｔｔｅ）」

であり ，他面では「国土の東西二大部分の問での危険な度合にまで達した対立（。ｍ。。ｍ ，，

ｂ．ｄ．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２４）
ｎｋ１・・ｈｅｎ　Ｍ・Ｂ・ｇ・・ｔ・・ｇｅ・ｔｅｎ　Ｇ・ｇ・ｎ・・ｔ・・ｗ… ｈ・ｎ　ｄ・ｎ　ｂ

・・ｄ・ｎ　ｇ・ｏＢ・ｎ　Ｌ・ｎｄ
・・

ｈ・１ｆｔ・ｎ“）」であ った 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２５）
　下院の社会構成は，１８５２年１１月１０日に選出された上院と大局的に類似していた。これを第３３表

に示した１９４９／５０年の構成と比較すると ，この表の議員等の数値と多少の相違があるが，¢大土

地所有の代表が増大して８９名となり ，議員数全体の４分の１に達し，　商人と営業者出身が
７． ４％から６ ．３％へ下降し，　郡長が４８名から５６名〔うち７名は退職または休職を命じられた者〕へ

，

１３ ．７％から１６％へと増加し，第二の大グループとなり ，＠市町村官僚および団体官僚（Ｇ ・・

ｍｅｍｄｅｂｅ．ｍｔ． ｂ．ｗ　Ｋｏ．ｐｏ。。ｔ１ｏｎ．ｂ。。ｍｔ。）は４８名から３１名に減少し，　国務大臣１０名〔６名現役，４

名は前大臣〕 ，退職者７名を含む国家官僚４７名，司法官僚４４名が選出された。これに郡長と１２名の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５１０）
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将校を加えると ，軍人を含む直接，間接の官僚議員は１３０名から１６７名へと ，３７％から４８％へと増

　　　　　　２６）
大したのである 。この傾向，とりわけ郡長の進出は１８５５年の選挙においてヨリ顕著となっ た。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２７）
　政治的視占からみた１８５５年選挙の結果は第３５表の如くである 。この表から ，既述の郡長の活動

の結果，政府にとり事実上の「安定」多数（。ｉｎ．ｔ．ｔ．ａ．ｈ１ｉ． ｈ，， 。ｉ．ｈ。。。“血。。。。ｈ１）が達成されたこと

が明瞭である 。これは，１８４９年以来増大しつづけたプロイセン議会の官僚王義化（Ｂｕ…ｕｋ・・ｔ・

…ｍｇ　ｄ・・ｐ・・ｕＢ…ｈ・ｎ　Ｐ・・１・ｍ・ｎｔ・）の過程が絶対的な新しい頂占に達した結果であり ，この占は ，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２８）
議員の職業別構成を１８５２年の選挙結果と比較した第３６表から明らかである 。

　この表から注目される点は，¢「現役国家官僚（ｄｉ。
，，

。ｋｔｉｖ． Ｓｔ。。ｔ．ｄｉ．ｎ。。
‘‘

）」の数は１８８名から

２１５名へ，３３％から６１％へと上昇し，　直接的，「政治的」官僚は１２５名に達し，２６％から３５％へ

と増大し，　郡長は東部６州より５９名，西部２州より１４名，計７３名が選出され／第３６表の数字と

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２９）
相違〕 ，プロイセンにおける３２９名の郡長のうち，ほぼ４分の１が下院議員となっ た点である 。

　以上のように，「三月革命」挫折の結果として，「反動の時代」に，後述するように立憲化の進

行が必然化するなかで，懲戒令と三級選挙法を積秤として，プロイセン官僚を保守派へ取り込み ，

これを議会へ送り込むことにより ，官僚制度と議会制度を反動の陣営の影響のもとに置いたので

あっ た。 つぎに，「新時代」を経て北ドイツ連邦から新ドイツ帝国形成，さらにワイマール期に

至るまでのプロイセン官僚制度について，簡潔な考察を加えた後，プロイセン国民議会における

軍隊をめぐる討議へとすすむことにしよう 。

１）　Ｔ．Ｎｉｐｐｅｒｄｅｙ
，ａ．ａ．Ｏ

．，

６８２

２）以上については，差当りＦ．Ｈａｒｔｍｇ，ａ．ａ．Ｏ
．，

２５６～２５８，２６０，訳，３５８～３６０，３６３ぺ 一ジ，ゲルハル

　ト　シルファート『トイノ三月革命の研究　民王的選挙権闘争の勝利と敗北一』２０３～２０４ぺ 一シ ，

　３４７ぺ 一ジ以下および３８３ぺ 一ジ以下，望田幸男『近代ドイッの政治構造一プロイセン憲法紛争史研究

　一』ミネルヴ ァ書房，１９７２年，７５～８０，８３～８４ぺ 一ジ ，Ｔ　Ｎｉｐｐｅｒｄｅｙ
，ａ．ａ．Ｏ

．，

６８ｑ６８３，を参照せよ 。

３）Ｇ　Ｇｍｎｔｈａ１，Ｇｒしｍｄ１ａｇｅｎ　ｋｏｎｓｔ１ｔｕｔ１ｏｎｅ１１ｅｎ　Ｒｅｇ１ｍｅｎｔｓ　ｍ　ＰｒｅｕＢ
ｅｎ，５１なお ，修正憲法第７８条は以

　下の通りである 。

　　「各議会はその議員の資格確定を検査し，これを決定する。各議会は議院規則によりその議院の活

　動（Ｇｅｓｃｈａｆｔｓｇａｎｇ）とその規律を規則だて，議長，副議長，書記を選出する 。

　　官僚は議会に入るためにいかなる賜暇も必要としない 。

　　議会が有給の国家官僚を受け入れ，国家勤務において，非常に高い地位または非常に高い俸給

　（ｅｍｈｏｈｅｒｅｒ　Ｒａｎｇ　ｏｄｅｒ　ｅｍｈｏｈｅｒｅｓ　Ｇｅｈａ１ｔ）が伴う官職を勤める時には，議員は議会における議席

　と発言権を失い，議会におけるかれの地位を新しい選挙によっ てのみ再び獲得し得る 。

　　いかなる者も両院の議員ではあり得ない」（Ｄｏｋｕｍｅｎｔｅ　ｚ甘ｄｅｕｔｓｃｈｅｎ　 Ｖｅｒｆａｓｓｕｎｇｓｇｅｓｃｈ１ｃｈｔｅ，Ｂｄ

　１ ，５１０）。

　　なお，１８４９年１１月２７日の第７５会期に，ウァハラー（Ｗａｃｈ１ｅｒ）は正当にも両修正議会（ｂｅ１ｄｅ

　Ｒｅｖ１ｓ１ｏｎｓｋａｍｍｅｒ）が官僚議会（Ｂｅａｍｔｅｎｋａｍｍｅｍ）であると指摘し，その後下院その他で官僚の

　議会への進出を少くとも問接的に困難にする試みがなされたが，実効をもつに至らなか った 。

　　１８４９年１０月２７日の第４３会期における ，官僚議員に対して法の規定する割合に従 って勤務上の代理の

　費用を義務つける提案は，１８５５年３月１０日の第２４会期でＨワーケナー（Ｈ　Ｗａｇｅｎｅｒ）が述べたよう

　に，日当により財政的に保証された議員の快適さと ，恐らく政治的検証のおかげで早められる昇進と

　いう実益，とを結びつけるような官僚による ，議院議席の引き受けの誘惑に課税するのに，事実適し

　ていた。しかし，両院の問で，差し引かれる代理費用の額についての一致が得られなか ったため，試

　みは失敗し，欽定憲法の規定に留まっ た。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５１１）



２４０ 立命館経済学（第４３巻 ・第３号）

　　また，この代理費用と日当についての法律を再び成立させ，官僚が議員になっ たさい，勤務上の賜

　暇認可を必要とするとの試みが，１８５０／５１年と１８５１／５２年の会期においてなされたが，内相の議案
　（ｄｉｅ　Ｖｏｒ１ａｇｅ）は未決に留まり ，それ以上の進行をみなか った。これは官僚層に対して必要な懲戒を

　考える理由は存在しないという最良の情況証拠であ った 。

　　さらに，１８５１年１月１日に，内相 ｖウェストプハーレン（ｖ　Ｗｅｓｔｐｈａ１ｅｎ）が州長官への回状命令

　において，少なくとも勤務期問の問，僅かの例外を除き ，官僚議員に対して一般的効力をもつ原則 ，

　「一・・一つの精神，一つの意志が全行政に吹き込まれなければならない」を打ち出した。実際に，後

　述するように，官僚は政治的に議員として重要であ ったのみでなく ，選挙人として，就中選挙の遂行

　にさいしての国家機関としても機能し，国家により操舵可能な官僚層が，直接，間接に議会に対して

　影響力と浸透力を及ほしつつけたのであ った（Ｖｇ１Ｇ　Ｇｍｎｔｈａ１，Ｐａｒ１ａｍｅｎｔａｒ１ｓｍｕｓ　ｍ　ＰｒｅｕＢ
ｅｎ，３４８

　～３４９）。

４）　Ｄｏｋしｍｅｎｔｅ　ｚｕｒ　ｄｅｕｔｓｃｈｅｎ　Ｖｅｒｆａｓｓｕｎｇｓｇｅｓｃｈ１ｃｈｔｅ，Ｂｄ１，５１３～５１４

５）修正憲法第８４条は以下の如くである 。

　　第８４条　両院の議員は議会における投票に対して決して責任を追及されてはならず，議会において

　述べた意見に対しては議院規則の基礎上で（第７８条）議会内部においてのみ責任を追及され得る 。

　　いかなる議員も ，その行為の実行のさい，または行為の実行の次の日の問に取り押えられた時以外

　において，議会の承認なしで会期の期問中に刑罰で脅かす行為のため取り調べられるか，逮捕され得

　ない 。

　　同様の認可は罪過のための逮捕にさいしても必要である 。

　　議員に対する刑事訴訟手続きと未決拘留または民事上の拘留は，当該議会がそれを欲する時には ，

　会期の問取り消される（Ｄｏｋｕｍｅｎｔｅ　ｚｕｒ　ｄｅｕｔｓｃｈｅｎ　Ｖｅｒｆａｓｓｕｎｇ
ｓｇｅｓｃ

ｈ１ｃｈｔｅ，Ｂｄ１，５１０）。

６）　Ｇ　Ｇｍｎｔｈａ１，Ｐａｒ１ａｍｅｎｔａｒ１ｓｍｕｓ　ｍ　ＰｒｅｕＢ
ｅｎ，２２１，３４６ｄｅｒｓ ，Ｇｍｎｄ１ａｇｅｎ　ｋｏｎｓｔ１ｔｕｔ１ｏｎｅ１１ｅｎ　Ｒ

ｅｇ１ｍ

　ｅｎｔｓ　ｉｎ　ＰｒｅｕＢ
ｅｎ，５１，５２，５３～５４

　　なお，この「良心の葛藤」は，５２年に下院選挙へ再出馬することを求められたアルンスベルク県知

　事Ｅ ｖボーテルシ ュウィンク（Ａｍｓｂｅｒｇｅｒ Ｒｅｇ１ｅｍｎｇｓｐｒａｓ１ｄｅｎｔＥｍｓｔ ，ｖ
Ｂｏｄｅ１ｓｃｈｗｍｇｈ）が９月

　に国王宛に出した断り状において明白に示されている 。すなわち，「高級行政官僚は政府の最も親密

　な機関であり ，…… 政府と協力しなければならない。私の見解が受け取 った命令と一致しない時も ，

　私は官僚として服従し，すすんで従うことを完全に認め，かつ知 っている」。 しかし，議員は行動し

　てはならず，「かれの意見のみを表明しなければならない」。……「この必要性が高級行政官僚に当て

　はまるとすれば，政府の威信を弱めるという矛盾が明白となる 。高級行政官僚が政府の威信から逸脱

　すれば，かれの義務に違反する 。そこでは正しい道に従うことが困難であり ，外に対して独立の外観

　を維持することはなお益々困難である」と（Ｇ　Ｇｒｍｔｈａｌ，Ｐａｒ１ａｍｅｎｔａｒ１ｓｍｕｓ　ｍ　 ＰｒｅｕＢ
ｅｎ

，３５０～３５１）。

７）ケルハルトシルファート ，前掲書，３３４ぺ 一ジ ，Ｈ　Ｂｏｂｅｒａｃ ｈ，
Ｗａｈ１ｒｅｃｈｔｓｆｒａｇｅｎ　ｍ　Ｖ

ｏｍａｒｚ ，

　１０拙著『トイノ産業資本成立史論』１６８，１７３ぺ 一ジ 。Ｍ　Ｂｏｔｚｅｎｈａｒｔ，Ｄｅｕｔｓｃｈｅｒ　Ｐａｒ１ａｍｅｎｔａｒ１ｓｍｕｓ
，

　７４６Ｇ 　Ｇｒｍｔｈａ１，Ｐａｒ１ａｍｅｎｔａｒ１ｓｍｕｓｍＰｒｅｕＢ
ｅｎ，６９，８８なお，１８４５年のライン市町村条例における三

　級選挙法については ，Ｖｇ１．Ｈ．Ｂｏｂ
ｅｒａｃ

ｈ，
ａ． ａ． Ｏ．，１０２～１０３．三成賢次「三月前期プロイセン ・ライン

　州における地方自治制度の形成とその構造」阪大法学，第１２３号，１９８２年８月 ，１０２～１０４ぺ 一ジ，を

　参照せよ 。

８）　Ｔ．Ｎｉｐｐｅｒｄｅｙ
，ａ．ａ．Ｏ

．，

６８０

９）シルファート ，則掲書，３４７～３４９ぺ 一ジ 。なお，直接国税総額を基準とした結果として，まず納税

　総額に基つく等級区分は有産階級（ｄ１ｅ　Ｖｅｍｏｇｅｎ　ｂｅｓ１ｔｚｅｎｄｅ　Ｋ１ａｓｓｅｎ）に有利に作用し，つきに地

　租においては不動産に有利に，最後に営業税においては動産に有利に作用した。これと異なり ，租税

　最高額が比較的低く年１４４ターラに定められていた階級税においては，所謂中問層〔農民的財産と都

　市中問層〕が高い比率を占め，統計では「全小財産（ｇａｎｚ　ｋ１ｅｍｅｒ　Ｂｅｓ１ｔｚ）」と記されていた第三階級

　と「労働者階級」の２５０万人の第１次選挙人がこれに該当し，多数の第２次選挙人を選出する見透し

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５１２）



「三月革命」と官僚および軍隊（川本） ２４１

　　はなか った（Ｇ　Ｇｒｕｎｔｈａ１ ，Ｐａｒ１ａｍｅｎｔａｒ１ｓｍｕｓ　ｍ　ＰｒｅｕＢ
ｅｎ，８８～８９）。

１０）ＴＮ１ｐｐｅｒ
ｄｅｙ

，ａａ Ｏ， ６８０ＭＢｏｔｚｅｎｈａｒｔ，Ｄｅｕｔｓｃｈｅ Ｖｅｒｆａｓｓｕｎｇｓｇｅｓｃｈ１ｃｈｔｅ，６４なお，選挙区を例

　　示しての各等級の有権者比率については，シルファート ，前掲書，３８５～３９０ぺ 一ジ，を参照せよ 。

１１）　Ｔ．Ｎｉｐｐｅｒｄｅｙ
，ａ．ａ－Ｏ

．，

６８０

１２）シルファート ，前掲書，４２７ぺ 一ジ 。

１３）同書，３９２～３９３ぺ 一ジ 。

　　　　　　　　　　　　第３３表　プロイセン国民議会と１８４９年の下院および１８４９／５０年の

　　　　　　　　　　　　　　　下院の議員の社会的出自の比較

高級官僚

郡　長

中級官僚

市長と市町村官僚

行政官僚　総計

裁判官

その他の司法官僚

司法官僚総計

外交官

その他の国家官僚　総計

大学教師

高等学校教師

その他の教師

教職者　総計

プロテスタント僧侶

カトリッ クイ曽イ呂

イ曽　　イ呂　　糸念言十

弁護士と法律顧問

医　師

著述家とジャーナリスト

哲学博士

法学博士

博　士

職業指示のない学位授与者

大商人

商　人

工場主

出版者と書籍商

経済的職業総計

貴族的大土地所有者

市民的大土地所有者

農場経営者

農場所有者と農場経営者

手工業者

その他の職業

指示のない者と不明者

把握された議員総数

総計

総計

プロイセン国民議会 １８４９年の下院　　１８４９／５０年の下院

３２　　　８ ．１０

７　　　１ ．７７

７　　　１ ．７７

２７　　　６ ，８４

３８　　　　１０ ．８６　　　　　　　４９　　　　１３ ．７６

１９　　　　　５ ．４３　　　　　　　４７　　　　１３ ．２０

９２．５７　４１
．１２

２５　　　　　７ ．１４　　　　　　　　１８　　　　　　５ ，０６

７３　　１８ ，４８ ９１　　　　　２６ ，Ｏ０　　　　　　　１１８　　　　　３３ ，１４

６８　　１７ ．２１

１９　　　４ ，８１

６９　　　　１９ ．７１　　　　　　　３９　　　　１０ ．９６

１５　　４ ．２９　　　５　　１
，４０

８７　　２２ ，０２ ８４　２４ ．００　　　４４　１２ ．３６

７　　１ ．９７　　　９　　２
，５２

７　　１ ．９７　　　９　　２
，５２

５　　　１ ．２７

１０　　　２ ．５３

１１　　　２ ，７８

８　　２ ．２９　　　７　　１
．９７

６１．７１　４１
．１２

１１　　　３ ，１４

２６　　　６ ，５８ ２５　　　　　７ ，ユ４　　　　　　　１１　　　　　３ ，０９

２９　　　７ ．３４

２２　　　５ ，５７

５１　　１２ ，９１ ２７　　７ ．７１　　　１５　　４ ，２１

５　　　１ ，２７

８２．２９　２４６
，７４

１２　　　３ ，０４ １０　　　　　２ ．８５　　　　　　　　１　　　　　０ ，２８

１　　　０ ．２９

Ｏ， ２５

０， ２５

２　　　０ ，５６

２　　　０ ．５７

６　　　　　１ ．７１　　　　　　　　５　　　　　１ ，４０

２　　　０ ，５０

８２．２８　７１
，９６

２

２１

８

８

３９

Ｏ， ５０

５， ３２

２， ０３

２， ０３

９， ８８

４

１３

５

２

２４

１， １４

３， ７１

１， ４３

０， ５７

６， ８６

９

４

９

１

２３

２， ５３

１， １２

２， ５３

０， ２８

６， ４６

１２　　　３ ．０４

１５　　　３ ．７９

４６　　１１ ，６５

１６　　４ ．５７　　　３５　　９ ．８３

２３　　６ ．５７　　　４３　　１２ ．０８

１５　　４ ．２９　　　１８　　５ ，０６

７３　　１８ ，４８ ５４　　　　　１５ ．４２　　　　　　　９６　　　　　２６ ，９７

１８　　　４ ，５６ ５　　　　　１ ．４３　　　　　　　　４　　　　　１ ，１２

２　　　０ ，５０ ５　　　　　１ ．４３　　　　　　　　２　　　　　０ ，５６

７　　　１ ，７７ １　　　　０ ．２９　　　　　　２　　　　０ ，５６

３９５　　　　　９９ ，９９ ３５０　　　　　９９ ．９６　　　　　　３５６　　　　　９９ ，９７

（５１３）



２４２　　　　　　　　　　　　　　　立命館経済学（第４３巻 ・第３号）

　１４）同書，３９１～３９２ぺ 一ジ 。

　１５）同書，３８７～３９０，３９３ぺ 一ジ。なお，１８４８年５月選出のプロイセン国民議会および同年１２月と１８４９

　　年７月選出の下院の議員の社会的構成をヨリ詳細に比較した第３３表（Ｍ　Ｂｏｔｚｅｎｈａ吋，Ｄｅｕｔｓｃｈｅｒ　Ｐ
ａｒ

　　１ａｍｅｎｔａｒ１ｓｍｕｓ ５１７）をも参昭せよ
。

１６）Ｇ　Ｇｒｍｔｈａ１，Ｐａｒ１ａｍｅｎｔａｒ１ｓｍｕｓ　ｍ　ＰｒｅｕＢｅｎ３４９ｄｅｒｓ ，Ｇｒｍｄ１ａｇｅｎ　ｋｏｎｓｔ１ｔｕｔ１ｏｎｅｌ１ｅｎ　Ｒｅｇ１ｍｅｎｔｓ　ｍ

　　ＰｒｅｕＢｅｎ５１

１７）　Ｇ　Ｇｍｎｔｈａｌ，Ｐａｒ１ａｍｅｎｔａｒ１ｓｍｕｓ　ｍ　ＰｒｅｕＢ
ｅｎ，３４９

１８）　Ｇ　Ｇｒｕｎｔｈａ１，Ｇｍｎｄ１ａｇｅｎ　ｋｏｎｓｔｌｔｕｔ１ｏｎｅｌｌｅｎ　Ｒｅｇ１ｍｅｎｔｓ　ｍ　ＰｒｅｕＢ
ｅｎ，５１

１９）　Ｇ　Ｇｒｕｎｔｈａ１，Ｐａｒ１ａｍｅｎｔａｒ１ｓｍｕｓ　ｍ　ＰｒｅｕＢ
ｅｎ，３５１

２０）　ＶｇＬ　Ｅｂｄ
．，

４２５～４２８

２１）Ｅｂｄ
．，

４２８～４２９．なお，¢の区割りについては，１８５２年に設定された１５５の選挙区のうち ，７６が郡長

　により変更されたが，そのうち６１で反対派が勝利したため，失敗に帰した。また選挙法規則第３条

　（§３ｄｅｒ　Ｗａｈｌｒｅｃｈｔｓ Ｖｅｒｏｒｄｎｍｇ）における「住民の基準に従 って」選挙区が形成されなけれはなら

　ないとの規定は，ライン州において断固として無視されたことが印象的である ，といわれている

　（Ｅｂｄ
．，

４２９～４３０）。 以上より ，郡長が保守派の議会進出に成功したのは，騎士領所有者の力の強い東

　部諸州の農村地帯を中心にしていたことが窺えよう 。

２２）なお「反動の時代」における下院の４つの選挙〔０１８４９年１月の所謂「３か月議会」の選挙，　

　議会の承認なしで実施された三級選挙法に基づく最初の１８４９年７月選挙，　１８５２年１０／１１月選挙，＠

　１８５５年秋の選挙，なお１８５８年選挙は「新時代」の開始を告知〕についての研究は，ライン州の二三の

　郡を除き ，なお存在していない。プロイセン全土に対して僅かに伝承されたデータは統計局の出版物

　（ｄ１ｅ　Ｖ
ｅｒｏ伍ｅｎ砒ｃｈｍｇｅｎ　ｄｅｓ　Ｓｔａｔ１ｓｔ１ｓｃｈｅｎ　Ｂ岨ｅａｕｓ）に基つくものであり ，それは不完全なうえ詳細

　なものが存在していないからである。それは ，， プロイセン議会制度に対する無関心という事情のも

　とで，個々の選挙のシステムや一般的政治情勢の相違を説明するのに十分とみなし得ないものである

　（Ｖｇｌ．Ｅｂ （１

．，

３１７～３１８）。

２３）　Ｅｂｄ
．，

３４０

２４）　Ｅｂｄ
．，

３４０～３４１

２５）上院の社会構成については，Ｖｇｌ．Ｅｂｄ
．，

３４３一なお，上院が，既述のように，選挙人，被選挙人とも

　に財産基準により制限されていた財産団体から貴族団体，貴族院へ移行するのは１８５４／５５年において

　である（Ｅｂｄ ．，

３１７）。

２６）　Ｅｂｄ
．，

３４３～３４４

２７）　Ｅｂｄ
．，

４４５

２８）　Ｅｂｄ
．，

４４６

２９）　Ｅｂｄ
．，

４４５～４４６

　このように「反動の時代」には，懲戒令と三級選挙法とにより ，立憲国家，法治国家への時代の

流れのなかで，君主国家，官僚国家を維持することに成功したのであ った。しかし，そこではす

でに，それが内包する矛盾と限界とが，懲戒令についても ，三級選挙法についても露呈していた 。

　懲戒令についてみれば，既述のように，官僚が議会に進出するに当り ，官僚としては懲戒令に

服し，議員としては憲法第８４条の規定に従わなけれはならないとのジレンマから ，１８５２年に国王

より議会へ再出馬するよう要請された，アルンスベルク県知事Ｅ．ｖ．ボ ーデルシュ ヴィンクがそ

れを拒否するという事態が生じた。また，官僚議員のなかから公然と反対派に与し，政治的セン

セーシ ョンを惹起した者も生じた。かれらは，懲戒令により強制的待令（。Ｗ．ｎｇ．Ｗ．１。。

Ｄ１．ｐ。。１ｔ１．ｎ。。ｔ．１１ｍｇ）に付された後，正義の殉教者として直ちに反対派が多数を占める選挙区の侯

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５１４）
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補者とされ，反対派により真の官僚の良き伝統の輝かしい例として賞賛された 。

　さらに，特に明白な政治的意味をもっ た投票にさいしては，屡々官僚議員の無断欠席が生じた 。

その多くの場合は，一方で憲法を尊重すると宣誓させられ，他方で明らかな法の歪曲に対する抗

議を忠誠義務の違反として追及すると脅迫されるという ，制度自身が不健全であるとの感覚が ，

外へ現われた以上に拡大していたことへの情況証拠であ った。以上から ，１８５５年選挙の結果とし

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１）
ての「郡長議会」は，統治の強さよりもむしろ統治の困惑への兆候を示すものであ った 。

　三級選挙法については，それは保守派と自由派の妥協戦略（。ｉｎ． ｋ．ｎ。。。ｖ．ｔｉ。。一１ｉｂ。。。１．

　　　　　　　　　　　　　　　　２）
Ｋ・ｍｐ・・ｍ１Ｂ・ｔ・・ｔ・ｇ１・）により成立した。すなわち，政府王導のもとで，直接税の納入を基準とし

たのは，職能団体権的または職能身分的基礎（ｋｏ．ｐｏ．ａｔ１ｏｎ。。。。ｈｔ１１．ｈｅｏｄ。。 ｂ。。ｕｆ。。ｔａｎｄ
１。。

ｈｅ

Ｇｒｕｎｄ１ａｇｅ）に基づいて ，¢地租で不動産，とくに土地の所有者への選挙権を，　営業税で都市
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３）
の動産所有者，　階級税で「労働の代表」への選挙権を構想したからであ った。そして，¢不

平等選挙権とすることで，当時の統計において「極めて小財産（ ，， ｇ．ｎ．
ｋ１．ｉｎ。。 Ｂ。。ｉｔ。

‘‘

）」および

「労働者階級」に分類された，「三月革命」期の運動の担い手となっ た層の影響力を弱めることに

より ，妥協の共通の基礎を築いたうえで，　公開選挙等により ，「君主政の核（Ｋ．ｍｄ。。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４）
Ｍ．ｎ。。。ｈ１。）」である東エルベ地域における大土地所有の利害を保障し，　納税額による制限選挙

とすることで，既述の１８４５年のライン市町村条令や，１８４８年３月１２日発布のベルギー選挙法／ロ

ジェ 選挙法〕を模範として構想したカンプハウゼン内閤の選挙法，またフランクフルト国民議会

における右翼自由派（ｄ １ｅ Ｒｅｃ ｈｔｓ１１ｂｅｒａ１ｅｎ）の段階的または強度の制限選挙権（ｅｍｇｅｓｔｕｆｔｅｓｏｄｅｒ

．ｔａ．ｋ　ｂｅ。。ｈ．ａｎｋｔｅ． Ｗａｈｌ・ｅ・ｈｔ）の王張と合致させ，ライン大フルジ ョァ層の利害をも満足させたの
　　　　５）
であ った 。

　しかし，根底において保守派が納税額を基準とする選挙法に反対であ ったことに示されるよう
６）

に， 既述のようにイキリス産業革命の経済的側圧に対して「営業の自由」の実施とトイノ関税同

盟の形成とによる自由な市場経済を基礎に，営業局による工業化への起爆が推進された後，「三

月革命」を経て１８７３年まで，１８５７年と１８６６年の二度の経済恐慌による中断を除き ，比類のない高

景気と高成長のもとで「工業化への本来的突破（ｄ。。。ｉｇｅｎｔ１ｉ．ｈ． Ｄｕ。。ｈｂ．ｕ．
ｈ　ｄ。。Ｉｎｄｕ．ｔ．ｉ．１ｉ．ｉ。・ｍｇ）」

が遂行されたことにより ，ブルジ ョアジー が高額納税者へと推し上げられ，自由派の力が増大し
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７）
ていく時代の流れに抗することはできない状況にあ った 。

　この流れが，近代的国制の機能にとり絶対に必要である ，議会における政党の結成へと導き ，

議会が階級または社会集団の特殊利害を分節し，組織化した政党の時代へと移行するのであるが ，

この流れは工業化の進展による社会層の変動と連動していた。この流れに対する ，立憲化の進展

する国家のなかで，君王，官僚，軍事国家を維持しようとしたプロイセン保守派の対応はつきの

如くであ った 。

　政党の時代への移行は，政治的監視と検閲が緩和され，政治的公開（ｄｉ．ｐｏ１ｉｔｉ。。ｈ． ６丑
。ｎ －

ｔ１１・ｈｋ・１ｔ）が拡大した１８５８年のｒ新時代」の到来により画された。１８６０年代初めに，後述するプ

ロイセンの軍隊およひ憲法紛争（ｐ。。ｕＢ １。。ｈ． Ｈ。。。。。ｕｎｄ　Ｖ。。ｆ。。。ｕｎｇ． ｋｏｎＨ１ｋｔ）が開始され，統治航

路に進路を定める保守派と議会の予算権でもっ てこれに対抗する自由派とへと分極化した 。１８６１

年に自由派はトイソ進歩党（Ｄ．ｕｔ。。 ｈ． Ｆｏ．ｔ。。ｈ．１ｔｔ．ｐ。。ｔ．１ ）を結成し，１８６３年から６６年には下院の議

席３５２のうち１４１を占める最強のフラクとなっ た。 しかし，工業化の進展はブルジ ョアジーの拾頭

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５１５）
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と同時に，工場労働者をも生み出し，初期労働者運動が展開し，１８６３年に，ドイツ自由派の左派

民主翼から独立の労働者党，Ｆラサール（Ｆ・・ｄｍ・ｎｄ　Ｌａ…１・）主導のｒ全ドイツ労働者協会（ｄｅ・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８）Ａ１１ｇｅｍｅｍｅ　Ｄｅｕｔｓｃｈｅ　Ａ．ｂｅ１ｔ。。ｖｅ．ｅｍ）」が結成され，自由派に加担した。経済的不平等を基礎とする

階級社会の局面が，外見的立憲主義政治制度のなかで顕在化してきたのである 。

　こうした流れに対し，ビスマルクは，進歩党に対し，一方では初期労働者運動の展開を視野に

入れ，普通選挙法の導入でもっ てその議会的基礎に打撃を与えるとの脅しをかけつつ〔ボナパル

テイズム的手法〕 ，他方で１８６３年のポーランド問題，１８６４年のデンマーク戦争によるシュレスヴィ

ソヒの獲得，１８６６年のオーストリアとの戦争の勝利と ，１８５１年５月にドイッ連邦議会が再召集さ

れることにより復活したドイツ連邦（ｄｅ・ Ｄｅｕｔ・ｃｈｅｎ　Ｂｍｄ）の解体と北ドイツ連邦の形成〔小ドイ

ツ方式によるドイツ統一路線の鮮明化〕といっ た権力政治における成功を収めていっ た。 この結果 ，

政府の予算政策の事後承認提案（ｄ１・Ｉｎｄ・ｍ・帆・ｖ・・１・ｇｑ　ｎ・・ｈｔ・・ｇｌｌ・ｈ・ Ｂ・１ｌ・ｇｕｎｇ　ｄ
・・ Ｈ・ｕ・ｈ・１ｔ・ｐ・１１ｔ１ｋ

ｄｅ・ Ｒ．ｇ１。。ｍｇ）が，賛成２３０票対反対７５票で議会を通過し，軍隊およぴ憲法紛争に終止符が打た

れた。そのさい，２３０票のうち４３票は８７名の進歩党員のうちから投ぜられ，この結果，ミハエリ

ス（Ｍ１．
ｈａｅ１１。） ，トゥウェステン（Ｔｗ。。ｔ．ｎ），ラスカー（Ｌ。。ｋ。。）等が進歩党を去り ，国民党フラ

ク（Ｆ。。
ｋｔ．ｏｎｄｅ． Ｎ．ｔ１ｏｎ．１．ｎ　Ｐ。。ｔ．１ ）を形成し，他の領邦の自由主義保守派グルー プと連繁しつつ ，

１８６７年にベニクゼン（Ｂ・ｍ１ｇ・・ｎ）王導の国民自由党（ｄ１・
Ｎ・ｔｌ・ｎ・１ｌ１ｂ…１・ Ｐ・・ｔ・１）が形成され，進

歩党は分裂するに至るのである 。

　国民自由党はビスマルクのドイソ帝国創出を支持し，１８７４年に新設の帝国議会（Ｒｅ１ｃｈ．ｔａｇ）に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９）
おいて３８ ．８％の議席を占め，１８７９年までビスマルクの議会的基礎の一翼を担うのである 。その後

の展開においては，ビスマルクの３つの戦勝によるドイツ統一の成功が決定的な重みをもちつづ

け， 自由主義政党は保守派との連繋を中心軸として，離合集散による分裂と再編を繰り返し，第
　　　　　　　　　　　１０）
一次大戦へと至るのである 。

　政党の時代への移行は，「工業化への本来的突破」の遂行による杜会層の変動と連動していた 。

立憲化の流れのなかで君主，官僚，軍事国家を維持するためには，変動の渦中にあるさまさまな

階級や社会層を新しい統治航路へと融和，統合するための，一種のｒ補償政策
（Ｅｎｔ．ｃｈａｄ１ｇｍｇｓｐｏ１１ｔ１ｋ）」が必要であ った。反動の時代における統合政策を列挙すれは，¢興隆す

る産業フルジ ョアジーに対しては，株式会社設立の容易化，国家的銀行政策，鉱業法の自由化等

の経済政策の展開，　本稿の対象である工場労働者に対しては，１８５３年法による児童，年少労

働者保護の強化のための工業監督官制度の導入という社会政策の展開，　当面の考察課題であ

る手工業者に対しては，１８４９年の２つの緊急令による中間層保護政策，＠農民解放を促進し ，

小農民の償却を援助するための地代銀行の創設による農民政策，＠最後に反動政策の最大の利

益享受者である東部農村のユンカー層に対しては，１８４８年廃止の農場領主の警察権の１８５３年にお

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１１）
ける再導入と村長（Ｄｏ．ｆ。。ｈｕ１。。ｎ）の設置による農村支配の継続，およぴ租税免除の存続，以上

である 。

　そのさい，本稿の考察対象である　と　について，結論を先取りしていえば，「三月革命」

挫折の表現として，以上のようにプロイセンにおいては，法治国家，立憲国家の形態をとりなが

ら， 実質において君王，官僚，軍事国家が，何よりもまたユンカー国家が維持されたので，反動

の時代におけるプロイセンの社会政策と中間層政策とは，つぎのような特徴をもつに至 った。す

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５１６）
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なわち ，１８５４／１８５５年の会期にプロイセン下院においてヴ ァー ゲナー（ｗ．ｇ．ｎ。。）が述べたように
，

５０年代の社会政策は恐怖の政策であり ，「それは貧者を救う努力から発したものではなく ，貧者

を自分から引き離しておき ，貧者の要求から可能な限り身を守り ，都市におけるプロレタリアー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１２）
トの増大によっ て益々歩み寄 ってくる危険から自己を救い出す努力から発したものである」。 反

動の時代の社会政策は物質的保護の開始と社会的不安定の除去に限定されたに留まり ，社会的差

別の除去は行なわれなか った。すなわち，身分差別を温存しながら階級差別の緩和を計るという ，

慈恵的政策でもっ て統合が企図されたのであ った〔身分モデルと階級モデルについては，本稿（七）を参

照せよ〕。 ここに社会政策の失敗の根源があり ，「人がビスマルクの社会政策の決定的な誤りとし
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１３）
て， かれを非難したところのものを ，すでに５０年中葉以降の傾向が予示していた」点にその特徴

が示されていた 。

　プロイセン保守派は反動の時代以後も社会の変動に適応しながら権力的地位を保持しつづけた 。

　　　　　　　　　　　１４）
時代は所謂ｒ組織資本王義（Ｏ・ｇ・ｎ１・１・・ｔ・・ Ｋ・ｐ１ｔ・１１・ｍｕ・）」の時代〔１８８０年代から１９１４／１８年〕へと移

行していっ た。 政治的には政党が形成され，経済的には１８７３年恐慌以降の大不況期に鉄，石炭を

中心に独占体や企業家団体が形成されていき ，社会的には労働組合，手工業団体等の利益集団

等々が結成された結果，全面的な組織化と官僚制化が進行し，個人の組織への埋没，個人の自由

への脅威が増大していっ た。 こうした時代の流れに適合して，１８７６年６月にはドイッ保守党

（Ｄ．ｕｔ。。
ｈ．Ｋ．ｎ。。。ｖ．ｔｉ。。 Ｐ。。ｔ．ｉ）を結成し，１９９３年の農業恐慌の高点においては東エルベ地域の大土

地所有の，組織された衝撃力の強い戦闘組織である農業者同盟（Ｂｕｎｄ　ｄ。。 Ｌ．ｎｄｗ１．ｔ。）を形成する

　　　１５つ
等により ，プロイセン保守派はドイッ帝国創立後も権力の中枢に留まっ たのである 。

　最後に「新時代」以降における官僚制度の変遷について一瞥しておこう 。

　まず，プロイセンにおける官僚制度は，１８８１年から８８年まで内相を勤めたＲ．ｖ．プ ットカマー

（Ｒｏｂｅ．ｔｖｏｎＰｕ廿ｋａｍｅ。）により再度保守化された。「新時代」以降拾頭する産業フルシ ョアジーを

背後にもつ自由派への協力がプロイセン官僚に浸透していっ た。 官僚制の形態変化は，貴族階級

そのものが，資本主義的企業に広範に参加し始めた時に生じてきたのであ った。加えて労働者運

動が本格化し，社会主義に対する脅威が増大してきた。この潮流に抗して内相は，自由主義者を

含む「信頼できない」分子を罷免し，徹底した保守主義を官僚に注入したのである 。それには大

学の教育，生活のなかへの宗教，すなわちプロテスタント教会の影響の浸透，保守党の政治運動

といっ た教育，宗教，政治が動員され，官僚に，「プロイセンは神の特別の恩恵を受ける国であ

る」との確信を植えつけたのである 。こうして官僚を一つの閉鎖的カーストに編成し，選挙にお

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１６）
いても ，国王の推す候補者を支持するように要求したのである 。

　他方，プロイセン官僚の勤務関係は，北ドイツ連邦が形成された後には連邦官僚

（Ｂｍｄ。。ｂ。。ｍｔ．ｎ）へ，またトイノ帝国成立後には帝国官僚（Ｒ．１．
ｈ．ｂ。。ｍｔ．ｎ）へと受け継がれた 。

周知のようにドイツ帝国はビスマルクによる３度の戦勝の結果，小ドイツの方式において，すな

わちプロイセンによるトイッの征服という形で生み出されたので，プロイセン国王がトイッ皇帝

に， プロイセンの首相がドイッの宰相に就任することになっ た。 帝国宰相は皇帝により任命され ，

帝国の王権の担い手である連邦参議院（Ｂｕｎｄ。。。。ｔ）の議長となっ た。 独立の責任をもつ大臣によ

り構成される ，合議制の帝国統治は行なわれず，帝国宰相に服属する ，個々の職務範囲の国務長

官（ｄ１．ｄｅｍ　Ｒ．１．
ｈ．ｋ．ｎ．１。。ｍｔ。。ｇ。。。ｄｎ．ｔ．ｎ　Ｓｔ。。ｔ。。。 ｋ。。ｔ。。。ｄ。。。ｍ。。ｌｎ．ｎ　Ｒ。。。。れ。）が統治を行なっ た。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５１７）
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内閣は議会にではなく ，皇帝に責任を負 ったのである 。したがって，官僚制度もプロイセンの規

定を受け継ぎ，１８７１年４月１６日の帝国憲法第１８条において，「皇帝は帝国官僚を任命し，帝国の

ために宣誓せしめ，かつ必要な時には罷免し得る」と規定され，１８７３年に１５９条に及ぶ帝国官僚

法（Ｇｅ。。ｔ． ｂ．ｔ． ｄ１ｅ Ｒｅ．ｈｔｖ。。ｈ．１ｔｍ。。ｅｄ
ｅ． Ｒ．１．ｈ．ｂ。。ｍｔ．ｎｖｏｍ３１３１８７３）が制定された。これは，プ

ロイセン官僚法が遂に制定されなかったので，プロイセンにおける各種官僚法の集大成という性

格を帯びていた 。

　帝国官僚法は１９０７年に改正されたが，第１条から第２２条までの「総則」において，終身官の原

則が表明され，窓法への宣誓が規定された後，官僚の権利／俸給，休職手当，恩給の請求権〕とそ

の義務が個々に列挙された後，官僚についての包括的規定がつづくという構成をとっ ていた。こ

れを始めとするドイツ帝国時代の一連の官僚に関する法律はワイマール国家においても基本法と
　　　　　　１７）
して継受された。ワイマール憲法第１３０条においては「官僚は全体の勤務者であ って党派の勤務

者ではない」と規定され，皇帝が去ることにより政治制度は変革されたが，国家の勤務者
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１８）（Ｄ１ｅｎ。。

ｄ。。 Ｓｔ。。ｔ。。）というプロイセン官僚の伝統的理念は留まっ た。 そして依然として中央省庁

の高級官僚は閉鎖的なカーストを形成し〔貴族制的，身分制的伝統の継受〕 ，正義や杜会的公正より

も行政の効率的運営における成功を重視し〔精神なき専門家〕 ，ワイマール共和国の反民主主義運

動の中核を形成したのであ った〔第二帝政期における「負の遺産」の継
菊。

　ではつぎにプロイセン国民議会における軍隊についての討議の考察に移ることにしよう 。

１）　Ｇ　Ｇｒｕｎｔｈａ１，Ｐａｒ１ａｍｅｎｔａｒ１ｓｍｕｓ　ｍ　ＰｒｅｕＢ
ｅｎ，３５０～３５１

２）Ｅｂｄ．６８．なお，三級選挙法の制定過程については，差当りシルファート ，前掲書，３３４～３４５ぺ 一ジ ，

　Ｇ　Ｇｒｕｎｔｈａ１，Ｐａｒ１ａｍｅｎｔａｒ１ｓｍｕｓ　ｍ　ＰｒｅｕＢ
ｅｎ，６６～９５，を参昭せよ 。

３）　Ｇ　Ｇｒｕｎｔｈａ１ ，Ｐａｒｌａｍｅｎｔａｒ１ｓｍｕｓ　ｍ　ＰｒｅｕＢ
ｅｎ，７４，８８～８９

４）　Ｅｂｄ
．，

８９～９０

５）シルファート ，則掲書，６１ぺ 一ジ。ＧＧｒｕｎｔｈａ１，Ｐａｒ１ａｍｅｎｔａｒ１ｓｍｕｓｍＰｒｅｕＢｅｎ６９ＭＢｏｔｚｅｎｈａれ
，

　Ｄｅｕｔｓｃｈｅ　Ｖｅｒｆａｓｓｕｎｇｓｇｅｓｃｈ１ｃｈｔｅ６３

６）ＭＢｏｔｚｅｎｈａれ，Ｄｅｕｔｓｃｈｅ Ｖｅｒｆａｓｓｍｇｓｇｅｓｃｈ１ｃｈｔｅ，６３なお，極右も宮廷派も（ｄｌｅａｕＢｅｒｓｔｅ Ｒｅｃｈｔｅ

　ｕｎｄ　ｄｉｅ　Ｈｏｆｐａｒｔｅｉ）歴史的に正当な身分利害に基づく選挙制度を欲していたが，１８４９年５月２０日の

　「トイソ帝国新聞」（Ｄ１ｅ Ｄｅｕｔｓｃｈｅ Ｒｅ１ｃｈｓｚｅ１ｔｕｎｇ，Ｂｒａｕｎｓｃ
ｈｗｅ１ｇ，Ｎｒ１２０ｖ２０，５．１８４９）」が報じた

　「選挙法の公示後に退陣する」との内閣の意向を抑えるためと ，何よりもＬ．ｖ．ゲルラ ッハが５月２日

　に書き留めたように，「今やついにパウロ 教会，すなわち革命に対して戦争をしなければならなくな

　っ た。 このことをわれわれが一年前に希望することは許されなかった」との喜びと安堵の気持が三級

　選挙法の導入に道を譲ったのであ った（Ｖｇｌ　Ｇ　Ｇｍｎｔｈａｌ，Ｐａｒ１ａｍｅｎｔａｒ１ｓｍｕｓ　ｍ　ＰｒｅｕＢｅ叫９４～９５）。

７）Ｗａ１ｔｅｒ　Ｓｃｈ１ａｎｇｅｎ（Ｈｒｓｇ），Ｄｌｅ　ｄｅｕｔｓｃｈｅｎ　Ｐａｒｔｅ１ｅｎ　ｍ　Ｕｂｅｒｂ１１ｃ ｋ， Ｖｏｎ　ｄｅｎ　Ａｎｆａｎｇｅｎ　ｂ１ｓ　ｈｅｕｔｅ
，

　Ｋｏｍｇｓｔｅｍ／Ｔｓ， １９７９，３１

８）Ｅｂｄ ，３１，４３Ｇｅｒ
ｈａｒｄ　Ａ　Ｒ１ｔｔｅｒ，Ｄ１ｅ　ｄｅｕｔｓｃｈｅｎ　Ｐａ宜ｅ１ｅｎ１８３０－１９１４Ｐａれｅ１ｅｎ　ｍｄ　Ｇｅｓｅ１１ｓｃｈａｆｔ　ｍ

　ｋｏｎｓｔ１ｔｕｔ１ｏｎｅ１１ｅｎ Ｒｅｇ１ｅｍｎｇｓｓｙｓｔｅｍ，Ｇｏｔ七ｎｇｅｎ１９８５，１４ＭＢｏｔｚｅｎｈａ廿，Ｄｅｕｔｓｃｈｅ Ｖｅｒｆａｓｓｍｇｓｇｅｓ

　ｃｈｉｃｈｔｅ，１０５．なお，ドイッの初期労働者運動については，山井敏章『ドイツ初期労働者運動史研究一

　協同組合の時代一』未来社，１９９３年，の詳細な叙述を参照せよ 。

９）ＷＳｃｈ１ａｎｇｅｎ（Ｈｒｓｇ）
，ａａ

Ｏ， ４４ＭＢｏｔｚｅｎｈａｒｔ，Ｄｅｕｔｓｃｈｅ Ｖｅｒｆａｓｓｍｇｓｇｅｓｃｈ１ｃｈｔｅ，９４～９７，１０５～

　１０６Ｔ　Ｎ１ｐｐｅｒ
ｄｅｙ，ａ　ａ　Ｏ， ７６９～７９０

１０）この点については，差当り ，Ｖｇ１ＧＡＲ１ｔｔｅｒ
，ａａ

Ｏ， ６６～７６ＭＢｏｔｚｅｎｈａｒｔ，Ｄｅｕｔｓｃｈｅ Ｖｅｒｆａｓ

　ｓｍｇｓｇｅｓｃｈ１ｃｈｔｅ，１０６～１０７

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５１８）



　　　　　　　　　　　　　　「三月革命」と官僚および軍隊（川本）　　　　　　　　　　　　　　２４７

１１）ｖｇ１．Ｔ．Ｎｉｐｐｅｒｄｅｙ
，ａ ．ａ．ｏ

．，

６８２～６８３．なお ，（Ｄについては，拙著『ドイッ産業資本成立史論』 ，１７６

　～１７９，３４８ぺ 一ジ以下を，　については，本稿岬を参照せよ 。

１２）　Ｈ　Ｖｏｌｋｍａｎｎ，Ｄ１ｅ　Ａｒｂｅｌｔｅｒｆｒａｇｅ１ｍ　ｐｒｅｕＢ １ｓｃｈｅｎ　Ａｂｇｅｏｒｄｎｅｔｅｎｈａｕｓ１８４８－１８６９．９３

１３）　Ｅｂｄ
．，

１１０

１４）周知のように「組織された資本主義」という概念は最初ヒルファー ディングにより使用されたが ，

　それとは異なっ た意味内容において，したがってヒルファー ディングの使用した概念内容と区別する

　意味で「組織資本主義」と異なっ た訳とした概念の内容およびそれのドイツヘの適用，さらに，この

　概念が資本主義の一発展段階の歴史分析にとり有効か否か，については，Ｖｇ１．Ｈｅｉｎ台ｃｈ　Ａｕｇｕｓｔ

　Ｗｍｋ１ｅｒ（Ｈｒｓｇ），Ｏｒｇａｍｓｌｅれｅｒ　Ｋａｐ１惚１１ｓｍｕｓ　Ｖｏｒａｕｓｓｅｔｚｕｎｇｅｎ　ｕｎｄ　Ａｎｆａｎｇｅ，Ｇｏｔｔｍｇｅｎ１９７４，およひ

　原書１０編のうち６編を翻訳した，Ｈ．Ａ．ヴィンクラー編『組織された資本主義』保住敏彦，近藤潤三 ，

　丸山敬一 後藤俊明，河野裕康訳，名古屋大学出版会，１９８９年，を参照せよ 。

１５）ＷＳｃｈ１ａｎｇｅｎ（Ｈｒｓｇ）
，ａａ

Ｏ， ５８～６１ＧＡＲｌｔｔｅｒ
，ａａ

Ｏ， ２３～２４

１６）ＦＮｅｕｍａｎ叫Ｂｅｈｅｍｏｔｈ，１４～１５，訳，１４ぺ 一ジ 。

１７）蟻山他，前掲書，８９～９２ぺ 一ジ。なお，プロイセン支配の刻印されたドイツ第二帝政の国制の特質 ，

　および皇帝の「個人支配」または「官僚政治」のもとでの，極度に制限された権限をもつに過ぎない

　ｒ帝国議会」が，普通選挙法を基礎とするｒ大衆民王王義」の状況のもとで，政府と対立した占につ

　いては，Ｖｇｌ　Ｍａｘ　Ｗｅｂｅｒ，Ｐａｒ１ａｍｅｎｔ　ｕｎｄ　Ｒｅｇ１ｅｍｇ　ｍ　ｎｅｕｇｅｏｒｄｎｅｔｅｎ　Ｄｅｕｔｓｃ
ｈ１ａｎｄ　Ｚｕｒ　ｐｏ１１ｔ１ｓ

　ｃｈｅｎ　Ｋｒ１ｔ１ｋ　ｄｅｓ　Ｂｅａｍｔｅｎｔｕｍｓ　ｕｎｄ　Ｐａｒｔｅｌｗｅｓｅｎｓ，ｍ
，ｄｅｒｓ ，Ｇｅｓａｍｍｅ１ｔｅ　Ｐｏ１１ｔ１ｓｃ ｈｅ　Ｓｃｈｒ１

ｆｔｅｎ，Ｔｕｂｍｇ

　ｅｎ１９７１，３０６～４４３．マッ クス ・ヴ ェー バー「新秩序ドイッの議会と政府一官僚と政党への政治的批判

　一」
，マツ クス ・ヴ

ェー バー『政治論集』２ ，中村貞二，山田高生，脇圭平，嘉目克彦訳，みすず書

　房，１９８２年，３３３～４８６ぺ 一ジ。また，帝国憲法の制定過程とその内容については，Ｖｇ１．Ｍ．Ｂｏｔ
－

　ｚｅｎｈａｒｔ，Ｄｅｕｔｓｃｈｅ　Ｖｅｒｆａｓｓｕｎｇｓｇｅｓｃ
ｈ１ｃ ｈｔｅ，９４～１０４

１８）吉村，削掲書，７７ぺ 一シ 。

１９）Ｖｇ１Ｆ　Ｎｅｕｍａｍ
，Ｂｅｈｅｍｏｔｈ，３０１～３０２，訳，３２１ぺ 一シ 。なお，官僚制のその後の変遷については ，

　私見を述べると ，つぎの如くである 。第三帝国においては，ナチ党の，小学校教師出身者を中心とす

　　る非アカデミッ クな官僚からなる党官僚制が設置され，プロイセン官僚制の伝統を受け継いだ，貴族

　　的でアカデミッ クな古い官僚を党の支配下に置くことにより権威主義的体質が破壊された後（Ｖｇ１

　Ｅｂｄ
．，

３００～３１１，訳，３２０～３３１ ，およびなお ，４９４～４９５ぺ 一ジ）〔軍隊においても同様の過程が進行 。

　　１９３４年６月３０日のレーム（Ｒ６ｈｍ）粛清を経て ，ＳＳに統一される党の警察の設置と ，レーム粛清と

　　同時に行なわれた，国防軍のシュライヒャーとブレドフ（Ｓ
ｃｈ１ｅｉｃｈｅｒ　ｍｄ　Ｂｒｅｄｏｗ）の殺害，および

　　１９３８年１月４日のブロムベルク（Ｂ１ｏｍｂｅｒｇ）事件による多数の高級将校の失脚とヒトラーに従順な

　　カイテルとブラウヒッ チ（Ｋｅｉｔｅ１ｍｄ　Ｂｒａｕｃ
ｈｉｔｓｃｈ）による国防軍指導部の掌握にみられる，党の支

　　配下への国防軍の編入による古い権威王義的伝統の破壊と ，１９４４年７月２０日のヒトラー 暗殺未遂事件

　　にみられる ，敗戦に直面しての両者の相剋（Ｖｇ１．Ｅｂｄ
．，

５７，３１２～３１４，訳，５９ ，３３０～３３１ぺ 一ジ。な

　　お，７月２０日事件については，第一次資料を用いて，第二次大戦期におけるトイノ民衆の動向と占領

　　地政策の驚くべき展開を辿 った，重厚にして，迫力にみちた力作のなかで，永峯氏は，「特権的抵抗」

　　 と１生格つけ，戦後西トイノの民王王義はｒ７月２０日」の路線の実現ではなく ，ワイマール的系譜の復

　　活ないし再建である ，とされている 。永峯三千輝『ドイツ第三帝国のソ連占領政策と民衆。１９４１－

　　１９４２』同文館，１９９４年，１５～１７ぺ 一ジ）〕 ，東ドイッでは，旧ソ連支配下の社会主義体制のもとで，ナ

　　チ体制を批判しながら ，社会主義という新しい装いのもとで，東エルベ地域に基盤をもつ権威主義的

　　伝統を受け継いだ社会主義官僚制〔高級官僚には，モスクワ大学卒で，社会主義思想を信奉し，人民

　　にではなく ，ホーネ ッカーとそれを取り巻くノーメンクラツーラに忠誠を尽くす者が採用され，閉鎖

　　的なカーストを形成〕が復活したのに対し，西ドイツでは，ナチ党によるプロイセン的伝統を受け継

　　いだ官僚制の破壊とナチ党官僚制の崩壊という二重否定のうえで，新たに，ワイマール議会制民王王

　　義のもとで本来は形成されなけれぱならなか った近代的官僚制〔議会制民王王義の思想を信奉し，議

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５１９）



２４８　　　　　　　　　　　　　　　立命館経済学（第４３巻 ・第３号）

　　会立法に基づいて行政を執行〕が築かれるという経過を辿った 。

　　　また，ここで，以上と関運して，ファシズム成立過程における日本とドイッとの相違の比較を試み

　　ておくならは，二つの占で決定的な相違があるように思われる 。第一は民王王義の経験の相違である 。

　　 日本では，明治憲法体制のもとでの大正デモクラシーの経験に留まっ たのに対し，ドイツでは，官僚

　　と軍隊とが第二帝政時代のｒ負の遺産」を継承したとはいえ，それゆえに西欧民王王義との比較では

　　不徹底であ ったとはいえ，１１月革命によっ て帝政が崩壊し，ワイマール議会制民王王義〔近代的政治

　　制度〕が生み出された点である 。この点は市民革命の経過の有無に関係する 。したがって，第二に ，

　　 ファシズム成立の過程が相違する。日本では，青年将校の蜂起を契機に軍部が右傾化を強め，緊張関

　　係を孕みつつも天皇とそれを取り巻く重臣と元老とが，これに迎合する結果となり ，官僚のなかから

　　も革新官僚が分出するという ，これまでの支配層自体がファッ ショ 化していっ た。 これに対し，ドイ

　　 ソでは，ワイマール議会制民王王義の否定，およぴ軍隊，官僚に引き継がれた帝政時代のｒ負の遺

　　産」のうち，貴族制的，身分制的側面の否定，すなわち，ワイマール憲法における ，国民代表の議会

　　 に対する人民投票による大統領の権限〔第４８条〕を，人民投票的，大衆民王王義的基盤のうえで，帝

　　政時代の「負の遺産」のうちで，反議会主義的，効率的側面を極限にまで拡大することによっ て， 独

　　裁制／１９３３年３月２４日の全権委任法（Ｅｍａｃｈｔ１ｇｍｇｓｇｅｓｅｔｚ）〕にまで強化し，議会制民王王義と ，

　　 「負の遺産」のうち，貴族制的，身分制的伝統とを，ともに否定して，ナチ体制が築かれたという点

　　の相違である 。

　　　以上より ，日本とドイッにおけるファシズムの成立過程の相違は，市民革命の経過の有無により ，

　　日本が連続的過程を辿ったのに対し，ドイッでは二つの否定を経てナチ体制が成立した点に求められ

　　よう 。

　　　なお，ファシスムの成立過程の相違した日本とトイソ，およひ議会制民王王義体制を維持したイキ

　　リス ，フランス ，アメリカ〔この西欧民主主義体制の維持との比較では，ドイッは「特有の（別個

　　の）道（Ｓｏｎｄｅｒｗｅｇ）」を辿 ったことになる〕の三者の相違を生み出した要因の一つとして，市民革

　　命の経過の有無とともに，とくにここで既述〔本稿（１２〕との関連において，三者問における国民の思

　　想と行動〔工一トス〕の相違と ，その結果としての広い意味での文化の相違が重要な役割を果した点

　　をつけ加えておきたい 。

　軍隊。プロイセン国民議会において軍隊についての提案がなされ，討議される契機となっ たの

は， シュレージェンのシュウァイドニソ ツ（Ｓ・ｈｗ・１ｄｍｔ・ｍ　Ｓ・ｈ１・・１・ｎ）における軍隊と市民軍との

問での衝突事件であ った。この事件は突発的かつ偶然的なものであ ったが，その意義は，市民軍

に対する国王の認可〔Ｖｅ．ｏ．ｄｎｍｇ　ｕｂｅ． ｄ１ｅ　Ｂｅｆｕｇｍｓｓｅ　ｄ
ｅ． Ｂｕｒｇｅ．ｗｅｈ。。ｏｍ１９Ａｐｒ１１１８４８〕に基づい

て， 市民軍が要求した権利に対する軍隊の最初の突撃という点にあ った。７月３１日に起きた事件

の経過はつぎの如くであ った 。

　　シュ ヴァイドニッ ツにおいて市民軍の司令官が教練のためにかれの部隊を太鼓で集合させる慣例を実施

　しようとする→要塞司令官Ｋ　Ｒ　ｄロスェイ少将（Ｆｅｓｔｕｎｇｓｋｏｍｍａｎｄａｎｔ，Ｇｅｎｅｒａ１ｍａｊｏｒ　Ｋａｒｌ　Ｒｏ１１ａｓ　ｄｕ

　Ｒｏｓｅｙ）の同意を確認→要塞司令官は，この同意を後に誤りと訂正し，一旦与えた同意を撤回→憤激した

　住民が要塞司令官の家の前でデモ行進により不満を表明→要塞司令官は軍隊により道路をあけさせる→騒

　ぎがすでに終った後に，新たに加わ った軍隊が，挑発もされないのに，デモ行進をした者と押し寄せた第

　三者に射撃を開始→１４名の市民が死亡 。

　世論は，この事件を単に場所と事態とにより制約された暴行としてではなく ，軍隊全体の挙動

の予兆，一種の反革命のテストケース（・ｉｎｅ　Ａ・ｔ　Ｐ・ｏｂ・ｆ・１１ｄ・・ Ｇｅｇ・ｎ・・ｖ・ｌｕｔｉｏｎ）として受け取 った 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１）
これにプロイセン国民議会は鋭く反応するのである 。しかし，その考察に移るに先立 って，この

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５２０）
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事件が生じた時点における軍隊を取り巻く状況について述べておきたい。この事件が反革命の予

兆と受け取られた理由が明らかになるからである 。

　この事件発生の５日前の１８４８年７月２６日に ，ヴ ァルデ ックを議長とするプロイセン国民議会の

憲法委員会の審議が終了した。所謂「ヴ ァルデ ック憲章（Ｃｈ。。ｔ． Ｗ．１ｄ。。ｋ）」である 。本稿（１！）で述

べたように，これは，ベルギー憲法を模範として５月２２目に国民議会に提出された政府草案を批

判して，議院規則に従い，２４名からなる国民議会の憲法委員会において，政府草案を審議して作

成されたものである 。内容は，Ｖ．ヴ ァレンティンの評価では，フリードリッ ヒ・ ヴィルヘルム

４世により「ヴ ァルデ ック憲章」と名づけられたが，右派議員のＰ．ライヘンスペルガー（Ｐ．ｔ。。

Ｒ．ｉ．ｈ．ｎ．ｐ。。ｇ。。）の影響が強いので，「ライヘンスペルガー 憲章」といわれるべきであるとされて

いる 。しかし，自由民王王義的意味における規定も多く含まれており ，こうした規定と ，とくに

軍隊に関する規定において，軍の上層部に強い不満を与えたので，ここで政府草案と「ヴ ァルデ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２）
ツク憲章」とを比較して考察しておきたい。なお，「ヴ ァルデ ック憲章」は，アウエルスヴ ァル

ト内閣の倒壊後，プフエル内閣の時にプロイセン国民議会において審議されるのである 。

　　政府草案。¢国王に重要な「防禦陣地（Ｄｅｆｅｎｓ１ｖｓｔｅ１ｌｕｎｇ）」を保障。第２０条国王の不可侵性，第２１条

　行政権の行使に対する国王の権利，第２２条軍事的統帥権の行使に対する国王の権利，第２３条国家の官職

　の任命に対する国王の権利，第２４条戦争と講和に対する国王の決定権。〔→左派の多くの批判＝事実上王

　権が官僚と軍隊の処分権能（Ｖｅｒｆｕｇｕｎｇｓｇｅｗａ１ｔ　ｕｂｅｒ　ｄａｓ　Ｂｅａｍｔｅｎｔｕｍ　ｕｎｄ　ｄａｓ　Ｈｅｅｒ）でもっ て既存の権

　力の核心部分を保持〕。 　第３６条国王は議会と同権で立法権を行使，したがって，議会の立法決議に対し

　て絶対的拒否権をもつ〔→左派は権力分立の耐え難い侵犯と批判〕。 　国王は緊急命令権（Ｎｏｔ
－

　ｖｅ．ｏ．ｄｎｕｎｇｓ．ｅｃｈｔ）を留保しないが，第２０条で大臣の自由な任命権と第２８条で議会の自由な解散権の権限

　をもつ〔左派は前立憲的支配制度の承認し難い残津として批判〕。 ¢第２１条大臣責任（ｄｉｅ　Ｍｎｉｓｔｅｒ
－

　ｖｅｒａｎｔｗｏれ１１ｃｈｋｅ１ｔ）〔左派の見解では議会の大臣弾劾権（ｄａｓ Ｒｅｃｈｔｄｅｒｐａｒ１ａｍｅｎｔａｒ１ｓｃｈｅｎ

　Ｍｉｎｉｓｔｅｒａｎｋ１ａｇｅ）によっ てただ不十分にのみ保障〕。（亘）草案は左派の要求をも考慮。第７７，７８条国王 ，

　官僚，軍隊の憲法上の宣誓（Ｖｅｒｆａｓｓｕｎｇｓｅｉｄ） ，第３６，７０条議会の完全な立法権と予算権，第４７，５０条

　議会会期の定期性と公開性，第５７，５８条議員の議会会期中の不可侵性，第５９条自由な委任。および下院

　議員に対する日当の支払い。　しかし，予定された二院制は，国民の選出した代表団体の単一支配を欲し

　た左派に不快感を与える 。第３８条上院の予定された構成は，王室の王子，国王の任命した６０名の議員 ，

　下院の選出した１８０名の議員，但し高い財産基準による被選挙権の制限，その結果，上院は有産者層の特

　別代表。第４２，８０条下院選挙は直接選挙を排除，選挙権の普通，平等は暫定的に承認，将来予定される
　　　　　　　　　　　　　　　　　　３）
　選挙法はこの民主的な選挙原則から離脱 。

　　ウァルデ ソク憲章。¢基本的権利において一連の修正と追加をして個人的自由を拡大。第５条現行犯

　を除き ，裁判官の逮捕状で逮捕，逮捕状は逮捕者に即座に呈示，第６条非常裁判所（Ａｕｓｎａｈｍｅｇｅ
－

　ｒｉｃｈｔｅｎ）と遡及力をもつ刑法の禁止，第７条家宅捜査に裁判所の命令が必要，第１０条出版と言論の自

　由，第１９条信仰の自由，「各宗教団体は内部問題と財産の管理に関しては国家権力に対し自由で独立であ

　る」〔内部と外部の混合した問題に対して左派は以上とは逆に国家の決定権を要求した〕 ，第２１条教会の

　権力を制限する意味において法律上の婚姻（Ｚｉｖｉ１ｅｈｅ）を導入。　第２６条一般兵役義務は一般的兵器携

　帯権（ｄａｓ　ａ１１ｇｅｍｅｉｎｅ　Ｗａ丘ｅｎｒｅｃｈｔ）により補完，すべてのプロイセン人は２０才を越えると武器を携帯す

　　る権利をもつ，第２９条常備軍および後備軍とともに「義勇軍（Ｖｏ１ｋ
ｓｗｅｈｒ）」が提起，２１才から５０才に至

　　るまでのすべての強壮な者により構成，第３０条後備軍には大尉までの上官の選出権（ｄａｓ　Ｒｅｃ
ｈｔｚｕｒ

　Ｗａｈｌ　ｄｅｒ　Ｖｏｒｇｅｓｅｔｚｔｅｎ　ｂ１ｓ　ｚｍ　Ｈａｕｐｔｍａｍ），義勇軍／民兵（ ，，
Ｍ１１１ｚ“）〕には大隊長（Ｂａｔａ１１１ｏｎｓ

　ｋｏｍｍａｎｄｅ皿）までの上官の選出権を含めた権限を承認，義勇軍の最高指導者を政府は民兵団体の三つの

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５２１）
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提案（Ｄｒｅｉｅｒｖｏｒｓｃｈ１乞ｇｅｎ）のなかから任命〔この規定は常備軍に対して後備軍と義勇軍を独立させる 。

国王の命令権は視野から消え，直接国民代表と同じ軍事組織。国家軍と国民軍，ヨリ正確には，国王軍と

議会軍が明白に対立。防衛組織の二重性が防衛制度の統一を破壊〕 ，加えて，第３２条いかなる武装兵団も

審議することは許されない〔急進派は議論ぬきの軍隊の服従という ，事の性質上の必然性を承認〕。 　一

連の反封建的諸規定。第３５条領王権（Ｌｅｈｎｓｈｅｒｒ１ｌｃｈｋｅ１ｔ）の毎償廃止，第３７条農場領王の，裁判権，警

察， 以前に従属していた層の保護義務，の無償廃止〔国家権力と封建権力に対する個人の自由が一般的約

束としてではなく具体的，緊急に保障〕。 ＠国家組織の諸規定で政府早案よりも国王の権利を制限し，逆

に国民代表の権利を強化。第４７条君主の執行権は侵害しない，しかし，議会が外交権を行使，講和条約

締結や外国との条約には議会の批准が必要，第５５条大臣責任を不信任投票による議会主義的統治制度に

までは高めないが，しかし，議会の立法決議に対する国王の絶対的拒否権（ｄａｓ　ａｂｓｏ１ｕｔｅ　Ｖｅｔｏ　 ｄｅｓ

Ｋｏｍｇｓ）は停止的拒否権（ｅｍ　Ｓｕｓｐｅｎｓ１ｖｖｅｔｏ）へ転化，両院の一つが法律提案を不変のままで三度可決

すれば，国王の反対があ っても成立，第５４，６６条二院制は承認，しかし，上院議員は例外なく地区と郡

の代表者，それゆえに市町村団体の代表（ｄ１ｅ　Ｂ
ｅｚ１ｒ

ｋｓ－ｕｎｄ　Ｋｒｅｌｓｖｅｒ位ｅｔｅｒ，ａ１ｓｏ　ｄｌｅ　Ｒｅｐｒａｓｅｎｔａｎｔｅｎ　ｄ
ｅｒ

Ｋｏｍｍｕｎａ１ｖｅｒｂａｎｄｅ）により選出，被選挙権は普通，平等，それゆえ出生または財産の特権により制限

されない〔上院はこの結果一種の市町村議会でフランス第三共和国の参議院（Ｓｅｎａｔ）と類似〕。 第５７条

下院に対しては普通，平等選挙権の立憲的な確定を要求，第６０条二つの立法期（ｚｗｅｉ
Ｌｅｇ１ｓ１ａｔｕｒｐｅｎｏｄｅｎ）の後，単独法規（ｅｍ　ｅｍｆａｃｈｅｓ　Ｇｅｓｅｔｚ）により ，上院への問接選挙を直接選挙に転

換することができる ，第７３条両院は調査委員会を設置する権利をもつ，第７６条統治と行政に対する議会

の重要な監督権を要求，両院は各大臣から詳細な抗議についての情報を要求し得る ，第８０条日当は下院
　　　　　　　　　　　　　　　　４）
議員以外に上院議員もまた支払われる 。

　既述のように，保守派は１８４８年７月には「十字新聞」を発行し，８月にベルリンにおいて「ユ

ンカー 議会」を開催した。「ユンカー議会」では，アウエルスウァルト内閣による ，東エルベ地

域における騎士領所有者の諸特権を廃棄し，封建的王国をフルジ ョア的王国へ転化する法律提案

が批判，攻撃されたが，ｒヴァルデ ック憲章」の　における一連の反封建的諸規定はまさにこの

批判，攻撃点に該当した。また，＠における国王の絶対的拒否権に対する変更については，「十

字新聞」等を通じて，フランスのジャコバン派の模範に従った，権威と秩序に敵対する精神のシ

ンボル（Ｓｙｍｂｏｌ　ｅｍ。。。ｕｔｏｎｔａｔ。一ｕｎｄ　ｏ．ｄｎｍｇ．ｆｅｍｄ１１ｃｈ．ｎ　Ｇ．１．ｔｅ。）

，共和国と無政府主義の先導者
（Ｓ．ｈ．１ｔｔｍ。。ｈ。。 ｄ。。 Ｒ．ｐｕｂ１１ｋｍｄｄ。。 Ａｎ。。。ｈ１。）として，は っきりとした輸郭を与えられて攻撃対象

とされたのである 。

　これが，軍隊，官僚，教会のみでなく ，農民や市民の広い層の勤王感情にも訴える結果を生み ，

「ヴ ァルデ ック憲章」に対する論駁は，１８４８年の夏と秋における革命への迎撃の準備にさいして
，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５）
保守派の扇動の最も重要な構成要素となっ たのであ った 。

　以上の攻撃点と同時に，　の軍隊にかかわる条項もまた激しい憤激の的とされたので，ここで

当時の軍隊の状況についてみておこう 。プロイセンにおける保守的反対戦線はプロイセン軍事派

（ｄ１．ｐ。。ｕＢ１。。ｈ． Ｍ１１１ｔ。。ｐ。。ｔｅ１ ）と緊密に結合し，それを最後の支柱としていた。しかし，プロイセ

ンにおいて保守的軍事戦線を結成するのは決して易しいことではなか った。１８０８～１５年のプロイ

セン改革期に，軍隊において軍事的改革派（ｄ１．ｍｌ１．ｔ．ｎ。。ｈ． Ｒ．ｆ．ｍｐ。。ｔ。。）が主導権を握り ，公権

的国家主義（ｄ。。。ｂ．１ｇｋ．１ｔ１１．ｈ． Ｅｔ。七。ｍｕ。）と貴族的封建主義に対して挑戦した。しかし，その後 ，

現役の指導部から偉大な軍事的改革者が排除されていった結果，軍事的改革派は憲政的な大目標

を放棄せさるを得なくなっ たが，シャルンホルスト（Ｓ．ｈ．ｍｈｏ。。ｔ）の改革理念は，純粋軍事領域

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５２２）
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において，長い問作用しつづけた。加えて，フリードリッ ヒ・ ヴィヘルム４世の即位にさいして ，

ボイエン（Ｂ．ｙ．ｎ）が陸相に召還され，軍隊における改革時代の伝統への復帰と国家改革の課題

を， 軍隊内部から受け入れられることが期待された 。

　こうした状況において，三月前期に軍隊が保守的勢力の側に移行するという ，困難な廻れ右

（ｄ。。ｆ．１ｇ．ｎ。。ｈｗ。。。 Ｆ。。ｎｔｗ。。ｈ。。１）を遂行したのである 。この時期におけるプロイセン軍事派の指

導者が軍務局長，陸軍中佐Ｇ　ｖクリースハイム（ｄ・・ Ｄｒ・ｋｔｏ・ ｄ・・ Ａ１１ｇ・ｍｅｍ・ｎ Ｋ・１・ｇ・ｄ・ｐ・廿ｍ・ｎｔ
，

ｄ。。 Ｏｂ。。。ｔ１．ｕｔｎ．ｎｔ　Ｇｕ．ｔ．ｖ　ｖ　Ｇ．１。。ｈ．１ｍ）であ った。陸相の交代の激しか ったことが，かれの影響力

を強化し，かれに陸軍省における政治的頭脳としての活躍の道を開いた。「三月革命」期に，か

れはｒ灰色の貌下（ ，， ９・・ｕ・ Ｅｍｍ・ｎ・“）」として ，プロイセンの軍事政策を操縦したのであ った 。

　１８４８年４月末にすでに，かれは匿名のパンフレ ットｒロシァとの戦争について（亡ｒｂ
・・ ｄ・ｎ

Ｋ．ｉ．ｇｍｉｔＲｕｍ．ｎｄ）」を発表し，外交政策をロシアのツアリーズムヘの依存と革命フランスからの

離反に向けることを訴え，外相 ｖアルニム（ｖ Ａｍｍ）の外交政策を攻撃した。５月末には陸相

侯補とされたが，実現せず，背後から影響力を行使することになっ た。 ７月末には再び匿名パン

フレ ソトｒトイノの中央権力とプロイセン軍隊（Ｄ １・
ｄ・ｕｔ・・ｈ・ Ｃ・ｎｔ・・ｌｇ・ｗ・１ｔｕｎｄｄ１・ｐ・・ｕＢ１・・

ｈ・

Ａｍｅｅ）」を発表し，フランクフルトの統一努力に反対して，軍事政策の運邦分立王義を王張し

た。 さらに，９月には第三の匿名パンフレ ットを書き ，後備軍において部下による上官の選出を

見込んだ「ヴ ァルデ ック憲章」に反対の立場を表明した 。

　ヴランゲル（Ｗ。。ｎｇｅ１）将軍のベルリン侵入後の１１月末には，第四の匿名パンフレ ット「民主

主義者に反対してのみ兵卒は救われる（Ｇｅｇｅｎ Ｄｅｍｏｋ．ａｔ．ｎｈｅｌｆｅｎｎ岨Ｓｏ１ｄａｔｅｎ）」を出版した 。こ

のタイトルは反革命のスローガンとして屡々引用された。ここでは，プロイセン最高軍事法廷

（ｄ１。。ｂ。。。ｔ．ｎｍ１１１ｔ。。１。。ｈ．ｎＩｎ．ｔ．ｎ。。ｎＰ。。ｕＢ．ｎ。）が，軍隊を，市民革命に対する反革命の闘争におけ

る道具とみなしたことを文書で証明した。こうしてかれは民王王義の擁護者からｒプロイセンの

カヴェニャッ ク（ｄ・・ｐ・・ｕＢｉ・・ｈ・ Ｃ…ｉｇｎ・・）」と呼ばれ，ヴランゲルを軍事派の実行機関とすると ，

グリースハイムはその頭脳としての役割を果したのであ った 。

　プロイセン国民議会の左派と ，その思想が多くの条項に表示された「ヴ ァルデ ック憲章」とは ，

伝統的なプロイセンにおける軍隊組織の基礎を破壊しようとした。この王国の伝統的な陣地に対

する攻撃が，不可侵とみなされた大元帥の機関のなかの軍隊（ｄ１ｅ　Ａｍ．ｅ　ｍ　ｄ。。Ｉ。。ｔ１ｔ．ｔ１ｏ．ｄ。。

Ｏｂ・・。ｔ・ｎ Ｋ・ｉ・ｇ．ｈ・・凧ｄｉ・・１・ｕｎ・ｎｔ・。ｔｂ・・ｇ・１ｔ）に打撃を与えたのである 。これに対し，グリースハ

イムに指導された反革命軍事派は反論を加えたのであるが，それは６点に纏めることができる 。

　¢常備軍の組織への市民の批判は軍隊の存在の基礎を脅やかす，　「一般的民衆武装」という

市民の要求は軍隊による武装管理の独占権を侵害する ，　軍隊とともに市民軍を恒常的な憲法の

制度とすることは，功績があり ，伝統的に安定した境遇にある軍隊を侮辱するものである ，＠常

備軍に対して市民軍と後備軍を優越させるという革命運動の傾向は，現役の将校団の特権のみで

なく ，下士官団の特権をも侵害する／以上小括。軍隊に自由主義と共同決定の原理を貫徹しようとする

市民の努力は，軍事規律，指揮系統，撃破力（ｍ１１１ｔａｒｌｓｃｈｅ　Ｍａｍｚｕｃ
ｈｔ，Ｆｕｈｒｕｎｇｓ

ｈ１ｅｒａｒｃｈ１ｅ　ｍｄ

Ｓｃｈ１ａｇｋｒａｆｔ）という軍隊の伝統的考えと一致せず，軍隊の精神は，改革の理念によっ てではなく ，王政復古

の理念によっ て規定されたことが明白〕。

　　軍隊の憲法上の宣誓（Ｖ。。ｆ。。。ｕｎｇ。。１ｄ　ｄ。。 Ｈ。。。。。）は旗盟（Ｆ．ｈｎ．ｎ．１ｄ）との二重性を生み出し ，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５２３）
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軍隊の撃破力に対する危機を招来する 。すなわち，二重の忠誠の宣誓は，戦時において大元帥の

命令と憲法の規範のいずれを優越させるのか，という正義と良心との矛盾へと導くからである 。

したがって，この点についての政治的審議が必要であるが，「ヴ ァルデ ック憲章」は「いかなる

武装軍団も審議することは許されない」と規定しているので，軍隊の憲法上の宣誓と ，矛盾に対

する審議の禁止とが明白にそごすることになる ，＠最後に，フランクフルト国民議会の統一的 ，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６）
中央集権的帝国軍事制度への反対，以上である 。

　以上のように，市民運動が，とりわけｒヴ ァルデ ック憲章」における一貫した防衛政策構想を

発展させて，自由主義と民王王義の原理およぴ軍事上の必要とを満足させようとしたのに対して ，

軍隊は，「十字新聞」や「ユンカー議会」に結集し始めた反革命陣営と同盟して，自らを守るこ

とを余儀なくされる状況に追い込まれていたのである 。シュ ヴァイドニッツ事件はこのような状

況のもとで発生したので，単なる偶発事件としてではなく ，軍隊全体の挙動の予兆，一種の反革

命のテストケースとして世論は受けとっ たのであり ，その後の経過はそれが正しかったことを証

明したのであ った。つぎに，プロイセン国民議会における討議の考察に移ることにしよう 。

１）Ｖ　Ｖａ１ｅｎｔｍ，ａ　ａ　Ｏ ，Ｚｗｅ１ｔｅｒ　Ｂａｎｄ２３８～２３９Ｅｍｓｔ　Ｒｕｄｏ１ｆ　Ｈｕｂｅｒ，Ｄｅｕｔｓｃｈｅ　Ｖｅｒｆａｓｓｕｎｇｓｇｅｓ
－

　ｃｈ１ｃｈｔｅ　ｓｅ１ｔ１７８９Ｂａｎｄ　ｎ，Ｄｅｒ　Ｋａｍｐｆ　ｕｍ　Ｅｍｈｅ１ｔ　ｕｎｄ　Ｆ
ｒｅ１ｈｅ１ｔ１８３０ｂ１ｓ１９５０，Ｓｔｕｔｔｇａ血Ｂｅｒ１ｍ　Ｋ ｏ１ｎ

　Ｍａｍｚ１９８８，７３５なお，１８４８年４月１９日の市民軍に対する国王の認可については，Ｖｇ１Ｄｏｋｍｅｎｔｅ

　ｚｕｒ　ｄｅｕｔｓｃｈｅｎ　Ｖｅｒｆａｓｓｕｎｇｓｇｅｓｃｈ１ｃｈｔｅ，Ｈｅｒａｕｓｇｅｇｅｂｅｎ　ｖｏｎ　Ｐｏｆ　Ｄｒ　Ｅｍｓｔ　Ｒｕｄｏｌｆ　Ｈｕｂｅｒ，Ｂａｎｄ１
，

　Ｄｅｕｔｓｃｈｅ　Ｖｅｒｆａｓｓｕｎｇｓｄｏｋｕｍｅｎｔｅ１８０３－１８５０，Ｓｔｕｔｔｇａｒｔ　Ｂｅｒ１ｍ　Ｋｏ１ｎ　Ｍａｍｚ１９７８．４５２

２）Ｖ　Ｖａｌｅｎｔｍ　ａ　ａ　Ｏ ，Ｚｗｅ１ｔｅｒ　Ｂａｎｄ，２９１Ｅ　Ｒ　Ｈｕｂｅｒ，ａ　ａ　Ｏ ，Ｂｄ】Ｉ，７２９，７３０なお ，１８４８年５月２２

　日にプロイセン国民議会に提出された政府早案の全文については，Ｖｇ１Ｖｅｒｈａｎｄ１ｍｇｅｎ，Ｂａｎｄ　Ｉ，１～

　６．「ヴ ァルデ ック憲章」の全文については，Ｖｇｌ．Ｅｂｄ
．，

５８９～５９２

３）　Ｖｇｌ　Ｅ　Ｒ　Ｈｕｂｅｒ，ａ　ａ　Ｏ ，Ｂａｎｄ　ｌＩ ，７３０

４）　Ｖｇｌ．Ｅｂｄ
．，

７３０～７３Ｚ

５）　Ｖｇ１．Ｅｂｄ
．，

７３２

６）Ｖｇ１．Ｅｂｄ
．，

７３２～７３５．なお，ここでプロイセン軍隊の伝統の形成とその維持の過程を理解するため

　に，社会の変化との関連におけるプロイセン軍制の変化過程，および軍隊が社会に及ぼした影響につ

　いて ，Ｍａｎｆｒｅｄ　Ｍｅｓｓｅｒｓｃｈｍ１ｄｔ，ＰｒｅｕＢｅｎｓ　Ｍ１１１ｔａｒ　ｍ　ｓｅｍｅｍ　ｇｅｓｅ１１ｓｃｈａｆｔｌ１ｃｈｅｎ　Ｕｍｆｅ１ｄ
，ｍ，Ｇｅｓｃ

ｈ１ｃ ｈ－

　ｔｅ　ｕｎｄ　Ｇｅｓｅ１１ｓｃｈａｆｔ　Ｚｅ１ｔｓｃｈｒ１ｆｔ　ｆｕｒ　Ｈ１ｓｔｏｒ１ｓｃｈｅ　Ｓｏｚ１ａ１ｗ１ｓｓｅｎｓｃｈａｆｔ　Ｓｏｎｄｅｒｈｅｆｔ６，ＰｒｅｕＢｅｎ１ｍ　Ｒｕｃｋ－

ｂ１１ｃｋ　Ｈｅｒａｕｓｇｅｇｅ
ｂｅｎ　ｖｏｎ　Ｈａｎｓ－Ｊｕｒｇｅｎ　Ｐｕｈ１ｅ　ｍｄ　Ｈ

ａｎｓ－
Ｕ１ｒ１ｃｈ　Ｗｅｈ１ｅｒ，Ｇｏ廿ｍｇｅｎ１９８０，を用いて ，

　３０年戦争からドイッ帝国創立までを通史的に，やや立入 って概観しておきたい 。

　　Ｉ　３０年戦争からプロイセン改革まで。１７世紀末にブランデンブルクープロイセンに常備軍が設置

　された時，補充制度や軍隊の構成と役割は他のヨーロソパ諸国と大差はなかった。兵士は募集した傭

　兵，士官は土着貴族の一族と市民とであ った。しかし，３０年戦争の経験から ，１６５３年以降ホー エンツ

　ォレルンの内政の最重要対象に軍隊がなっ た。 厳格な軍隊組織は権力政治的目標達成に不可欠であ っ

　た。選帝侯フリードリッヒーヴィルヘルムは，ブランデンブルク ープロイセンを最も強力な北ドイツの

　領邦に，帝国におけるプロテスタンティズムの支配勢力にすることを夢みた。こうして，Ｏ．ヒンッ

　ェ（Ｏｔｔｏ　Ｈｍｚｅ，Ｄ１ｅ　Ｈｏｈｅｎｚｏ１１ｅｍ　ｕ　ｌｈｒ Ｗｅｒｋ， Ｂｅｒ１ｍ１９１６，２０３，２１４，２５３）が指摘するように，権力

　政治的航路が「大きな歴史的，政治的必要」となり ，「軍事国家の前進する精神」となっ たのである 。

　　軍事制度は最初控え目で，１６４０～１６５３年には２ ，５００人の兵士であ った。その後飛躍的に増強された

　が，経済の壁と衝突して ，１６５５～１６６８年に７５連隊が設置され，解散に至 っている 。そこで租税制度と

　行政が目標達成のために整備され，等族が無力化された。しかし，なお外国の支援に頼 っていた 。

　１６７９年のサンジェ ルマン和約（Ｆｒ１ｅ
ｄｅｎ　ｖｏｎ　 Ｓｔ　 Ｇｅｒｍａｍ）後，秘密の同盟協定に基ついてフランス

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５２４）
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から高額を獲得して ，１６８８年に選帝侯は ，１ ，０３０人の士官と３万人の兵卒を残して没した（Ｍ．Ｍｅｓ －

ｓｅｒｓｃ ｈｍ１ｄｔ
，ａ　ａ　Ｏ， ４３～４４）。

　しかし，この時代に既に後のプロイセン軍事制度における特殊性の根源が形成された。「ブロイセ

ン国家の本来の生活原理」（Ｏ　Ｈｍｚｅ，ａ　ａ　Ｏ， ２２１）としての権力志向と「将来告知的な」王室と地

方貴族の利害の結束の固有の形態とがそれである 。！６５３年８月５日のクールマルクのラントターク決

議が重要な意味をもっ た。 これは一方で大巾な軍隊の縮小を行なっ たが，他方で１８世紀における軍事

国家建設の経済的，社会的解決法と後世まで作用した特殊「プロイセン的」心情（ｓｐｅｚｉ丘
ｓｃｈ

”ｐｒｅｕＢ １ｓｃ ｈｅ
‘‘

Ｇｅｓ１ｍｕｎｇ）とを準備した。その内容は，¢なお控え目ではあ ったが，１亘常的に軍隊を

維持する普遍的手段を認可，　これと結合して，ラントタークの政治的対話資格の断念と等族制度の

意義の消滅〔立法機関なしでのホーエンッォレルン行政，軍事の実施〕 ，　地方貴族の子孫に対する

和解，すなわち農場隷民（Ｇｕｔｓｕｎｔｅｒｔａｎ）に対する貴族の領王権と農奴制（Ｌｅ１ｂｅｌｇｅｎｓｃｈａｆｔ）の法的

繋留の認可〔地方貴族の伝統的諸権利の認可。地方貴族はこの時以来プロイセンの軍事，経済，社会

制度の絶対に必要な構成部分となる〕 ，　農民に対しては，戦争金庫（Ｋｒｉｅｇｓｋａｓｓｅ）への「軍事分担

金（Ｋｏｎｔｒｉｂｕｔｉｏｎ）」の支払い，加えて畜役や運搬賦役（Ｓｐａｎｎ－ｕｎｄ　Ｆｕｈｒｄｉｅｎｓｔ） ，馬匹，下僕，放牧

地の配備等多くの負担を認可，（亘）市民は問接税（Ａｋｚｉｓｅ）を負担，本質的には消費税であ って ，都

市生産物の購入者が負担〔以上の都市市民負担と農民負担は１６４３年の「割前協定
（Ｑｕｏｔ１ｓａｔ１ｏｎｓｒｅｚｅＢ）」によると５９４１％〕 ，　軍税の統一的管理は，都市では軍事　租税監察官
（Ｋｒｌｅｇｓ－ ｍｄ　Ｓｔｅｕｅｒｋｏｍｍ１ｓｓａｒｅ）が，農村では郡と行軍監察官（Ｋｒｅ１ｓ－ｕｎｄ　Ｍａｒｓｃｈｋｏｍｍｌｓｓａｒｅ）が

行なう ，以上であ った（Ｍ．Ｍｅｓｓｅｒｓｃｈｍｉｄｔ　ａ．ａ．Ｏ
．，

４４～４５）。

　以上，選帝侯は，中央集権的な軍事，行政，財政を開始し，負担のない貴族と ，国家のために働き ，

支払う農民および市民，収入の大部分は軍隊の維持に費消，という全国家的統治を残して１６８８年に没

したのである 。

　フリードリッヒ１世はこの過程を窮極にまで推進した。３０年戦争の打撃は大きく ，１６１７年を基準と

すると ，人口は１７２０／１７５０年にや っと元の水準に回復し，土地利用も１８世紀中葉まで増大しなか った 。

この状況の下で，プロイセン最初の国王（ＰｒｅｕＢｅｎｓ　ｅｒｓｔｅｒ　Ｋｏｍｇ）は４万人に兵士を増大したので

ある〔権力政治的奮修〕。 この制度の唯一の受益者は，１８世紀に将校の地位を確保した貴族であ った

ので，つぎにこの点をみておこう 。

　選帝侯は軍隊における貴族の馴致を行なっ た。 ¢連隊長が，「企業家」としてもっ ていた農村下僕

を使用する期問の権利（ｄｉｅａｕｓ ｄｅｒ Ｌａｎｄｋｎｅｃｈｔｓｚｅｉｔｈｅｒｒｕｈｒｅｎｄｅｎ Ｒｅｃｈｔｅ ｄｅｒ Ｏｂｒｉｓｔｅｎ，ｄｉｅｓｉｅ

ｅｍｓｔ　ａｌｓ
，，

Ｕｎｔｅｍｅｈｍｅｒ“ ｂｅｓｅｓｓｅｎ　 ｈａｔｔｅｎ）の縮小，　１７世紀末における将校の人事問題の中央管理 。

連隊長の昇進提案は総軍事監察官（Ｇｅｎｅｒａｌｋ
ｒ１ｅｇｓｋｏｍｍｌｓｓａｒｅ）を通じて ，高級将校のはあいには元

帥（Ｇｅｎｅｒａ１ｆｅ１ｄｍａｒｓｃｈａ１ｌ）を通じて ，国王に提出，　裁判権は選帝侯にあり ，連隊長は「司法の管

理（Ａｄｍｍ１．ｔ．ａｔ１ｏｎｄｅ．Ｊｕ．ｔ１。）」のみ保持，　布令や新たに締結する再服役については，軍隊の多様

性から連隊長相互で調整，がそれである 。

　フリードリッヒ ・ヴィルヘルム１世は統一的将校団を形成し，国家と杜会は法外な軍隊の必要のた

めに秩序づけられた。１７世紀中葉にブランデンブルク貴族を軍隊に入れることが選帝侯の義務となり ，

１６５３年の協定（ｄｅｒ　ＲｅｚｅＢ　ｖｏｎ１６５３）によりそれが体系化された。新しい職業身分的社会秩序のなか

で， 貴族は絶対主義的服務貴族，軍事貴族として指導的役割を果したのである 。フリードリッ ヒ・ ヴ

ィルヘルム１世はそれをさらにつぎのようにして強化した。¢貴族の後継者は幼年学校（ｄｉｅ

Ｋａｄｅｔｔｅｎｈａｕｓｅｒ）に強制入学。１７２２年１月の訓令（Ｉｎｓｔｒｕｋｔ１ｏｎ　ｖｏｍ　Ｊａｎｕａｒ１７２２）が発せられた時に

はベルリン幼年学校には既に３００人の生徒が在籍。　貴族は「神とプロイセン国王以外のいかなる主

人も知 ってはならない」。

　つぎに，将校身分には特別の権利と義務が与えられ，軍事貴族が創出された。これは ，１８０８／１４年

の改革，１８４８年の革命，第二帝国の創出を越えて生きつづけた。¢すべての将校に統一的官等記章

（ｄ１ｅｅｍｈｅ１ｔ１１ｃｈｅ　Ｒａｎｇａｂｚｅ１ｃｈｅｎ）が導入，里銀陣中授章と勤務記章としての胸当（ｄ１ｅ　ｓｃｈｗａｒｚｓｌｌ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５２５）
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　　ｂｅｍｅ　Ｆｅ１ｄｂｍｄｅ　ｍｄ　ｄｅｒ　Ｒｍｇｋｒａｇｅｎ）を着用，　婚姻勅令（Ｍａｔｒ１ｍｏｍａ１ｅｄ１ｋｔ）により ，中小尉は

　　運隊長の許可なしでの結婚を禁止，違反者には官職剥奪と要塞刑，　将校の婚姻事件では国王に告訴 ，

　　１７１７年以降中小尉は国王の婚姻認可が必要，＠１７１３年に新しい陸軍法規摘要（Ｋｒ１ｅｇｓａれ１ｋｅ１）が兵卒

　　と下士官に対しても発布され，統一的軍事法が廃止された結果，将校を特別扱いするために，１７１４年

　　に将校の勤務規則（Ｄ１ｅｎｓｔｒｅｇ１ｅｍｅｎｔ）が発布，＠以上は１７２６年の勤務規則（Ｄ１ｅｎｓｔｒｅｇ１ｅｍｅｎｔ　ｖｏｎ

　　１７２６）で完結。これはフリードリッヒ大王により二三の変更が加えられた後，１７８８年の条例となり
，

　　 １９世紀まで有効，＠１７１３年に，１７０８年の位階条例が変更。今迄の最高位の上級侍従長
　　（０ｂｅｒｋａｍｍｅｒｅｒ）が廃止されて，元帥（Ｇｅｎｅｒａｌｆｅ１ｄｍａｒｓｃｈａ１１）が最高位に。こうして将校が社会的

　　指導者の最高の地位に就き ，国王は名誉連隊長（Ｒｅｇｍｅｎｔｓｃｈｅｆ）として機能し，好んで将校の服を

　　着用したのであ った（Ｅｂｄ
．，

４５～４７）。

　　　ところで将校は騎兵隊（Ｋａｖａ１１１ｒｅ）の役割を教練親方（Ｄｒ１１ｌｍｅ１ｓｔｅｒ）の役割と取り替えなけれは

　　ならなかった。兵士の王（Ｓｏｌｄａｔｅｎｋｏｍｇ）の皇太子時代は過渡期であ って，これに対し多くの将校

　　と将軍とが抗議し，外国の将校は日常勤務の小事に干渉するプロイセンの教練担当者を冷笑した。し

　　かし，教練はプロイセンの大国要求と直接関連すると同時に，プロイセン軍人に同じ身分意識を植え

　　つけた。この，量の代りに質，との考えは，１９世紀と２０世紀において悟越へと変質した原理へと体系

　　的に発展させられ，隣接する大国との比較では，質の重視は，すべての財源をあげて物質的に裏打ち

　　されながら，最大可能な量を排除するものではなかったのである 。そして，土地所有貴族の経済的 ，

　　政治的権力地位を保持しながら，プロイセンの中核諸州における経済的，政治的組織がプロイセン軍

　　事国家の基礎を形成したのであ った 。

　　　国家行政と司法の権力の及ぶ範囲は農場領王制（Ｇｕｔｓｈｅｒｒｓｃｈａｆｔ）の前までであ った。これが軍隊

　　制度内部における貴族の地位を確定した。すでに１７３３年以前に行なわれた「徴兵区制度

　　（Ｋａｎｔｏｎｓｙｓｔｅｍ）」の法典編纂において ，中核諸州における農民とその他の隷属民（ｄｅｒ　Ｂａｕｅｒ　ｍｄ

　　ｄ１ｅ　ｓｏｎｓｔ１ｇｅｎ　Ｈｍｔｅｒｓａｓｓｅｎ）とが軍事制度の中心像となる区画の作成を規定した 。１８世紀最初の３０年

　　には，募兵政策と農業政策（Ｈｅｅｒｅｓ－
ｕｎｄ　Ａｇｒａｒｐｏ１１ｔ１ｋ）の同一性が国制を形成した。農民は募兵自

　　由とされ，募兵業務は連隊長に委ねられた。「兵士の王」はこの過程を軍隊の増大と民兵

　　（Ｌａｎｄｍｌ１１ｚ）の廃止とにより強行した。農民は直接軍隊の占有となり ，１７１３年の命令（Ｏｒｄｅｒ）によ

　　 って勤務義務は時間的制限なしとされた。募集が容赦なく行なわれ，これを逃れるために全村の住民

　　が移住する事態も生じた。これにはこの層の賦役に依存していた地方貴族（Ｌａｎｄａｄｅ１ｍａｍ）も困 っ

　　た。将校と地方貴族との利害が矛盾することになっ たためである 。

　　　１７３３年の「徴兵区制度」が農業と軍隊との問の調整を行なっ た。 その要点を列挙すると ，０各連隊

　　に特定の徴兵区域（ｅｍｂｅｓｔｌｍｍｔｅｒ Ａｕｓｈｅｂｕｎｇｓｂｅｚ１ｒｋ）を割り当てる ，　将来の新兵（ｋｕｎｆｔ１ｇｅ

　　Ｒｅｋｒｕｔｅｎ）が子供の時に連隊リストに記載〔兵籍編入（Ｅ１ｍｏ１１１ｅｒｍｇ）〕 ，　徴募（ ，，

Ｗｅｒｂｍｇ
‘‘

）は外

　　国人に対してのみ行なわれる，しかし，「兵籍編入」は事実上内国人の強制徴兵を結果〔国民軍創設

　　への第一歩。本稿との関連では後述の１７１３年の帝国営業令（Ｒｅ１ｃｈｓｇｅｗｅｒｂｅｇｅｓｅｔｚ　ｖｏｎ１７３１）と１７３１

　　～１７３６年における新ブランデンブルクープロイセンのツンフト令（ｄｉｅｎｅｕｅ
　　 ｂｒａｎｄｅｎｂｕｒｇ１ｓｃｈ　ｐｒｅｕＢｌｓｃｈｅ　Ｉｍｍｇｓｒｅｃｈｔｅ１７３２～１７３６）による遍歴職人のプロイセン領内封じ込め

　　 ＝都市経済政策から国家的経済政策への移行，および本稿（地で述べた，フランス人官吏を登用したフ

　　　リードリッヒ大王によるレジ（Ｒｅｇｉｅ）の ，１７８６年の廃止 ＝プロイセン人による官僚独占化と ，この

　　内国人強制徴募とは，人口の国際問移動を封じ，手工業者，官僚，軍隊を内国人の独占とすることに

　　よる国民国家形成への重要な一歩〕。

　　　＠勤務義務は生涯に及ぶ。しかし，農場領主制と国庫のために，古い慣習に基づく休暇制度
　　（Ｂｅｕｒ１ａｕｂｕｎｇｓｓｙｓｔｅｍ）を勘案して ，年問の教練期問（Ｅｘｅｒｚｌｅｒｚｅ１ｔ）の２～３か月以外，兵士は農

　　業労働のために帰宅させられる，これにより屡々同一人である中隊長（Ｋｏｍｐａｍｅｃｈｅｆ）と農場領王

　　　との利害が調和し，農民の生涯は農場と軍隊の建物に限定，＠したがって，「兵籍編入」された農民

　　　と兵卒となる農民の逃亡は厳罰〔全財産の没収〕を課せられ，また全村が脱営阻止の努力，　徴兵区

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５２６）
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における将校の権限が，将校を兵士と「兵籍編入者」との主人にする ，すなわち，結婚認可や，勤務

義務の僅少の解放に対しての将校への支払い，¢帰休兵も家産裁判権から抜粋した軍事法のもとに置

かれる ，＠以上より ，農民にとり農場領主強制制度と軍事強制制度は車の両輪，　１７１４年２月２８日の

歩兵操典（Ｉｎｆａｎｔｅｒ１ｅｒｅｇｌｅｍｅｎｔ　ｖｏｍ２８Ｆｅｂｒｕａｒ１７１４）により ，連隊長による兵士への処罰権の範囲

は排列捷刑（Ｓｐ１ｅＢｒｕｔｅｎ１ａｕｆｅｎ）や死刑を含み，法官部長（Ｇｅｎｅｒａ１ａｕｄ１ｔｅｕｒ）を経て国王が監視，＠

フロイセン軍事制度は，農民保護令（Ｂａｕｅｍｓｃ
ｈｕｔｚｖｅｒｏｒｄｎｍｇｅｎ）により軍隊と租税徴収の両方に

機能が及んだ，すなわち，軍隊補充と農民負担の軍事分担金とによる軍隊の維持，０徴兵区制度は

１７３０年代にライン ，ヴェストファーレン地域へも拡大，しかし，ここでは以前から外国人募兵が根づ

いており ，導入後も現役軍隊の３分の１を外国人が占める（Ｖｇｌ．Ｅｂｄ
．，

４７～４９）。

　同時に多くの内国人が徴兵から免除された。将校の息子，官僚，「教養身分（ ，，

ｄｅｒ　ｇｅ１ｅｈｒｔｅｎ

Ｓｔａｎｄｅ‘‘ ）」

，土地所有者，商人，製造業者，羊毛労働者，神学者の子孫，がそれである 。１８世紀末ま

で農村と都市の人口比率は７ ：２であ ったので，農村人口が兵士の供給源であ った。また間接税収入

よりも軍事分担金と御料地収益（Ｄｏｍａｎｅｎｇｅｆａ１１ｅ）の方が大きか った。農村とは逆に，駐とん軍都

市（ｄ１ｅ　 Ｇａｍ１ｓｏｎｓｔａｄｔｅ）の経済は徴募者とその家族に依存していた。そしてプロイセン軍事制度を

自己表示する中心となっ た。

　１６４８年に既に諸都市に歩兵部隊（Ｉｎｆａｎｔｅｒ１ｅ）が配置され，１７１８年には騎兵隊（Ｋａｖａ１１ｅｒ１ｅ）が配置

された。ベルリンでは，１７６６年に６７１人の士官と ，２７ ，６６０名の下士官と兵卒とが駐とんし ，１１ ，ＯＯＯ人

の婦人と子供が随伴し，軍事裁判権（Ｍ１１１ｔａ．ｇｅｒ１ｃｈｔｓｂａｒｋｅ１ｔ）に服した。ベルリンやフランクフルト

／オーテルでは，一連の工場が，陸軍経理部（Ｍ１１１ｔａｍｒｗａ１ｔｍｇ）により ，陸軍孤児院（Ｍ
１１１ｔａｒ

ｗａ１ｓｅｎｈａｕｓｅｒ）から子供を低廉な労働力として与えられた 。

　農村，都市，経済，軍隊の必要，は不可分の結合関係に立ち ，１７４０年頃には人口においてヨーロッ

パ諸国の１３位，面積で１０位であ ったのに対し，軍隊の規模は第４位であ った。駐とん地は農産物の主

要購入者となり ，将校は，兵士の俸給を顧慮して，パン ，肉，ビールの価格を固定し，穀物価格政策

により募兵供給を容易にした。行政官庁には到る処に軍人が位置し，農村では将校が郡長として勤務

した。フリードリッヒ２世のもとでこの構造は強化され，軍隊はさらに増大されたが，戦争政策によ

り困難に逢着した。軍隊は１７４０年に２２５万人の人口のうちで８万人であ ったのが，大王の没した１７８６

年には５５０万人の人口のうち，２０万人に達していた。国家収入の３分の２が軍隊に投ぜられた。兵士

は， 抑制され，容易に命令に服す機構として必要であり ，プロイセン啓蒙的絶対主義の機構の一部と

して機能したのであ った 。

　兵力増強の強制装置のなかで，土地所有貴族を軍隊における指導的地位の貯水池としたことが，１

世紀にわたる内的安定を保障した。軍隊と農村支配とは緊密に咬み合 っていた。命令するのに慣れて

いた農村貴族は生来の将校潜在力であ った。貴族農場の買い占めは禁止された。貴族は古プロイセン

諸州の地域の半分以上を支配していた。一方で農場領主と将校，他方で農場隷民と徴募新兵
（Ｇｕｔｓｍｔｅｒｔａｎ／Ｋａｎｔｏｍｓｔ）とが対時した。大王は，軍隊のなかで将校団に公正な適応よりも厳格な

適応を強制し，上の制度を不変に留めた。１７５２年の遺言（Ｔｅｓｔａｍｅｎｔ　ｖｏｎ１７５２）において ，大佐

（Ｏｂｅｒｓｔ）と将官，将官と国王との間にも無制限に適用される盲目的服従の必要を強調したのである 。

　盲目的服従と高貴な態度とは大王にとり矛盾はしなか った。かれは国家における身分制秩序を重視

した。かれは市民的人生観（ｄ１ｅ　ｂｕｒｇｅｒ１１ｃ ｈｅ　Ｌｅｂ
ｅｎｓａｎｓｃｈａｕｕｎｇｅｎ）に染まることを危険と看傲し

，

将校を好んで監禁し，高級将校と「功名心（Ａｍｂｉｔｉｏｎ）」をもつ同僚とのみ交際させた。フベルトゥ

スブルク和約（Ｈｕｂｅｒｔｕｓｂｕｒｇｅｒ　Ｆｒｉｅｄｅｎ）後，かれは市民出身の将校を，歩兵連隊と胸甲騎兵および

竜騎兵連隊（Ｉｎｆａｎｔｅｒ１ｅ 一，
Ｋｕｒａｓｓ１ｒ－ｍｄＤｒａｇｏｎｅｒｒｅｇ１ｍｅｎｔｅｍ）から隔離し ，一部を兵役に耐え得な

いとの理由で恩給生活へと放逐した。他は先輩と同じ仕事をする守備隊連隊（ｄｉｅ
Ｇａｍ１ｓｏｎｒｅｇ１ｍｅｎｔｅｍ）に編入されたのであ った 。

　将校団は大王のもとで明白な旋回を遂げた。古い軍国主義により貫通された杜会構造は基礎として

不変であ ったが，軍隊における以前の貴族的臣下（ｄｅｒａｄ１１ｇｅ Ｖａｓａ１１） ，後の王の召使（Ｋｏｍｇｓ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５２７）



２５６　　　　　　　　　　　　　　　立命館経済学（第４３巻 ・第３号）

　　ｄｉｅｎｅｒ）は，広範囲に及ぶ，多くの処置を定めた諸原則に従 って行動しなければならない，単なる職

　　員に転化した〔「王の召使」から「国家の召使」への官僚の転化と同じ過程〕。

　　　プロイセン軍事国家は拡大の結果疲弊していっ た。 軽薄で，理由のない第１次シュレージエン戦争

　　とシ ュレージエンの併合とは，最早克服できない国家による危害という感情を醸成し，ヨーロッパを

　　プロイセンの権力政策によっ て揺した。しかし，大王の原理は留まっ た。 国家の拡大のためにあらゆ

　　る機会を利用することが１７５２年の遺言によっ て外交政策の基礎とされたのである 。

　　　大王の治世の末期には，変化した諸事膚のもとで，イエーナの敗戦後の改革でもっ て古い農業制度

　　と ，農業社会の軍事化を基礎とする軍事制度とが解体するという ，軍事国家の新しい形態の要素が現

　　出してきた。しかし，１７９２年の徴兵区条例（ｄａｓ　Ｋａｎｔｏｍｅｇ１ｅｍｅｎｔ　ｖｏｎ１７９２）は臆病な改革の試みに

　　留まり ，軍人はフランスの発展から何も汲み取ろうとはしなか った。関心は軍事的効率性（ｄｌｅ　ｍ１ｌ１

　　 ｔ註ｒｉｓｃｈｅ　Ｅｆｆｅｋｔｉｖｉｔ註ｔ）に向けられた。それは，２０才代の勤務期問と年にほぼ２か月の教練期間とを一

　　般的兵役義務にしようとしたが，多くの免除が設けられて，負担はすべて農村と都市の貧民の肩にか

　　かることになっ たのである 。

　　　この結呆，免除の特権を享受したのは，西ドイッの工業地帯やグラ ッッ伯領（ｄｉｅ Ｇｒａｆｓｃｈａｆｔ

　　Ｇ１ａｔｚ），ベルリン ，ポッダム ，ブランデンブルク ，マクデブルク等の大中都市であ った。免除者の数

　　は，当時８７０万人の人口のうちで１１７万人に達した。外国人の募兵はなお廃止されなか った。フリード

　　リンヒ ・ウィルヘルム３世は，１７９７年の覚書で ，兵士の状態は「余りにも悲１参で，憐むべき」もので

　　ある ，と述べた。しかし，軍事国家を救うための政治的対話はなされなか った。将校は依然として品

　　位（Ｗ肚ｄｅ）をもち ，平民（ｄｅｒ　ｇｅｍｅｉｎｅ Ｍａｍ）に「神聖で，過失のない」人と思われていた。啓

　　蒙的批判家は，古プロイセン的に思考する将校の閉鎖的な戦線と対立し，１８０７／１８１４年の改革局面へ

　　と突入するのである（Ｅｂｄ 、，

４９～５３）。

　　　Ｉ　改革期から帝国創設まで。改革は，大王の軍隊がナポレオンの軍隊に破局的な敗退をした結果 ，

　　開始された。しかし，改革者は常備軍を公然と本質的な点で変化させ得ないと考えた。シャルンホル

　　 スト（Ｓｃｈａｍｈｏｒｓｔ）は，政治的変化との関連において軍事的進歩を計ることを長い間罵踏した。敗

　　戦以前には，古い横隊戦術（ｄ１ｅ　ａ１ｔｅ　Ｌｍｅａｒｔａｋｔ１ｋ）を疑問視する革命軍の新しい戦争像と既存常備

　　軍内部における解決の可能性とを信じたに過ぎなか った。ナポレオンとの対戦の直前の，１８０６年に初

　　めて「防衛のはあいのための」国民軍（Ｎａｔｌｏｎａ１ｍ１１１ｚ
，，

ｆｕｒ　ｄｅｎ　Ｖｅｒｔｅ１ｄ１ｇｕｎｇｓｆａ１１
‘‘

）を提案した。こ

　　のばあいには，国民全員が武装し，祖国愛と国家利益に目醒めることが要求されたのである 。

　　　しかし，改革前にも後にも ，プロイセン軍事国家は国民軍の建設のための余地をもたなか った 。

　　「予備軍（Ｒｅｓｅｒｖｅａｒｍｅｅ）」と「地方軍（Ｐｒｏｖｍｚ１ａｌａｍｅｅ）」を構想した初期の草案は，将校団と兵役

　　免除者の感情を顧慮して，机上のプランに留まっ た。 所謂「定員外の隊馬制度（ｄａｓｓｏｇ

　　 ”Ｋｒｍｐｅｒｓｙｓｔｅｍ
‘‘

）」が１８１４年の一般的兵役義務への架橋となっ た。 これは常備軍に対する土着の予

　　備隊を形成することに利用された。１８０８年９月８日のパリ協定以降，プロイセンの軍隊は１０年の問

　　４２ ，０００人に固定された。１８１３年に初めてフリードリッヒ ・ヴィルヘルム３世は戦争継続のために，今

　　までと異なる例外的提案を行なっ た。 これが徴兵区法の終焉を告げた。１８０７年の１０月勅令によりライ

　　プアイゲンシャフトと農場領主制が廃止されて後，その基盤が失われたからである 。

　　　１８１４年の防衛法によりプロイセンの軍隊は，将校団を除き ，大王の軍隊とは全く異なっ た社会的基

　　盤に立つことになり ，新秩序は，フリードリッヒ ・ヴィルヘルム１世の制度と同様に，１９世紀を通じ

　　て継続する。それは適応能力をもち，産業革命を越えて，後には帝国レベルにおいても貫徹した。シ

　　 ャルンホルスト ，グナイゼナウ（Ｇｎｅ１ｓｅｎａｕ），ボイェンの王要な関心は軍隊と国民との綜合に向け

　　られた。一般的兵役義務とそれに随伴した法的な規定の統一 就中新陸軍懲罰令（ｄａｓｎｅｕｅ

　　Ｍ１１１ｔａｒ－ Ｓｔｒａｆ－ｍｄ　Ｄ１ｓｚｌｐ１ｍａｒ－ｒｅｃｈｔ）と３年，時には２年のみの現役勤務義務の限度とが，兵役を我

　　慢できるものにした 。

　　　すなわち，以前に兵役の主力となっ ていた下層民はヨリ良い状態になっ た。 今迄兵役を免除されて

　　いた市民は１年志願特権（ｄａｓ　Ｅｍｊａｈｒ１ｇ －Ｆｒｅ１ｗｌ１１１ｇ　Ｐｒ１ｖ１１ｅｇ）でもっ て満足した。これは軍事的有用

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５２８）
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性の問題ではなく ，市民の社会的，経済的有用性が大きいことから生じた。「教養層（ｄｉｅ
，， ｇｅ

ｂｉ１
－

ｄｅｔｅｎ　 Ｓｔａｎｄｅ‘‘

）」からも青年が動員された。特権を享受したい者は通常３年の勤務期問よりも陸軍学

校（Ｍ１１１ｔａｍｓｔ１ｔｕｔ）に入ることを選んだ。一般的兵役義務はその名に値しなか った。すなわち ，最

初から兵役を免除された層がいた。息子に有資格の学校教育を受けさせ，衣服や武器を調達するとこ

ろの興隆してきた市民層や，ギムナジ ュームの高級クラスヘの編入の権利をもつ学生は，将来の後継

者の力量を高めるために必要とされた。改革者，とくにボイエンは，１年でもっ て将来の後備軍将校

と看傲し，プロイセンにおける杜会的軍国主義の新形態の礎柱と考えたのである（Ｅｂｄ ．，

５３～５５）。

　古プロイセン軍国主義が依存したのは，農業構造の軍隊における貫徹と ，国家の資源の軍隊への秩

序づけ，また軍隊自身によるこの制度の広汎な指導と組織化とであ った。しかし，貴族以外はこの制

度に根づかなか った。下層民は国家利益も愛国心もなしに動員され，市民は討論機会を与えられずに

隔離された。プロイセン改革は軍事制度に対する社会的作用の条件を決定的に変更し，特権と軽減の

結合の基礎上で，軍隊を杜会的に承認された制度へと置き換えた。ボイエンはこの効果を，とくに国

家兵力の第２の柱となる後備軍（Ｌａｎｄｗｅｈｒ）において追及した。それは，精神と行動においては常

備軍（ｄ １ｅ　 Ｌｌｍｅｎａｍｅｅ）によっ て刻印されなけれはならなか った 。

　１８１４年９月３日の防衛法（ｄａｓ　Ｗｅｈｒｇｅｓｅｔｚ　ｖｏｍ３Ｓｅｐｔｅｍｂｅｒ１８１４）により ，服役義務者（Ｄ１ｅｎ

ｓｔｐＨ
１ｃ ｈｔ１ｇｅ）は ，常備軍（Ｌｍ１ｅ）として３年勤務の後，戦時予備隊（Ｋｒ１ｅｇｓｒｅｓｅｒｖｅ）でさらに２年

を経た後，現役軍の部隊（Ｖｅｒｂａｎｄｄｅｒａ
ｋｔｉｖｅｎ Ａｍｅｅ）から分離されて，７年の問〔合計で１２年問

となる〕 ，戦争のはあいには，常備兵とともに野戦軍（Ｆｅ１ｄａｍｅｅ）を形成するところの，後備軍の

第一の召集対象となる 。平時においては，ボイエンは後備軍を常備軍から分離しようとした。かれの

見解では，後備軍は軍隊と国民との結合を示すものであ った。それはまた，常備軍から相対的に独立

した独自の補充と指揮の組織として，郡と県のレベルで組織される 。その核心部分を後備軍将校団が

形成する 。ボイエンは１８１３年に自由な被選挙権原則を提起した。郡に居住する人と ，就中土地所有者

が将校に選出される〔第３３条〕。 考えの中心には，現役軍とは異なっ た方法においてではあれ，身分

制的選択への熟慮があ った。したがって，後備軍は市民的制度ではあ ったが，「国民軍」の中核には

値いしなか った。最終結果においては，ここから余分と思われるものがさらに排除されていっ た

（Ｅｂｄ
．，

５５～５６）ｏ

　地方組織は１８１９年に廃止され，後備軍の幹部（Ｌａｎｄｗｅｈｒｋａｄｅｒ）は常備軍の区分に組織的に秩序

つけられた。１８１９年１２月２２日の閣令（Ｋａｂｍｅｔｔｓｏｒｄｅｒ　ｖｏｍ２２Ｄｅｚｅｍｂｅｒ１８１９）により ，フリートリ

ッヒ ・ヴィルヘルム３世は後備軍を常備軍の従属的組織へと降格させた。固有の司令部は，今や実際

には現役将校団に支配されたが，後備軍の制度は留まっ た。 しかし，それは，終始一貫，廃止を容易

にするために，組織的に軽視され，現役将校団により論難を浴せけられた競争企業でありつづけ，と

くに１８４８年以後には内政的にも信頼できないものと看傲された 。

　にもかかわらず，後備軍は市民層に対して軍隊への関心を抱かせた。市民層は，１８１４年以降軍隊自

身にではなく ，その特定の現象形態，例えば賭博が兵士の楽しみとなっ ていること ，を批判した 。

１８１８年に後備軍の下位の将校の地位が１年志願特権者の占有となっ て以来，ヨリ広汎な兵士の市民層

への適応が開始された。市民層は将校として，また下士官として新しい役割を演じた。すなわち ，か

れらは，多くの地方において，日曜日の演習に参加しないことを非難すべき行為，非愛国的行為とし

て攻撃した。このようにして後備軍制度は，ヨリ高い身分による下層の者に対する教育の制度として ，

ボイエンの望んだ方向に作用したのであ った 。

　もとより以前に兵役を免除されていた都市では，人々は余暇を犠牲にすることを好まなか ったにせ

よ， 大局的には，市民は兵士としてよりも管轄者として機能する方が適していたのである。しかし ，

東部地域においては市民としての機能を果すことができなか った 。１８１９年に，答刑を定めた市町村条

例の規定から予備隊と後備軍とを除外する試みが，最終的に失敗した。農民解放にもかかわらず，東

部において「調整」が行なわれた後には，古い支配関係が事実上継続し，益々強化する改革敵対諸力

と結合していっ たのである〔本稿（川をも参照せよ〕。 自由主義的に着色された社会的軍国主義の機関

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５２９）
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としての後備軍は，１８１４年のプロイセン軍事制度において弱い柱に留まっ たのである 。古い君主的 一

貴族的軍国主義の継続か，または「民主的」軍事制度へと運河を開削していくのか，といっ た最重要

問題については，後備軍は常備軍に依存せざるを得なかったのである 。

　１８世紀の常備軍の規模に比し，１８１４年のプロイセンの現役の戦闘力は，ローンの再組織
（Ｒ

ｏｏｎｓｃ
ｈｅ Ｒｅｏｒｇａｍｓａｔ１ｏｎ）に至るまで比較的小さか った〔「道徳的征服（ｍｏｒａ１１ｓｃｈｅ Ｅｒｏｂ

ｅｒｍ

ｇｅｎ）」の政策の時代〕。 将校と下士官とを含んで，兵力は１２万 ～１４万人であ った。人口は１８１６年の

１， ０３０万人から１８５８年の１ ，８００万人へと増大した。しかし，勤務期問が１８３３年から１８５７年までは３年か

ら２年に短縮されたことにより ，予備軍が顕著な増大をみた。１８３１年頃に既に戦時定員

（Ｋｒ１ｅｇｓｓｔａｒｋｅ）は戦闘員（Ｋｏｍｂａｔｔａｎｔｅｎ）のみで４７万人弱に達していた。これは僅かの平時戦力の

みをもつ他のヨーロッパ諸国のどこも達し得なかった規模であ った。そのさい考慮されなければなら

ないことは，一般的兵役義務は，幹部（Ｋａｄｅｒ）の数が決められていたので，適格者の半分にも達し

なか った点である 。制度としては小さい数字であるところの，年々３万～４万人の新兵（Ｒｅｋｍｔｅｎ）

が徴兵されたが，その回転効果により ，古プロイセン制度における数を逢かに凌駕した。隣国やドイ

ソ連邦諸邦は，プロイセンの壮丁登記徴兵制度（Ｋｏｎｓｋｒ１ｐｔ１ｏｎｓｓｙｓｔｅｍ）と歩調を合わせることがで

きなか った。第２次召集の後備軍を除いて，恒常的に１２年に至るまでの同年兵（Ｚｗｏｌｆ　Ｊａｈｒｇａｎｇｅ）

が， それゆえに少くとも３６万人から４８万人が，さまざまの方法で徴兵し得た。すべての家族の息子が

兵士となっ た。 社会と軍隊との間の以前の疎隔と ，兵卒の内的忌避とが速やかに解消していっ た

（Ｅｂｄ
．，

５６～５７）。

　古参兵に歩調を合わせるという現象が，一般的兵役義務に基つく軍隊の内部に，下士官団と所謂再

役者（ｄ１ｅ　ｓｏｇ　Ｋａｐ１ｔｕ１ａｎｔｅｎ），すなわち自由意志で長期勤務をした兵士とを，生み出した。１８３０年代

中葉に，５２０名の大隊のなかで，かれらは１２０人，ほぼ２３％の割合を占めた。軍隊の中核を形成したこ

のタイプの兵士は，僅かの物質的な優遇を受け，若い兵士に「軍人精神（Ｋｒ１ｅｇｅｒｇｅ１ｓｔ）」を圧入した

のみでなく ，初期自由主義との闘争の期間にも ，また１８４８年以後においても ，まさに顕著な政治的機

能を果したのである 。下士官経歴と将校経歴との問の障壁を湊透不可能とすることにより ，これらの

層の団結が強化された。白由主義者によっ てとくに激しく攻撃されたところの，下士官の身分精神

（ｅｍ　Ｕｎｔｅｒｏ舶ｚ１ｅｒｓ－ Ｓｔａｎｄｅｓｇｅ１ｓｔ）を造出するために，かれらは軍事指導部（ｄ１ｅ　ｍ１１１倣１ｓｃｈｅ　Ｆｕｈ

ｒｕｎｇ）を形成したのである 。集団の運命との一体感（Ｇｍｐｐｅｎｓｃｈ１ｃｋｓａ１），精神的自己満足，市民と

は異なるとの自己主張の感情，これらが「時代の精神」と無関係な，特殊な軍人の心的態度へと合体
し， 社会に対しても過少評価を許されない影響を与えたのであ った 。

　下士官のための支援団体（Ｕｎｔｅｒｓｔｕｔｚｕｎｇｓｖｅｒｅｍｅｆ皿Ａｖａｎｃ１ｅｒｔｅ）が設立され，名誉会員
（Ｅｈｅｎｍ１ｔｇ１１ｅｄｅｒ）として市民もまた参加した。１８３０年代に，下士官と再役者とのために最初の飲食

店が設置され，下士官のための最初の雑誌も発行された。「兵士の友（Ｄｅｒ　Ｓｏ１ｄａｔｅｎｆｒｅｍｄ）」は１９１４

年まで発行がつづけられた。軍司令官は，「軍団（Ｋｏｒｐｓ）」ではない，この一つの「身分」のもつ潜

在力を，自由王義に対する ，また後には社会民王王義に対する正面陣地における政治教育に利用した 。

ｖテ ソカー 将軍（Ｇｅｎｅｒａ１ｖ　Ｄｅｃｋｅｒ）は ，１８４２年に，若い兵士，就中農民と手工業者の息子〔本稿

との関連ではともに旧中問層〕が「真の国民的制度（ｗａｈｒｈａｆｔ１ｇｅｓ　Ｖｏ１ｋｓｍｓｔ１ｔｕｔ）」としての軍隊を

経験しなければならない，と書いた。ここで習性となっ た， 国王と租国への愛，軍隊における名誉の

感情が，日常勤務のなかでとりわけ下士官により注入され，時代の愚行や自由と平等の迷妄といっ た

あらゆる錯誤を恒常的に防ぐ基盤となっ た。 この二つの心性が，限度を越えた政治的狂信をもつ野蛮

な軍隊へと導いたのである（Ｅｂｄ ．，

５７～５８）。

　遅くとも１８３０年代以降，軍隊における保守的な勢力か自由主義との対決を公然と開始した。保守派

の考えでは，長期の勤務者が時代の精神に対して兵士の免疫性を作る特殊な任務を担当する 。そのた

めに３年の勤務期間が特殊な役割を演じた。これが習慣つけの期問（Ｇｅｗｏｈｎｍｇｓｚｅ１ｔ）として着想

されたのである 。「射て」とか「前へ進め」とかは兵士が直ちに行なうように指導したが，イデオロ

ギー的免疫性をつけるのには時間をかけた。ここで再役者と下士官とが，軍の構成上重要な役割を演

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５３０）
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じたのに加えて，教育政策的にもまた重要な役割を演じた 。

　教育政策の観点では，願わしい方法で教育された兵士は，市民生活に復帰した後も社会安定的に機

能した 。この「兵士の魂（Ｓｏ１ｄａｔｅｎｇｅ１ｓｔ）」が，「すべての政治的邪説に対する最も危険な敵」として

の評価を受け，プロイセンが１８４８年まで「すべての革命的事件に対して無感覚に留まっ た」ことの原

因とみなされた。この構想の政治的，社会的な作用は計り知れないものがあ った。大局的にみて，保

守派は，青年男子のイデオロギー的馴致に対する一般的兵役義務の可能性を利用して，杜会的軍国主

義化への基礎を据えることに成功したのである 。よしんば，訓練および秩序の価値への賛美，また時

代を動かす問題であ った国民的，自由主義的な思想の排斥，が不毛以上のものを生み出さなか ったと

してでもある 。

　以上との関連では，市民生活に復帰した再役者と下士官もまた重要な役割を演じた。在営１２年以上

の下士官に与えられる文官任用証書制度（Ｚｉｖｉ１ｖｅｒｓｏｒｇｕｎｇｓｗｅｓｅｎ）により ，かれらは行政職に就き ，

杜会的仕事を引き受け，異なっ た次元と異なっ た方法で社会に影響を及ぼした。これらが顕著な規模

に達したので，本来の後継者が行政の勤め口を削減された。最初に問題となっ たのは廃疾兵への配慮

であ った。１８３７年１０月１２日の中央省庁の公けの決議（Ｌａｕｔ　 ＢｅｓｃｈｌｕＢ 　ｄｅｓ　 Ｓｔａａｔｓｍ１ｍｓｔｅｒ１ｕｍｓ　ｖｏｍ１２

０ｋｔｏｂｅｒ１８３７）により ，中央省庁，州，郡および地区官庁，市町村において，他の応募者を排除し

て， 曹長（Ｆｅ１ｄｗｅｂｅｌ）以下の廃疾兵のみが雇用されなければならない職種が定められた。１８４０年に

は， 少なくとも４４人の将校と１ ，７５５人の下士官および兵士が文官に任用されていた 。

　１８６７年６月１６／２０日のプロイセンにおける「曹長以下の陸軍と海軍の軍人の文官への就職の世話と

文官の任用についての規程」（ｄａｓ　ｐｒｅｕＢ
１ｓｃｈｅ

，，

Ｒｅｇ１ｅｍｅｎｔ　ｕｂｅｒ　ｄ１ｅ　Ｃ１ｖ１１ｖｅｒｓｏｒｇｍｇ　ｍｄ　Ｃ１ｖ１ｌａｎｓｔｅ１

１ｕｎｇ　ｄｅｒ　Ｍ１１樋ｒｐｅｒｓｏｎｅｎ　ｄｅｓ　Ｈｅｅｒｅｓ　ｍｄ　ｄｅｒ　Ｍａｍｅ　ｖｏｍ　Ｆｅ１ｄｗｅｂｅ１ａｂｗａｒｔｓ
‘‘

ｖｏｍ１６／２０Ｊｍ１

１８６７）が，行政に対して下士官待遇の文官の勤め口に対する隙問のない網を張り巡らし，これが ，

１８６８年にハノーファ ，ヘッ センーナ ッソウとシュレスヴィッ ヒーホルシ ュタインヘと拡大された〔な

お， トイノの海軍は１８４８年に運邦海軍（ｄ１ｅ Ｂｕｎｄｅｓｍａｒｍ）が急邊建設されたが，トイノ統一の失敗

により解消した。ドイッ連邦のなかで，プロイセンのみが１８４８～１８５２年に自己の海軍をもっ た。１８５３

年には中央海軍庁（ｅｍｅ　ｚｅｎｔｒａ１ｅ　Ｍａｒｍｅｂｅｈｏｒｄｅ）が設置され，ゆ っくりとではあるがひたむきに艦

隊建設が進行した。ついで，１８６０年代に北ドイツ連邦艦隊の計画的強化が計られた後，１８７１年のドイ

ッ帝国創立後，１８７２年に ｖ． ストッ シュ（ｖ．Ｓｔｏｓｃｈ）の覚書により ，海上貿易の保護，海岸防衛と攻

撃力の強化のために艦隊建設が計画された。しかし，艦隊建設の本格化は，ヴィルヘルム２世の時代
に， 帝国の経済的繁栄と獲得した植民地とを防衛するために，ｖ．カプリヴィ（ｖ．Ｃａｐｒｉｖｉ）によっ て

着手されるのである（Ｄｉｅ ｄｅｕｔｓｃｈｅ Ｆｌｏ仇ｅ１８４８～１９４５．Ｇｅｓｃ
ｈｉｃ ｈｔｅｄｅｓ ｄｅｕｔｓｃｈｅｎ Ｋｒｉｅｇｓｓｃ ｈｉｆｆｂａｕｓ

ｍ４３７Ｂ
１１ｄ

ｅｍ，Ｈｅｒａｕｓｇｅｇｅｂｅｎ　ｖｏｎ　Ｇｕｎｔｅｒ　Ｋｒｏｓｃ
ｈｅ１，Ａｕｇｕｓｔ－ Ｌｕｄｗ１ｇ　Ｅｖｅｒｓ，Ｗ

１１ｈｅ１ｍｓｈａｆｅｎ１９７３
，

ｌＶ，Ｖ卜刈）〕。 二， 三の他の部門とともに，郵便，鉄道，森林行政においても ，かれらは少なくとも

特定の勤め口に対して追加的に資格を求めることが可能とされた。あらゆる方面からの非難にもかか

わらず，この制度は，１８７４年４月４日の新法（ｅｍｅ　Ｎｏｖｅ１１ｅ　ｖｏｍ４Ａｐｒ１１１８７４）により ，「１２年兵

（Ｚｗｏ１ｆｅｎｄｅｒ）」が創り出されることによっ て完成をみたのであ った（Ｍ　Ｍｅｓｓｅｒｓｃｈｍ１ｄｔ，ａ　ａ　Ｏ ，５８

～６０）。

　今や廃疾者でない，ｒ良く勤務できる」下士官が文官への就職の世話（Ｚｉｖｉ１ｖｅｒｓｏｒｇｍｇ）を要求し

た。 文官任用証書制度は，文官における規律と毎愛想（Ｓｔｒａｍｍｈｅ１ｔ　ｍｄ　Ｓｃｈ
ｒｏ丑ｈｅ１ｔ）を生み出し

，

軍人のもつ外観の拡大に貢献した。この制度のために，時として下級，中級レベルでの文官の応募者

が排除された。しかも ，弊害が長所と看傲され，軍紀，秩序に対する習慣づけ，時問厳守と服従とを

下級官僚に対して教育する際立 った学校としての役割を果した。かれらは軍隊の思考を社会的分野に

拡大していっ たのである 。

　かれらは，かつて軍隊において将校団への通路と目標を遮断されたのと同様に，文官においてもヨ

リ高い地位に到達する可能性は小さか った。かれらの見解では，行政は一種の軍隊の前庭（ｅ１ｎｅ　Ａれ

Ｖｏｒｈｏｆ 　ｄｅｒ　Ａｍｅｅ）であ った。すなわち軍隊と同様の隷属関係，階級の障壁のため，作法と交際の

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５３１）



２６０　　　　　　　　　　　　　　　立命館経済学（第４３巻 ・第３号）

　　仕方は融和的ではなか った。官僚が大きな尊敬を享受したというドイッ社会の内的発展に対して，こ

　　のことが計り知れない影響を及ぼしたのである 。ドイツ軍国主義の全脈絡において，１年勤務特権と

　　同様に文官任用証書制度は重要な役割を演じた。下層レベルにおける軍人と官僚，軍隊と文官秩序と

　　を結合する重大な結び目がここにあ ったのである。既述のように，軍隊と官僚とはもともと ，その発

　　生過程において親子関係にあ ったのであるが，プロイセンにおいては，その後も軍隊が官僚に影響を

　　もちつづけたのである 。

　　　　般的兵役義務のもとで，軍隊において君王制の維持にもっとも熱・Ｌ・であ った勢力は将校団であ っ

　　た。かれらは，改革者が軍隊を市民層に開くために考えた一般的兵役義務を体系的に逆 コースヘと利

　　用した。すなわち ，１８０８～１８１５年に多数の志願猟兵（ｆｒｅｉｗｉ１１ｉｇｅ　Ｊ盆ｇｅｒ）や下士官や後備軍将校が現

　　役軍に入営した時に失われた古い軍隊の均等性を再建するために利用したのである 。そして１８４８年ま

　　でに均等化過程は本質的に終了した。「自己浄化（Ｓｅ１ｂｓｔｒｅｍ１ｇｍｇ）」のこの過程は厳しい階級秩序を

　　結果した。１８１６年に「員外」将校（
，，
ａｇｇｒｅｇ１ｅｒｔｅｒ

‘‘

Ｏ舶ｚ１ｅｒｅ）は１ ，５００名に達し，１８２０年代に至るまで

　　にその数はさらに増大し，５ ，６００名の将校団のなかで顕著な比率を占めた。１８０８年の補充条令

　　（Ｅｒｇａｎｚｍｇｓｖｅｒｏｄｎｍｇ　ｖｏｎ１８０８）で意図した教養原則の厳格な適用がなされていたとすれは，革命

　　前に将校団は，大佐の階級に至るまで，教養と財産をもつ市民層が増大して，自由主義の影響を受け

　　ることになっ ていたであろう 。しかし，そうはならなか ったのである。というのは，「貧しい貴族」

　　は，恒常的にこの教養の前提を下回 っていたからである 。加えて，連隊が志願者を選択する権利をも

　　ち，連隊の将校団が見習士官（ｄ１ｅ　Ｐｏ廿ｅｐｅｅｆａｈｍｃｈｅ）を将校に「値する（ｗｕｒｄ１ｇ）」かとうかを決

　　定した。このことがボイエンの第二の陸相時代に当る ，１８４４年２月４日の「平時における常備軍の将

　　校の将来の補充と士官侯補生の軍事教練についての条例（Ｖｅｒｏｒｄｎｍｇ　ｕｂｅｒ　ｄｌｅ　ｚｕｋｍｆ廿ｇｅ　Ｅ
ｒｇａｎ

　　 ｚｍｇ　ｄｅｒ　Ｏ冊ｚｌｅｒｅ　ｄｅｓ　ｓｔｅｈｅｎｄｅｎ　Ｈｅｅｒｅｓ１ｍ　Ｆｒ１ｅｄｅｎ　ｕｎｄ　ｄ１ｅ　ｍ１１１ｔａｒ１ｓｃｈｅ　Ａｕｓ
ｂ１ｌｄｕｎｇ　ｄｅｒ

　　○舶ｚ１ｅｒ－ Ａｓｐ１ｒａｎｔｅｎｖ４Ｆｅｂｍａｒ１８４４）」によっ て定められたのである 。

　　　以上のことが，つねに都合のよい応募者の補充選択という結果を生んだ。幼年学校が増大され ，

　　１８１８～１８３９年にその数が２倍になっ た。１８４１～１８４３年に幼年学校生徒（Ｋａｄｅｔｔ）の割合は２２％から

　　３１％へと上昇した。しかし，１８４５年から１８５６年までに再び１９％に下降し，高等学校新卒者
一（ｄｉｅ

　　Ａｂ１ｔｕｒ１ｅｎｔｅｎ）の割合が増大した。この期間に受験した見習士官のなかには，既に４９２人の高等学校

　　新卒者がいたのである 。

　　　１８４８年以前には，なお少数ではあ ったが，「時代精神」の影響を受けた者が軍法会議の判決

　　（Ｅｈｅｎｇｅｒ１ｃ
ｈｔｓ－ ｏｄｅｒ　Ｍ１１１ｔａｒｇｅｒ１ｃｈｔｓｕｒｔｅ１１）により締め出された。この浄化された将校団は，フリー

　　　ドリッヒ大王時代におけるように，もはや社会的に市民から隔離はされなかったが，自由主義に対す

　　るイデオロギー的反対陣営にいることを自覚していた。それゆえに，とくに激しく攻撃したのは，南

　　　トイソ立憲諸邦における発展，とりわけ軍隊の憲法遵守の宣誓をめくる討議と ，兵士の選挙権およぴ

　　兵士の「市民化（Ｖｅｒ
ｂｕｒｇｅｒ１１ｃｈｍｇ）」の要求をめくる討議とに対してであ った。自由王義者による

　　国民軍や市民軍または後備軍の要求（ｄｌｅ　Ｖｏ１ｋｓｈ
ｅｅｒ一 ｂｚｗ　Ｎａｔ１ｏｎａ１ｍ１１１ｚ－ ｏｄｅｒ　Ｌａｎｄｗｅｈｒｆｏｒｄｅｒｍｇ）

　　を将校団は自己の生存への攻撃，革命的挑戦として受け取ったのである〔行論との関連ではシュ ヴァ

　　イドニッ ッ事件の重要な背景〕。

　　　国民と軍隊との間の同盟は，遅くともボイエンがそれを断念した１８１９年以降存在しなか った。軍事

　　司令部はいまや，国民的，自由主義的な方向への社会的，政治的発展に反対して，軍隊を君主制の安

　　定器（Ｓｔａｂ１１１ｓａｔｏｒ　ｄｅｒ　Ｍ
ｏｎａｒｃｈ１ｅ）にしようとした。皇太子ウィルヘルムは，勤務の期問と再役者問

　　題に対する考慮との関連において，この点を，１８３２年４月９日の陸相 ｖ． ハーケ（ｖ．Ｈａｋｅ）宛書簡で

　　つぎのように書いた。「ヨーロッパにおける革命的または自由主義的党派の傾向は，君主に権力と尊

　　敬を与え，そのことによっ て危機の瞬問に安定を与えるすべての支柱を破壊することにある 。これら

　　の支柱のなかの主柱がなお軍隊であることは当然のことであり ，軍隊に真実の軍人精神が鼓吹されれ

　　ばされるほど，軍隊に打ち勝つことが益々困難になる」と（Ｅｂｄ ．，

５８～６１）
一

　　　神聖同盟のヨーロッパにおいて，プロイセンはメッ テルニッ ヒの政策に順応した。その役割を軍隊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５３２）
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は意識的に担 った。革命前の１０年間に軍隊は，第１次大戦に至るまで，いやワイマール共和国に至る

まで生きつづけた歴史的，政治的な兵器を作り上げた。後には紋切り型となっ たとはいえ，まず敵の

像を造り出し，国家と軍隊，杜会の関係を公式化して，敵を攻撃することがその兵器となっ た。 １８３０

年のパリの７月革命と１８４８年の革命が特別の衝撃を惹き起した。近衛軍団の軍団長
（Ｋｏｍｍａｎｄ１ｅｒｅｄｅｒ　Ｇｅｎｅｒａｌ　ｄｅｓ　Ｇ

ａｒ
ｄｅｋｏｒｐｓ）として皇太子ウィルヘルムは，１８３３年４月１日にＯ　ｖ

ナッ ツメル将軍（Ｇｅｎｅｒａ１Ｏ．ｖ．Ｎａｔｚｍｅｒ）宛書簡において ，１８１５年以降の平和な時代がドイッにお

ける革命の伸展に作用し，１８３０年の革命の「正当な認可（Ｅｒｋｅｍｕｎｇ）」が革命派にとっ て軍旗

（Ｐａｍｅ。）となるであろう ，と書いた。軍事指導部は，軍隊が国王と堅く結合して，自由王義的な立

憲国家の貫徹を阻止しないとすれば，君主のヨーロッパを没落させる運動に大衆を導くであろう ，と

考えた。自由王義，後には杜会民王王義の謬説に反対する ，２０世紀に至るまで貫徹した特殊な政治意

識を ，ドイツ将校団の思考が軍隊に刻印した。すなわち，将校団に相応しい政治的行為，これを基準

とする後継者選び，さらに兵士の軍隊における長期間の習慣づけ，により ，国家を革命に対する要塞

にする ，との思考がそれである 。君主と軍隊とは，遅くとも１９世紀の２０年代以降，特定の政治秩序で

もっ てプロイセンを動きのとれないようにするために，結びついたのである 。

　この構想の失敗の可能性が生じた１８４８年の革命が，軍隊をさらに強力に，君主制原理の内政的保護

者へと駆り立てた。３月２２日に国王は動揺し，軍隊の憲法遵守の宣誓の約束が布告された。政府の憲

法草案第７８条は，「両院議員，すべての国家官僚と軍隊とは国王と憲法に忠誠と服従を誓わなければ

ならない」と規定した。左派は古い国民防衡という理想の実現へと操舵し，幼年学校は廃止されなけ

ればならず，この結果，新しい将校団が成長しなければならない，と考えた。政府，例えばカンプハ

ウゼン内閣は，少くとも国王の直接的統帥権を除去し，陸相の議会責任へとすすもうとした。軍隊に

とっ ての立憲的危機の高点は，１８４８年９月２３日の陸相 ｖ． プフエル（ｖ．Ｐｆｕｅ１）の所謂対反動令（ｄｅｒ

ｓｏｇ　Ａｎｔ１－ Ｒｅａｋｔ１ｏｎｓｅｒ１ａＢ）であ った　（Ｖｇ１Ｅ　Ｒ　Ｈｕｂｅｒ，Ｄｏｋｕｍｅｎｔｅ　ｚ岨ｄｅｕｔｓｃｈｅｎ　Ｖｅｒｆａｓ

ｓｍｇｓｇｅｓｃ
ｈ１ｃｈｔｅ，１ ，３７５）。 それは，いま一度兵士の憲法遵守の宣誓を指示し，それと ，「そもそも軍

隊における将校の立場と相いれない，反立憲的努力とは矛盾する」であろうことを明らかにした 。

　プロイセン軍隊の歴史において，将校団は政府の公けの路線と決して激しい抗争をしなか った。本

来の宣伝の波が軍隊や地方を越えて拡がった。フリードリッ ヒ・ ヴィルヘルム４世は，「大臣プフエ

ル」は国王に対して約束を変えた，と考えた。そして，結論として堅持したのは，将校団が君主とと

もに，いや君主の前に，君主制の本質的基礎の守護者として公然と現われる ，ということであ った 。

１８４８年の衝撃は将校団の内政的行為を２０世紀に至るまで決定的に規定した。国王が約束したことです

ら， 軍隊は古い秩序を再建するための唯一の裁判所として従来のままに留まり ，従がおうとしなか っ

た。 軍隊のこの重みは，１８０８／１４年以後に再び均等化した将校団によっ て実現され，プロイセン立憲

君主制の特殊な形態を初めて刻印した。これは，実際には，１８２０年にプロイセンとオーストリアによ

り成し遂げられた原理，すなわち，ドイッ連邦のすべての国制において，君主制原理が有効でなけれ

ばならず，それに従 って全諸邦の権力が元首に統一され，特定の諸権利の行使においてのみ，領邦等

族制度によっ て等族の協力に拘束され得る ，との原理に基づいた。プロイセン王国の軍隊に対する特

別の親和性は，とりわけ戦力に対する直接的最高指揮権の認知にその表現をみたが，「統帥権」の手

段でもっ て議会から自由である余地を強化し，この結果，自由主義的，国民的発展を犠牲にした軍事

国家を強化したのである 。

　１８４８年以来，将校団は，プロイセン国制のこうした核心の保護者として自明の存在となり ，この自

らが立てた課題から将校団の友と敵の像を造 ったのであ った。将校団は，国家と政治の中心点に対し

て自己の利益を要求しながら ，間接的に自分で造りあげた党派構成を組み立て，それに基づいて「国

家を担う」集団化と「国家敵対的な」集団化を行ない，その網目スクリーンに従 って社会を組み立て

た。 プロイセンードイツ社会のこの２分化（ｄｉｅｓｅ　Ｄｉｃｈｏｔｏｍｉｓｉｅｍｎｇ）は ，６０年代初めの憲法の危機に

おいて強化され，帝国創立以後にも継続した。それはドイッ帝国の統一戦争の軍事的勝利後の時代に

おいて特別の刻印を施す結果となり ，１９１８年１１月に不自然となっ た構造が破局的に崩壊した後も継続

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５３３）
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　　したのである（Ｍ　Ｍｅｓｓｅｒｓｃｈｍ１叱ａ　ａ　Ｏ ，６１～６４）。

　　　最後に，プロイセン ードイツ軍事国家においては，軍隊の政治的利害がすべての事柄の基準となっ

　　た。後の陸相Ａ　ｖローン（ｄｅｒ　ｓｐａｔｅｒ　Ｋｒ１ｅｇｓｍｍ１ｓｔｅｒ　Ａ１ｂ
ｒｅｃ

ｈｔ　ｖ　Ｒｏｏｎ）は，革命の初期局面の１８４８

　　年３月２５日の手紙において，かれの信条（Ｃｒｅｄｏ）を ，「いまやわれわれの租国である軍隊」と書い

　　た。また，１９１８年８月に参謀次長グレーナー中将（ｄｅｒ　Ｇｅｎｅｒａ１ｑｕａｒｔ１ｅｍｅ１ｓｔｅｒ，Ｇｅｎｅｒａｌ１ｅｕｔｎａｎｔ

　　Ｇｒｏｅｎｅｒ）が，参謀部将校（Ｇｅｎｅｒａ１ｓｔａｂ
ｓｏ舶ｚ１ｅｒｅｎ）の前で「われわれ将校団は，トイソが後に再ぴ

　　君主国になることを願う」と述べた時，ほぼ同じ事を考えていたのである 。

　　　軍隊は１８４８年と１８５０年における憲法の抹殺においてすべての本質的目標を貫徹した。憲法道守の宣

　　誓はなくなり ，兵士の選挙権は兵役義務者にとり重要でなくなるように規定された。つまり ，選挙権

　　は，１８４９年１２月の欽定憲法第６７条において，２４才から初めて与えられ，ついで１８５０年１月３１日の修正

　　憲法では２５才からとされた。それにもかかわらず，将校団は，兵士の選挙権が軍隊の政治化を招くと

　　考えた。軍隊は政治的には未成年の兵士を望み，兵士は所謂「非政治的（ｍｐｏ１ｉｔｉｓｃｈ）」という価値

　　に拘束されなければならなかった。国王，租国，喜んで犠牲となること ，無条件の服従，が義務づけ

　　られなければならなかったからである 。

　　　結局，軍事内局長（ｄｅｒ　Ｃｈｅｆ　ｄｅｓ　Ｍ１１１ｔａｒｋａｂｍｅｔｔｓ）は，兵士の選挙権は純粋に軍事問題であり ，

　　それゆえに軍隊によっ て決定され得る，とのかれの意見を貫徹した。１８６３年に軍隊における選挙権は

　　廃止され，北ドイッ連邦とドイツ帝国の選挙法において，兵士が軍籍にある限り ，選挙権は「休止

　　（ｍｈｅ）」された〔１８７４年５月２日の帝国軍律の第４９条（§４９ｄｅｓ　Ｒｅ１ｃ
ｈｓ－Ｍ１１１倣ｇｅｓｅｔｚｅｓ　ｖｏｍ２Ｍａ１

　　 １８７４）〕。
国王の軍隊と兵役義務者は憲法の外に立 ったのである 。

　　　革命の清算にさいして，軍隊の決定的な力が１８４８１５０年に一つの秩序を確立した。それは王室と将

　　校団の共通の利害に基づくものであり ，しかも君主とともに軍隊の自覚的役割が反映したものであ っ

　　た。なお，革命の年の間に，将校団は，「国民教育という骨の折れる仕事」における輝かしい成果で

　　もっ て， 国家的諸関係の形成にさいして，共に語る資格の権利（Ｍｔｓｐｒａｃｈｅｒｅｃｈｔ）を確固たるもの

　　にした。「トイソ防衛新聞（ｄ１ｅ
，，

Ｄｅｕｔｓｃｈｅ　Ｗｅｈ
ｒ－

Ｚｅ１ｔｕｎｇ
‘‘

）」は，軍隊は国民を二度とは救わない ，

　　と警告した。結果として，立憲的秩序は軍隊の周囲を取り囲んで造られた 。

　　　立憲的秩序は軍隊に望ましい余地を残したのである。最後の唆味さを予算権をめくる憲法紛争が除

　　去した。その決定的結果である ，政府の予算政策の事後承認提案（ｄ１ｅ　Ｉｎｄｅｍｍｔａｔｓｖｏｒ１ａｇｅ）は ，ピ

　　 スマルクの巧妙な戦術により ，自由派の感情をも害しはしなかった。しかも ，ビスマルクは，かれの

　　戦術のなかで内政面が問題となる限りにおいて，統帥権の安定器としての軍隊の利益において，与え

　　られた限界の内部において，取り引きをしたのである。ビスマルクは軍事国家における国民的自由主

　　義の弱点を益々はっきりと暴露した。国民的統一と偉大さと権力とを願う者は，君主制における軍隊

　　の特別の役割に反対することはできない，と 。この弱点がすでに憲法紛争の問に白日のもとに暴かれ

　　た。温和な自由主義のスポークスマンは，ローンの再組織，ボイエンの後備軍の廃止すらをも認め ，

　　ただ３年間の勤務期問の廃止のみを貫ぬこうと欲したのである。こうして自由主義の「右翼」統合イ

　　デオロギーへの転化，左翼国民主義の右翼国民主義への転化が生じた 。

　　　軍制をめくる憲法紛争において，自由王義の側では将来の政策に対する疑念が圧倒的な重みをもっ

　　ていた。「新時代」以降，飛躍（Ｅ１ａｎ）を殆んと経験しなか ったからである。したがって，大規模化

　　し，若返り ，しかも衝撃力の強い軍備が権力政治的成功を保障するや否や，圧倒的な賛成の声が湧き

　　上ったのである 。それに対する最初の徴候はデンマークに対する戦争において明瞭となっ た。 ビスマ

　　ルクの巧妙な危機の演出と ，それと関連しての国民的成果とが，かれの憲法上の疑しい手続きを敵の

　　側において些細な事柄と思わせた。軍隊と ，またプロイセンの外交政策の利害とにおいて，根拠づけ

　　の弱かったプロイセンの立憲主義は，自由主義の唯一の所得である予算権の領域において，ローンの

　　提起した軍隊の再組織に対しての説明をすでに聴かされていた〔隙問理論（Ｌｕｃ
ｋｅｎｔｈｅｏｒ１ｅ）〕。

軍事

　　派（ｄ１ｅ　Ｍ１１１ｔａｒｐａｒｔｅ１

）によりすでに準備されていたクーテターは回避された。以上の発展が社会と

　　国家に対する軍隊の地位を強固にした。統帥権か全線において勝利した。ヒスマルクすらもが，軍隊

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５３４）
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の利害に対しては，とくに繊細な取り扱いを必要とすることを認めなければならなか ったのである 。

　改革は直接的には軍隊の増大に作用した。今後は年々６３ ，ＯＯＯ人の新兵が入営する 。新しい平時の兵

力は，７ ，８１４人の将校と２０２ ，４２０人の兵卒を含み，それゆえ，１８１４年からローンの再組織までの兵力が

１２～１４万人であ ったので，ほぼ１ ，２００人の将校と５８ ，ＯＯＯ人の兵士の増大をみたのである 。野戦軍の構

成分子（Ｅ１ｅｍｅｎｔ　ｄｅｒ　Ｆｅ１ｄａｍｅｅ）としての後備軍はもはや存在しなかった。後備軍所属の３年以内

の若い年次兵は常備軍の予備隊（ｄ１ｅ　Ｒｅｓｅｒｖｅ　ｄｅｒ　Ｌｍ１ｅ）に編入された。この結果，その後，数的に

のみ満たされる必要のある枠組が組み立てられた。この組み立ての内部で君主制の終りまで軍隊の発

展が行なわれるのである（Ｅｂｄ ．，

６４～６６）。

　ドイツ帝国創出後，国民，国家，兵力が新ドイツ帝国の三位」体となっ て後，プロイセンの軍法が

帝国の軍法となり ，拡大したプロイセンの軍隊が帝国の軍隊となっ た。 プロイセン軍隊の社会的２極

化の思考も継承され，自由王義に代 って社会民王王義が敵とされた（Ｅｂｄ ，６７～６８）。 ワイマール期

に入 っても ，兵士に対する理念の中心は，皇帝に代 って「租国自身」に置かれ，国防軍

（Ｒｅｌｃｈｓｗｅｈｒ）は，戦前の相続財産である反議会王義的政治的態度を貫ぬいた（Ｖｇｌ　Ｅｂｄ ，７８～７９）・

　以上のように，フリードリッヒ ・ヴィルヘルム１世とフリードリッヒ２世の時代に完成された君主

制の支柱としてのプロイセン軍隊の伝統は，将校団を中心として，プロイセン改革，１８４８年の革命
，

ドイツ帝国の創立を経過しながら ，増大していく軍隊のなかで受け継がれるとともに，１８１４年に一般

的兵役義務が導入されて後，兵士として軍隊で習慣づけられた者の社会への復帰を通じて，この伝統

が杜会に浸透していっ た。 君主制の崩壊したワイマール期においても ，君主に代 って租国を中心に ，

戦前の反議会主義的な政治態度が継受され，軍隊は官僚とともに「反動の堅固な道具」となっ たので

あっ た。 フランスとの比較において，プロイセン ードイッの軍隊と杜会との関係の特徴は，つぎの点

にあ った。「フランスでは，１９世紀を通じていつも軍隊がブルジ ョアジーのなかに溶けこんでいた 。

その反対にドイツでは，杜会が軍隊のなかに溶けこんでいた。軍隊を特徴づける構造的メカニズムや

心理的メカニズムは庶民生活のなかに徐々にしのびこみ，遂には庶民生活を完全に手中に収めてしま

ったのである」（Ｖｇ１Ｆ　Ｎｅｕｍａｎ叫ａ　ａ　Ｏ ，１４～１５，訳，１４～１５べ 一シ）。 これを極限にまで推しすす

めたのがナチ体制であ った 。

　シュ ヴァイドニッ ツ事件は，首相の報告と住民の緊急請願とを通じて国民議会に憤激の嵐を巻

き起し，これをめぐる討議の結果，アウエルスヴ ァルト内閣が倒壊するに至る 。事件は，まず ，

１８４８年８月４日の第３５会期に，議事日程を中断して，首相により国民議会に報告された。すなわ

ち， 「現在まで政府に届いた報告に従 って」事件を報告した後，「事実とそれから生じる責任を認
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１）
識し，これ以上の騒動を回避するため，法律を作成する」必要がある ，と述べた。これを受けて ，

国民議会における軍隊をめぐる討議は，８月９日の第３７会期における請願委員会提案と左派のシ

ュタイン（Ｓｔ．ｉｎ）議員の提案に始まり ，８月１１日の第３８会期を経て ，少し間を置いて，９月４日

の第５０会期における国民議会への内閣の文書提出と ，それをめくる９月７日の第５２会期における

討議とシュタイン提案の採決，９月１１日のアウエルスヴ ァルト内閣の退陣，へとつづいていく 。

以下，順を追 ってその経過を辿すことにしよう 。

　８月９日の第３７会期において，請願委員会所属のエルスナー 議員（Ａｂｇ。。。ｄ， Ｅ１．ｎ。。）が，シュ

ヴァイドニッッからの請願の主要部分を朗読した後，これを緊急の問題と判断して，２つの提案

を行なっ た。 ¢「直ちに，遅くともつぎの会期に，それについての詳細な報告をすることを内閣

に要求すること」，　「事件にさいして面目を潰した部隊（Ｔ．ｕｐｐ．ｎｔ．１１）を ，新しい衝突を回避す
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２）
るため，直ちにシュ ヴァイドニッッから退去させることを内閣に要求すること」。

　ついで，シュタイン議員が請願委員会の提案に不満足を表明した。まず，死者とその家族に対

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５３５）
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し衰悼の意を表した後，ポーゼン州における流血事件と比較して，ポー ゼン州では事件が復讐か

ら発生したのに対し，シュウァイドニソ ッ事件は王国において生じた事件であ って，その原因は

深い所にある ，と指摘した。すなわち，君王制下にある行政官僚と軍隊との反動性にその根源が

あり ，したがって，蔵相と内相とが７月１５日に発した官僚に対する〔既述の〕命令を，陸相は将

校団に対して発する必要があると述べ，請願委員会が提案した，市民軍を襲撃した部隊のシュ ヴ

ァイトニソツからの退去に加えて，つきの２つの追加提案（Ｚｕ。。ｔ。一Ａｎｔ。。ｇ）を行なっ た。

　Ｏ「陸相は軍隊への訓令（Ｅ．１．Ｂ）においてつきの言明を行なう 。将校は，あらゆる反動的努力

との関係を断ち ，あらゆる種類の市民（Ｃｉ．ｉ１）との衡突を回避するのみでなく ，市民に接近し ，

それと一体化することにより ，立憲状態の実現のために立ち上がり ，献身し，協力する」。 　

「国民議会は，そのなかから委員会を任命し，その構成員の１名または数名をシュ ヴァイドニッ

ツに派遣し，流血事件の原因を確かめ，事実の調書を作成する」。

　この提案の後，¢の提案について起立賛成をとり ，殆んど満場一致で採択された。ついで，　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　３）
の提案も同じ方法で十分な支持が得られた 。

　これに対し内相キ ュールウェソ ター が発言を求めた。そして，公平な調査は原因に対してのみ

なされ得る ，と述べ，８月５日付けのシュレーシエン州長官ピンター（Ｏｂ。。ｐ。。。１ｄ．ｎｔ　ｖｏｎ　Ｓ・ｈ１・

。ｉ．ｎＰｉｎｄ。。）からの詳細な報告を朗読し，要塞司令官がすでに更迭され，軽歩兵大隊
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４）（Ｆｕ．１１１。。一Ｂ．ｔ．１１１ｏｎ）はシュウァイドニソ ッから退去した，と報告した。これにつづき ，陸相 ｖシ

ュレ ソケンシュタイン（Ｋ．１．ｇ。一Ｍ１ｍ．ｔ。。ｖｏｎＳ．ｈ
．ｅ．ｋｅｎ．ｔ．ｍ）は，内相の報告につけ加え，一般的

な訓令，公示や指令（Ａｌ１ｇ．ｍ．ｍ． Ｅ．１。。。。，Ｂ．ｋ．ｍｔｍ。。ｈｕｎｇ．ｎ　ｍｄ　Ｉｎ．ｔ．ｕｋｔ１．ｎ．ｎ）が自分の確信では

適当とは思われず，軍団長（ｄ・・ ｋｏｍｍ・ｎｄ１・・ｎｄ・Ｇｅｎ…１）の解任と更迭，およぴ内相の報告した

調査はすでに行なわれており ，処罰（Ｓｔ。。丑。１１１ｇｋ．１ｔ）は私の問題ではなく ，のちに戦時公法の宣

告（ｋ．１．ｇ。。。ｃ
ｈｔ１１． ｈ。。 Ｅ．ｋ．ｍｔｍＢ）と判決（Ｒ１．

ｈｔｅ。。ｐ．ｕ．ｈ）がなされるであろう ，したがって国民議
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５）会は軍団司令部（Ｇ．ｎｅ．ａｌ－Ｋｏｍｍ．ｎｄ。）を信頼して欲しい，と発言した 。

　内相と陸相の発言につづいて，タイヒマン（Ｔｅ１ｃｈｍａｍ），クラ ソクリュソ ゲ（Ｋ．ａ．
ｋ・ｕｇｇｅ），パ

ペ（Ｐ．ｐ。），ヘルマン（Ｈ。。ｍ．ｍ〉Ｅｌｂ。。ｆ．１ｄ〈）が，それぞれシュタイン提案，とりわけ調査委員会

の設置について賛成の意見を述べた。賛成の理由については，例えはタイヒマンは，シュウァイ

ドニソ ツ事件を「反動主義者による恋意的，貴族的精神の恥ずべき行為」と非難し，「シュタイ

ン博士の提案は，すべての反動的努力をやめ，逆に市民に近づくようにとの，将校団に対する陸

軍省の勧告に関する完全に正当な提案である」と述べ，さらに国民議会議員で構成する委員会に

全権を与え，シュ ヴァイドニッ ッに派遣し，「神経過敏になっ ている雰囲気を除くため，シュ ヴ

ァイドニソツでの経過を調査し，国民議会に報告する正当な提案である」と主張した。また，パ

ペは，自分は事件の生じた場所の近くのシュレージエン出身者であると述べたうえで，「この事

件は，いまだなお経験したことのない，そして到る処で浮上しようとしている軍事的，警察的措
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６）置， 警察の恋意の単なる徴侯である」としてプロイセンの将校を非難した 。

　こうした発言の後，討議を中断して，シュ ルッ（Ｓｃｈｕ１ｔ。）議員から ，シュタイン提案の最初の

部分に対する下位の修正動機（。ｍ　Ｕｎｔ。。一Ａｍ．ｎｄ．ｍ．ｎｔ）が提出された。それは，「政治的確信にお

いて一致しない将校を，軍隊を去るという当然の義務に服させること」であ った。この動議は起
　　　　　　　　　　７）
立多数により採択された 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５３６）
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　ついで討議に戻り ，ヴ ァルデ ック議員がシュタイン提案の，とくに調査委員会設置の部分への

賛成，ポール（Ｐｏｈ１）議員のシュタインとシュ ルッ提案への賛成，ヘルマン議員の賛成の発言が

なされた。ヴ ァルデ ックは，ｒ市民軍と軍隊との間の衝突の原因は，…… 単に個々人に責任があ

るのではなく ，われわれにとり素敵と思われる兵制と矛盾する ，徹底的に逆の制度にある 。国民

の叫びは軍隊の再組織を要求している。そのうちでも全面的改革が将校身分においてなされなけ

ればならない，とわたしは理解している」（ブラボーの声）。「将校と兵士，将校と市民との問の貴

族的断絶の廃止と古い軍隊精神の継続の廃止とが要求されなければならず，そのために調査委員

会の設置が必要である」とシュタイン提案への賛成を表明した。三人の発言内容はほほ同じであ

つぺ

　これに対して ，ｖ．ケテラー（ｖ．ｎ Ｋ．ｔｔ．１。。）は反対を主張した。かれは，１３年問にわたり軍籍を

経験し，軍隊に反動の精神や反革命の精神が支配しているとの発言に抗議し，「われわれの勇敢

な軍隊への信頼を弱めてはならない」，「わたくしは法律に自由な軌道を委ねることを乞う」と発

言した。ここで議長が，シュタインの修正動議に対する修正動議がヴ ァクスムート

（Ｗ。。ｈ．ｍｕｔｈ）議員から提出されたと述べて，その内容を報告した。それは，¢「裁判上の審理

に立ち会うために，国民議会のなかから ，シュ ヴァイドニッツの悲しむべき事件の原因の調査の

ための委員会を任命し，委員会に全権を与えて，１人または数名の議員を問題の場所に派遣する

こと」 ，　「当該裁判に，審理の終りまで必要な指令（Ｉｎ．ｔ．ｕｋｔｉ．ｎ）を与えることを ，法務省に求

めること」であ った。この動議への支持を問うたところ ，２～３名の議員が起立したのみであ っ

ぺ
　この動議に対して，カイヘンバッハ伯爵（Ｇ・・ｆＫ・ｉ・ ｈ・ｎｂ・・ｈ）は，政府の報告がすでに示した

ように，プロイセン軍隊の秀れた規律は名声を博しており ，「中央省庁が正確に調査し，真の有

罪者を処罰しなければならない」ことを信頼せよ ，と発言した。そのさい，事件の原因は，兵士

がオー バーシュレージエンの飢餓状況にある諸郡から徴募されていたため，市民に対して反感を

もっ ていたことにある ，と述べた。ついで，ユングブルート（Ｊｕｎｇｂｌｕｔｈ）議員が，軍法会議（ｄｉ・

Ｍ，１１ｔａ、一 Ｇ、、１ｃｈｔ、）は維持され，全国において信頼されている 。「われわれのなかから形成される特

別委員会は，国家権力の組織された諸権利への侵害であり ，それゆえに不正であるであろう」 ，

と述べて修正動議に反対した 。

　その後，メスリッヒ（Ｍ
。。。。ｉ．ｈ）議員が，修正動議に反対し，シュタイン提案に賛成した。「わ

れわれは国民の代表である 。最も重要な問題は自己の目で確かめることを欲する 。われわれはシ

ュレージエンにおいてのみでなく ，全土に対してこのことに責任を負 っている」と述べ，ケルン

やトリアーにおいて軍隊の起した事件と調査委員会の設置とを挙げ，誰により発砲が命令された

のか，を調査するため，「われわれにより形成された委員会が必要である」と主張した。これを

受けてヴ ァルデ ックが，メスリッヒの発言を支持し，「この委員会が徹底的に裁判権を行使して

はならないことは明白である」と述べた後，ポー ゼン州事件のさいと同じ委員会の形成を要求し ，

「照会を行なうために，このような委員会を設置することは国民議会の権限のうちである」と結

んだ 。

　以上の討議の結果，ヴ ァクスムート議員は，「わたしの提案を撤回する」と発言し，これに賛

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０、
成者多数が起立すると同時に、「終結」との声が挙がり ，終結についての討議に移 った 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５３７）



　２６６　　　　　　　　　　　　　　　立命館経済学（第４３巻 ・第３号）

　討議終結に対して，シュ ルッ議員が，問題は完全にはまだ説明されていない，と反対を唱えた
後， 議長が，「国民議会は討議の終了を決議すべきか？」と提案し，起立多数で終結が決定した 。

ついで，エルスナー議員とシュタイン議員から提案者としての附言がなされた後に，５つの提案

の採決に移 った 。

　第１の問題。「国民議会から委員会を任命し，委員会は流血事件の原因を確かめ，犯罪構成事

実を記録するために，１名ないし数名の議員をシュ ヴァイドニッ ツヘ派遣することを国民議会は

決議するか？」。 賛成者は起立を求めます。数を確かめた結果，シュタイン修正動議の第２の部

分は，賛成２０１名 ，反対１６３名で可決 。

　第２の問題。「遅くともつぎの会期に，内閣に対して問題の状態について知られており ，その

結果として引き起こされたことについての詳細な報告を作成することを，内閣に要請することを

国民議会は決議するか？」。 賛成起立少数で請願委員会提案の第１の部分は否決 。

　第３の問題。「事件にさいして体面を汚した軍隊の部分を，新しい衝突を避けるために，直ち

にシュ ヴァイドニッッから遠ざけることを内閣に要請することを国民議会は決議するか？」。 大

多数の起立で請願委員会の第２の部分は可決
。

　第４の問題。「陸相が軍隊への訓令において，将校がすべての反動的努力から遠ざかり ，市民

とのあらゆる種類の紛糾を避けるのみでなく ，市民に接近し，市民と一体化することにより ，立

憲的法律状態の実現に，誠実かつ献身的に協力しようとすることを言い渡すことを国民議会は決

議するか？」。 圧倒的多数の起立でシュタイン修正動議の第１の部分が可決 。

　第５の問題。「『将校が立憲的法律状態の実現に誠実かつ献身的に協力すること』 ，これに附加

して『このことと政治的信念とが一致しない将校は軍隊から退役するという当然の義務を果すこ

と』を国民議会は決議するか？」。 起立賛成者１８０名，反対者１７９名の１票差でシュ ルツ議員の下
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１１）
位の修正動議が可決。以上が採決結果であ った 。

　このうち，最後のシュ ルツ議員の下位の修正動議が１票差で可決されたことについて ，１８４８年

８月１１日の第３８会期の議事日程における討議が終了した後，これを分離票決（Ｓ．ｐ。。。ｔ－Ｖ．ｔｕｍ）と

して，記名投票に附する要求が出された。その理由として，記名投票が行なわれなかったので ，

異論を唱えた者の名前が全国に知られない，ことを挙げ，以下の文面に賛成者が記名した文書を

提出した。「われわれは決議を不当なものと考える 。われわれはこの決議に対し，統治機関によ

る良心の強制への侮辱的企図と ，われわれが自由それ自身の名において異議を申し立てなければ

ならない政治的宗教裁判の開始，とを認める 。ベルリン ，１８４８年８月９日」以下記名 。

　これに対して，議長は，多くの議員が発言を求めている ，と述べ，まずシュ ルツ議員に発言を

求めた。かれは，分離投票は少数の多数に対する最大の侮辱であると述べ，議事規則違反である

と主張した。これに対し，ペターゼン（Ｐ．ｔ。。。ｅｎ）議員が，シュ ルッ動議は宗教裁判の継続であ

ると述べ，これをウァイクゼル（Ｗ．１．ｈ。。１）議員は多数への侮辱，シュ ルツ議員は「わたしへの

個人的侮辱」と批判し，ペター ゼン議員が事実を述べたのみと応酬した 。

　こうした応酬の後，議長が，少数派は反論の根拠を申し立てたのみで，議事規則違反ではない ，

　　　　　１２）
と締め括 った。こうしてシュタイン修正動議をめぐる問題は，１９４８年９月４日の第５０会期まで持

ち越されるのである 。

（５３８）
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　８月１１日の第３８会期から９月４目の第５０会期に至るまでの経過は以下のように推移した。シュ

タインとシュ ルツ議員の動議が国民議会において可決されることにより ，中問の立場に立つ「ブ

ルジ ョアシーの内閣（Ｍ１ｍ．ｔ。。１ｕｍ　ｄ
。。

Ｂ．ｕ．ｇ。。１．１。）」は苦境に陥 った。敵は両面に集結した 。

　議会内左派は弓の弦を強く引き絞り ，内閣に「行為」を迫り ，決議の執行を要求した。内閣の

主柱ハンゼマンは後に回想して，国民議会において内閣が沈黙したことは誤りであ った，と指摘

した。出席した大臣は非常に控え目にしか発言しなか った。国民議会が要求した訓令は合目的的

ではなく ，立法と行政との関係を侵すと発言したに留まっ た。 同じような問題は７月１日以来

般的には意識されてきた。当時大臣であ ったロードベルトゥスは，自分の責任において国民議会

の提案を拒否した。国民議会が直接，行政行為について決議したからである 。

　８月９日の国民議会の決議に対して右派も集結した。まず，議会内では，上述のように８月１１

日に決議への反対者の名前を明らかにするように要求した。議会外では，ポツダムが歯ぎしりし

た。 ハンゼマンはシュ ルツ動議が１票差で可決されるとは思 ってもいなか った。また，この結果

が国王の大元帥としての名誉と諸権利とを侵害することも十分には見通してはいなか った。国王

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１）
のハンゼマンヘの信頼はこの結果非常に動揺した 。

　ハンゼマンに対する議会外右派の攻撃は，既述のように，かれが地租免除と農民負担との廃止

を企図したことから ，租税改革と農業改革が「財産と契約の神聖」に対する侵害との非難に向け

られ，８月１８日と１９日に「ユンカー議会」の開催となっ た。 また，８月２６日のヴ ユルテンベルク

大使ラインハルトの報告（Ｂ。。１．ｈｔｄ。。ｗ皿ｔｔ．ｍｂ。。ｇ１。。ｈ．ｎ　Ｇ。。。ｎｄｔ．ｎ　Ｒｈ．ｍｈ。｛２６Ａｕｇｕ．ｔ）によると
，

ハンゼマンは，フランクフルトにおける帝国蔵相であり ，盟友であるベッ ケラート（Ｂｅ．
ｋｅ．ａｔｈ）

を助けるため，デンマーク戦と関連するプロイセンの帝国分担金の免除措置により ，ますます苦

境に陥る帝国財政に対して金融的手段を与え，国王に対する対錘としての暫定的中央権力を助け

ていると人々が主張している ，と書いている 。

　こうして，保守的反対派は，ハンゼマンが極左とともに君主制原理と既存の経済秩序との破壊

を共謀している ，と中傷した。８月３０日に ，Ｌ．ｖ．ゲルラ ッハは，国王が王領地と王室領（ｄｉｅ

Ｄｏｍａｎ，ｎｕｎｄ　ｄ。。 Ｋ．ｏｎｇｕｔ）についての国民議会への内閣の法案提出と ，国民議会において決議さ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２）
れた死刑の廃止とを認可しないがゆえに，「内閣はぐらついている」，と誌している 。

　しかし，こうした両面への敵の集結のなかで，内閣と国民議会とは再ひ接近していっ た。 ８月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５３９）
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２０日と２１日に，ベルリンにおいて新しい街路事件（・ｍ　ｎ・ｕ・・ Ｓｔ・。Ｂ．ｎ．ｋ．ｎｄ．１）が発生した。シャル

ロッ テンブルク（Ｃｈ。。１。仇。ｎｂｕ．ｇ）の，ベルリン名物白ビールを飲ませ，庭園のある店「狩人の小

屋」（Ｗ・ｉＢｂｉ・・一 Ｇ・れ・ｎ１ｏｋ・１・
，，

Ｊ色ｇ・・ｈ註ｕ・・ｈ・ｎ“）に平和裡に集まっ ていた，殆んどが手工業職人であ

った民主クラブ員に対して，２００人の狂信的な反動主義的若者が奇襲をかけ，民主クラブ員を追

い立て，暴行を加えた。そのさいバウアー（Ｂａｕｅ。）兄弟も傷ついた。シャルロッ テンブルクは

古くから両者の対立のつづいている場所であ った。これが，白色テロが所謂赤色テロに対して起

した最初の事件とな った 。

　そのさい，警官も市民軍も現われなか った。ベルリンの街頭は再び暴動化し，人々はバリケー

ドの構築を恐れた。歌劇場の階段から「復讐，復讐」が叫ばれた。大衆は内相の邸宅から首相の

邸宅へと行進し，窓ガラスやガス燈を壊した。この時，首相の邸宅では多くの外交官とベルリン

の名士が会合していた。オーストリア大使トラウトマンスドルフ伯（Ｇ・・ｆＴ・。ｕｔｔｍ．ｎ．ｄ。。ｆｆ）は
，

投げ込まれる物を避けて他の部屋に移動した，と８月２２日にウィーンに報告している 。

　この結果，まず，新しい警察官制度（ｄ１．ｎ．ｕ． Ｅ１ｍ．ｈｔｕｎｇ　ｄ。。 Ｋ．ｎ．ｔ．ｂ１。。）が事件を阻止できな

かっ たために，軽蔑され，かれらは事態を平穏にする代りに激化した，と攻撃された。市民軍は ，

不幸にも現場に急行することができなか った。市民軍の将校が丁度市外の祭りに集 っていたから
　　３）
である 。

　首相は，８月２２日の第４２会期の国民議会に，ｒ８月２０日と２１日のシャルロッ テンブルクとベル
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４）
リンにおける事件に関する報告」を行ない，騒乱と集会法（。ｍＴｍｕ１ｔ－ｍｄ　Ｖ。。。。ｍｍ１ｕｎｇ．ｇ。。。ｔ。）

　　　　　　　　５）
の提出を通告した。こうした状況のもとで，８月２８日の第４５会期において，「個人的自由の保護

のための法律（Ｇ…屹・ｕｍ　Ｓ・ｈｕｔ・ ｄ・・ｐ…ｏｎ１１・ｈ・ｎ　Ｆ
・・１

ｈ・１ｔ）」 ，所謂人身保護令（Ｈ・ｂ…ｋ・・ｐｕ・・ｋｔ）

が満場一致で可決され，さらに長い問必要とされていた市民軍法の審議も開始された。これは到

る所で発生している反革命の徴侯への一種の回答であり ，こうして内閣と国民議会とは再び接近
　　　　６）
していっ た。

　さらに，この接近は，９月２日の第４９会期において，「火酒税と甜菜糖税の引き上げのための

法律（ｄａ・ Ｇ・・ｅｔ・ｗｅｇ・ｎ　Ｅ・ｈ・ｈｍｇ　ｄ・・ Ｂ・・ｍｔｗ・ｍ－ｍｄ　Ｒｕｂ・ｎ・ｕ・ｋ…ｔ・ｕｅ・）」が，単独議事日程
（。ｍｆ。。ｈｅ Ｔａｇｅ．ｏ．ｄｎｕｎｇ）にするべきであるとの理由により ，これに反対するベルク（Ｂ。。ｇ）議員

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７）
の提案を ，３３４名〔６５名欠席〕で否決した後，賛成１９５名 ，反対１３名，欠席７４名でもっ て可決され

８）

た。 また ，Ｖ．ウンルーの提案した，来月９月からこの法律を施行するかどうか，についての提案
　　　　　　　　　　　　　　　　　　９）も， １３６票対１７５票，欠席８９名で否決された。この結果，内閣は議会における地位が強いと誤認し

１０）

た。

　したがって，内閣はこの状態を利用しようとはしなかった。議会の各フラクとの連繋の作業を

怠っ たのである 。内閣はその力を余りにも長い会議で消耗した。それに個人的軋櫟も重なっ た。

ハンゼマンは，敵も味方も到る処でかれが動いていると信じるような，知性と行動力において卓

越した人物とみなされていた。アウエルスヴ ァルトは見透しも鋭さも持たなかったので，ハンゼ

マンに対して競争心だけを燃やした。キ ュールウェソ ターは鋭敏な感覚は持たないが，賢明な官

僚であり ，キールケ（Ｇ１。。ｋ。）は屡々かれの所管事項を越えて功名心を露わにした。こうして訓

令の問題についての国民議会との調整はなされなか った。将校団は，このような訓令をどのよう

な形態においてであれ，徹頭徹尾願わなか った。古いプロイセンにおける特別の階級

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５４０）
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（Ｓｏｎｄ。。ｋ１ａ。。ｅ）との自負から ，近代的国家への志向に対して背を向けた。その背後には宮廷と封

建貴族とが立 って，扇動を行なっ た。 こうした状況のもとで議会内左派が内閣に対して質問する
　　　　　　　　　　１１）
ことを決議するのである 。
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，ａ ．ａ．Ｏ

．，

Ｚｗｅｉｔｅｒ　Ｂａｎｄ，２４０

Ｖｇ１Ｖｅｒ
ｈａｎｄ１ｕｎｇｅｎ，Ｂａｎｄ２，５１～５２

Ｖｇ１Ｖ　Ｖａｌｅｎｔｍ，ａ　ａ　Ｏ， Ｚｗｅ１ｔｅｒ　Ｂａｎｄ，２４１

Ｖｇ１Ｖｅｒ
ｈａｎｄ１ｕｎｇｅｎ，Ｂａｎｄ２，１０９，１１２ｆｆ　Ｖ　Ｖａ１ｅｎｔｍ，ａ　ａ　Ｏ， Ｚｗｅ１ｔｅｒ　Ｂａｎｄ，２４１

Ｖｅｒｈａｎｄ１ｕｎｇｅｎ，Ｂａｎｄ２，１８７，１９０

Ｅｂｄ
．，

２１０

Ｅｂｄ
．，

２１２

ＭＢ
ｏｔｚｅｎｈａｒｔ，Ｄｅｕｔｓｃ ｈｅｒ Ｐａｒ１ａｍｅｎｔａｒ１ｓｍｕｓ ，５２７

ＶＶａ１ｅｎｔｍ
，ａａ

Ｏ， Ｚｗｅ１ｔｅｒ Ｂａｎｄ，２４０，２４１

　１８４８年９月４日の第５０会期における国民議会では，まず，先月２６日にデンマークと締結した停

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１）
戦協定について，内閣からの文書と協定条文の朗読がなされた。ついで，議長は，「８月１１日の

文書によっ て， わたしはシュウァイトニソ ノ事件に関する８月９日の貴国民議会の決議に対し ，

さらに適正な措置をとるように内閣に伝えた。この通知の結果，わたしは内閣の回答を受け取 っ

た。 それをわたしは記録係氏（Ｈｅ町Ｓｃｈ．ｉｆｔ．ｔｅ１１ｅ。）に読むように依頼する」と述べた。その要旨

は， 軍隊は国民議会の決議に従った行動をとるが，それは一般的訓令の形態においてではなく ，

各指揮官の命令によっ てである 。国民議会の決議を遂行するに当 っての手段の選択は陸相の権限
　　　　　　　　　　２）
である ，というにあ った 。

　これに対してシュタイン議員が質問した後，議長がこの文書の討議を議事日程に載せるか否か

を国民議会に問うように提案した。べ 一ンシュ（Ｂ．ｈｎ。。ｈ）議員が，国民議会の決議を内閣が実

行する努力をしたことを理由にこの提案に反対を表明した後，採決に入り ，シュタイン提案を本

日の議事日程の第一に採用することが可決された。ついで，賛成者の名前を明らかにするための
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３）
確認が行なわれ，賛成１９８名 ，反対１４８名，欠席５５名の結果が得られた。ここでシュタイン議員が

提案の緊急性について説明を行なっ た。 ついで，本日すぐ討議を行なうか否か，についてのバウ

ル（Ｂａｕ．ａｕ． Ａｄｅ１ｎａｎ）の提案が採決され，再ひ賛否者の名前が確認された。結果は，賛成１９８名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４）
対反対１４７名，欠席５６名となり ，本日討議が行なわれることになっ た。

　討議に先立ち，本日提出された内閣の文書がいま一度朗読され，シュタイン議員の意見表明に

移っ た。 シュタイン議員はここで再び，軍隊における反動的精神，古い時代からの将校の特権 ，

幼年学校における教育の隔離に反対し，軍隊と国民との一致が成立し，プロイセンが毎敵であ っ

た１８１３／１８１４年を想起して，この決議が実行されるであろうことを「われわれ国民議会の名誉と

　　　　　　　　　　　　５）
尊厳とが要求する」と結んだ 。

　これに対し，内相キ ュールヴェッ ターは，７月１５日に蔵相ハンゼマンとともに発した，官僚に

対する命令を朗読し，これが行為に関する訓令であ ったのに対し，今日の将校への訓令は見解

（ｄ
１． Ｇ。。１ｍｕｎｇ．ｎ）に関するものであ って，原理的に相違する ，と述へてシュタイン提案に反対し

６）

た。 ここで，ｖ．ウンルー が立 って，木曜日／９月７日〕に延期して，この審議を行なうように提

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５４１）
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案した。そして，ここでの問題は立憲国家において屡々行なわれる内閣の交代ではなくて，わた

しが回避したいと思 っているのは国民議会の分裂である ，と述べた後，提案理由として，問題が
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７）
現在あらゆる面から詳細に討議される状態にない，ことを挙げた 。

　ライヘンスペルカー議員がこの提案に賛成し，自説を展開したので議場が騒然となっ た。 国民

議会は軍隊に対して危険な道を歩もうとしており ，１７９３年のフランスの国民公会（ｄｅ．

Ｎ．ｔｉ・ｎ．１－Ｋ．ｎｖ．ｎｔ　ｖ．ｎ１７９３）へ復帰しようとしている ，との主旨の主張が，「中止，叫び声，多数 ，

議事規則違反（Ｕｎｔ。。ｂ。。。ｈｕｎｇ　Ｒｕｔ 　Ｍ．ｊｏ．１ｔ弧Ｚｕ． Ｏ．ｄｎｍｇ）」の叫ぴ声を浴ぴながら展開された 。

これに対して，議長がすでに討論内容に入 っている点を注意し，さらに，これに対してライヘン

スペルガー議員とシュタイン議員が発言した後，ヴ ァルデ ック議員が，国民議会における決議を

維持することが重要であると述べて，延期提案に賛成を表明した。この後，記名投票に移り ，賛
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８）成１８４名 ，反対１６３名，欠席５０名でもっ て木曜日への延期提案が可決された 。

　９月４日の国民議会における討議の推移は以上の如くであ った。左派が支持した ｖ． ウンルー

提案は１６票という僅少差で通過した。しかし，３日問の延期では，議会内のフラクの問での対応

についての協議の時間が不足し，内閣もまた国民議会との意見調整の時問が不足した。例えば陸

相が退陣した後，国民議会の要求する決議を満足させる形態を求めるといっ た， 国民議会との調

整作業の時間が不足した。したがって，９月７日の討議は，フラク内でのみ討議された結果，こ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９）
れまで以上に閉鎖的となっ たフラクとその発言者とによっ て特徴づけられることになるのである 。

これが後述するように，アウェルスヴ ァルト内閣退陣の重要な伏線の一つとなる 。

１）　Ｖｅｒ
ｈａｎｄ１ｕｎｇｅｎ，Ｂａｎｄ２，２１３～２１４

２）Ｅｂｄ
．，

２１４～２１５．なお，この回答の要旨を文書に従って要約すると以下の如くである 。

　　まず第一に，「すでに触れた悲しむべき事件に関与した部隊（Ｔｒｕｐｐｅｎｔｅｌ１）をシュウァイトニソノ

　から隔離することはすでになされた」。 国民議会の要求の第二は，陸相が訓令を発し，そのなかで ，

　「将校がすべての反動的努力から遠ざかり ，市民とのすべての種類の紛争を回避するのみでなく ，市

　民への接近と ，市民との一体化を表明する」ことである 。さらに，この政治的確信と一致しない将校

　は，軍隊から退役するという当然の義務を果さなければならない点である。これについて「署名をし

　た陸相は，自分の公務執行期問に自分の統治の領域において，反立憲的諸傾向を発生させなかった 。

　　 ・軍隊はその義務を多くの場合輝かしく守 った。一・・ 軍隊の指揮官（ｄｉｅ Ｂｅｆｅｈｌｓｈａｂｅｒ
ｄｅｒ

Ａｍｅｅ）が，軍隊への有効な命令により ，かれらの二重の義務に圧意を向けさせている 。すなわち ，

　反動的意味においてであれ，共和主義的意味においてであれ，今後われわれの国家の基礎を形成し ，

　その遂行を内閣が断固として支持する義務があり ，また決心している立憲的白由を妨げ得ないように ，

　あらゆる努力を軍隊の側において断固として為すという義務にである 。…… 陸相は，確信をもっ て，

　われわれ国民の代表である貴国民議会が正当にも確実にしようと願 っている成果をみないままにわた

　しの行動が留まることはないであろう ，ことを希望している 。

　　これに対して，われわれの見解に従えば，国民議会の希望によっ て陸相が発しなければならない一

　般的訓令によっ ては，この成果は達せられないであろう 。

　　このような一般的訓令は，われわれの義務に従った確信によると ，軍隊の精神と制度とに合致しな

　い。将校と兵士が，各々の立場において，かれの上官の命令を実行しなければならないという盲信的

　な服従がそれに対して有効である 。内閣の各構成員と同様に，陸相の重い個人的責任を顧慮して，陸

　相がかれの職権行為を担当し，貴国民議会により追求された目的を達成するための手段の選択を陸相

　に委ねることが必要であると考える 。…… ベルリン ，１８４８年９月２日 ，内閣，署名 ｖ． アウエルスヴ

　ァルト ，ハンゼマン ，Ｖ．シ ュレ ッケンシ ュタイン ，ミルデ，メルカー キュールヴ ェッ ター 国民議

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５４２）



　　　　　　　　　　　　ｒ三月革命」と官僚および軍隊（川本）

　会議長グラボウ氏へ」。

３）　Ｅｂｄ
．，

２１７～２１９

４）　Ｅｂｄ
．，

２１９～２２１

５）　Ｅｂｄ ，２２１～２２２Ｖｇ１Ｖ　Ｖａ１ｅｎｔｍ，ａ　ａ　Ｏ， Ｚｗｅ１ｔｅｒ　Ｂａｎｄ，２４１

６）　Ｖｅｒ
ｈａｎｄ１ｕｎｇｅｎ，Ｂａｎｄ２，２２２～２２３

７）　Ｅｂｄ
．，

２２３

８）　Ｅｂｄ
．，

２２３～２２６

９）ＭＢｏｔｚｅｎｈａｒｔ，Ｄｅｕｔｓｃ ｈｅｒ Ｐａｒｌａｍｅｎｔａｒ１ｓｍｕｓ，５２７

２７１

　１８４８年９月７日における第５２会期の国民議会は９時半頃開会され，前会期における司祭職の配
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１）
置についての提案に対する簡単な質問と質問の取り下げとがなされた後，シュタイン提案に対す

る首相の発言につづいて，３つの修正動議のうち２つが採択されて討議に移 った。そして２時に
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２）
議長が１時問の休憩を提起するまでに，５２名の発言の申し込みがあ ったうち ，１４名が発言し，結

局休憩提案は却下されて，討議が続行された。討議はシュタイン議員の発言では６時間にわた っ

　　　　３）
て行なわれ，２つの修正動議とシュタイン提案への投票がなされて，この会期は５時半に終了し

４）

た。 この結果，アウエルスヴ ァルト内閣は退陣するに至るのである 。以下，その経過を辿ること

にしよう 。

　討議に先立ち，まず，首相が発言を求めた。ここでまず，８月９日の国民議会の決議について ，

８月１１日の議長報告にあ ったように，「良心は決して公権力の領域に引き入れられてはならない」

と述べた。ついで，「国王の統治は，その責任ある義務を，国民議会との了解を保持する率直な

願いと一致させ得ることを考慮において」いる 。したがって，ｒ一定の方法において，この機会

に公然と ，国民議会によっ て述べられた原則，とくに決議と内閣，とくに陸相との一致を言明す

ること」が重要である 。しかし，ｒ国民議会の願いに従 って，軍隊への訓令を発布することは政

府には当を得たものとは思えない」と語った後，「わたしはつぎの願いをつけ加えて終りたい 。

当該問題の決定にさいして人物（Ｐ。。。ｏｎｅｎ）が問題なのではなく ，憲法と将来のプロイセンの歴

史が基礎づけられるかの大原則の事実上の処理が問題なのである」と結び，右派はこれにブラボ
　　　　　　　　５）
一でもっ て応えた。ここでは８月９日の国民議会の決議のなかから ，内閣の立場において，良心

への強制と権力分立の否定という２つの問題点が指摘されている 。

　ついで，ｖ．ウンルーを初めとする３つの修正動議が提起された。ｖ．ウンルーは，まず９月４日

の延期提案に触れ，「最大の価値は，この死活の問題をあらゆる側面から説明する時間が与えら

れたことにある」と述べた後，修正動議を提出するに当 って大演説を試みた。その内容は，シュ

タインとシュ ルッ提案に対する内閣と右派とによる反論への批判であ った 。

　批判の第一は，８月９日の決議が行政処分（Ｖ。。ｗ．ｌｔｍｇ。一Ｍ．Ｂ。。ｇ．ｌｎ）を命じており ，国民議会

をフランスの１７９３年の国民公会へと転化するものである ，との反論に対して向けられた。すなわ

ち， 決議は議会主義的であり ，正当な形態のものであるとして，その理由として，国民議会が内

閣に対して不信任投票（ｅｍＭ１Ｂｔ．ａｕｅｎ。一Ｖｏｔｕｍ）の権利をもつことを指摘する 。内閣の提出する法

律案が国民議会の意志に副わなければ，却下されるか変更される。それは執行処分
（Ｅｘｅ

ｋｕｔｉｖｍａＢ．ｅｇｅ１ｎ）に注目して判断される 。内閣への不信任投票も行政処分に注目してなされ

る。 それゆえ，８月９日の決議は議会主義的である 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５４３）
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　第二の批判は，軍隊への訓令は軍隊の規律を葬り去る ，との反論に向けられた。３月２０日に国

王がポツダムにおいて将校に対して言明した言葉が重要である 。われわれは将校と市民との協力

の義務を警告しているのであり ，「軍隊の規律はこのことにより維持されるであろう」。「われわ

れの決議の意図を実行することは，国民と軍隊との利益であるのみでなく ，王室の利益でもあ

る」と 。

　そして，今日の状態は内閣が国民議会の決議を実行しなか ったことに責任がある ，と述べ ，

ｒわれわれは，この瞬間に，反革命と第二の革命との岐路に立 っている（ｗ１。。ｔ．ｈ．ｎｍｄ１。。。ｍ　Ａ
ｕ

ｇ．ｎｂ１１．ｋ。。ｗ１。。ｈ．ｎ．ｍ。。 Ｃｏｎｔ。。 一Ｒ．ｖｏ１ｕｔ１ｏｎｍｄ ．ｍ。。。ｗ．１ｔ．ｎ Ｒ．ｖｏ１ｕｔ１ｏｎ）。 この危険なティレンマか

らわれわれの確信へと通じるただ一つの出口のみがある」との有名な言葉を言 った後，ｒわたし

の所属している中間派は，内閣の党派でもなく ，また体系的な反対派でもない」として，つぎの

ような修正動議を提起した 。

　「国民議会はつぎの決議をしようと欲する 。すなわち，８月９日の決議はいかなる主義
（Ｇｅｓ１ｍｍｇ）の調査も ，良心の強制をも招来せず，ただ立憲国家に必要な，国民と軍隊との間の

一致を招来することを目的とし，反動的勢力および軍隊に属する市民と文官身分に属する市民と

の間のこれ以上の衝突を避けることを考慮して，国民議会はつぎの宣言をする 。内閣が８月９日

の決議の意味に照応した軍隊への訓令を発することを薦踏するならは，内閣は全国の信頼を失な
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６）う」。 この修正動議を討議に付すか否かの採決がなされ，起立多数で採択が決まっ た。

　ついで，ハラソウィツ（Ｈａ皿…ｏｗ１ｔ・）議員が，８月９日に一票差で決議された，シュ ルツ議

員によるシュタイン提案の下位の修正動議に対して疑義を提起したが，否決された。三番目にタ

ムナウ（Ｔ．ｍｎ．ｕ）議員からつぎの修正動議が出された。「国民議会はつぎのように宣言しようと

欲する 。すなわち，国民議会は，本年８月９日の決議にさいして，７月１５日に蔵相と内相とが各

県知事に発したのと同様の訓令を軍隊の司令官に発することを意図した。国民議会は，軍隊の将

校が政治的見解の明示を必要とすること ，あるいは陸相の訓令の言葉までを指示すること ，を意

図しない。しかし，国民議会は，軍隊の将校が反動的または共和主義的努力を警告される訓令を

発することを承認する 。国家市民の平和のため，新しい立憲国家制度の促進のために必要である
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７）
と考えるからである」。 この修正動議も起立多数で採択された。こうしてシュタインとシュ ルツ

提案，Ｖ．ウンルーとタムナウの修正動議についての討議が展開されるに至る 。

　討議は６時問に及んで行なわれ，多岐にわたる論点が提示された。以下では，Ｍ．ボ ッッェン

ハルトによる整理の仕方に従い，可能な限り議事録を援用しながら ，討議を要約することにしよ

う。 すなわち，議会内を右派，中問派，左派および内閣に分け，９月７日以前における各集団の

見解と ，９月７日の討議過程での議論の展開を中心に，これと議会外における国王と側近派の見

解を絡めるという整理の仕方によっ てである 。

　右派は，既述のように国民議会においては少数で弱体であ った。右派は，内閣が８月９日の国

民議会の決議に対して，対応の遅れたことに対して批判的であ った。国民議会の決議については ，

とくにシュ ルッ修正動議に対して不快感を抱いていた。そして行政領域への不当な侵害との非難

を予じめ防いだタムナウ修正動議に賛成であ った。ライヘンスペルガｒ議員はつぎのように述べ

た。 シュタインとシュ ルッ提案に対する反対はすでに〔９月４日〕言明した。訓令は良心の強制

ではなく ，すでに蔵相と内相とが文官官庁に発した訓令と同じであり ，すでにこの訓令と同じ原

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５４４）
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理が認められている 。しかし，国民議会は憲法制定議会であ って，立法議会ではない。上院も存

在しない。議会解散という国王大権に対して，国民が議会召集を求め得ない点を考慮しなければ

ならない。したがって，「この議会の職権を慎重と中庸でもっ てのみ行使すること」が重要であ

る。「全国のもっとも高貴で，知性のある人々が議席を占めた，１７８９年のフランスの憲法制定議

会が，この命題の真実であることを証明する 。というのは，それが，恐らくは回避し得たと思わ

れる全国を襲 った嵐をもたらしたからである 。われわれは今日なおそれを中庸と慎重でもっ て回

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９）
避し得る」がゆえに，タムナウ提案に賛成である ，と 。バウムシュタルク（Ｂ．ｕｍ．ｔ。。ｋ）議員も

　　　　　　　　　　　　　　　１０）
タムナウ提案に賛成したのであ った 。

　中央派，とくに右派の ｖウンルーは，上述のように８月９日の決議は信念の宗教裁判（ｄ １．

Ｇｅ．１ｍｕｎｇ．ｍｑｕ１ｓ１ｔ１ｏｎ）をも ，また行政への直接的影響をも意図するものではなく ，内閣が決議の

実行を拒否すれば不信任投票を行なう ，との立場をとっ た。 左派のシュ ルツェＶ．デーリッ チュ

（Ｓ・ｈｕ１… 　ｏｎ　Ｄ・ｌ１ｔ… ｈ）議員もまた，シュタイン提案にも ，ｖ ウンルーの修正動議にも賛成した 。

かれの論点は，内閣が議会多数との一致における立憲的統治の原則を掲げている点に向けられた 。

「内閣はわれわれ国民議会に対していかなる立場にあるのかを忘れている。われわれの国家には

秩序づけられた職権（。ｉｎ．ｇ。。。ｄｎ．ｔ．ｎ Ｇ．ｗ．１ｔ．ｎ）はなお存在せず，執行権に対する立法団体もな

お存在していない。ただ国民と王室のみが存在し，両者が，立憲的原則が生み出さないといけな

い新しい国家生活の諸条件についての協定をしようとしている 。現在の問題状況はこのようであ

る。 新しい状態を準備する革命が真の平和をもたらすために休戦を締結した状況にある」と述べ ，

国民議会の課題はこの休戦状態において王室と憲法を協定することにあり ，それ以外の目的はな

い。「憲法の協定作業の平和的調整を保証する以外のことを訓令は目的としていないことをわた

しは言おうと欲しないし，言う必要もない」，したがって，決議を実行しないならば，「選択は内

閣が退陣するか，国民議会がそうするか，である」。「われわれが建設する立憲国家は組織された

多数以外の何物でもない」。 王室と憲法を協定しなければならない選挙法で構成された国民議会

には決議の実行を要求する権限はない。しかし，この主要課題の達成を保証すること以外の目的
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１１）
をもたない決議を実行させる権限はある ，としてシュタイン提案に賛成した。中央左派のロード
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｉ２）
ベルトゥスもまた，異なっ た脈絡においてではあるがシュタイン提案に賛成した 。

　左派は，内閣が国民議会の決議を実行することを要求した。そして，フランクフルト国民議会

においても暫定的中央権力の設置についての討論において表明され，ここでも ，つぎにみるよう

に内閤が主張した，モンテスキ ュー（Ｍｏｎｔｅｓｑｕｉｅｕ）の「法の精神（Ｅ．ｐ．ｉｔｄｅ． Ｌｏｉ。）」に基づく権

力分立を否定した。マルクスを取り囲む層に近いケルンの医師デスター（ｄ’Ｅ．ｔ。。）議員はつぎの

ように主張した。「われわれは，開始された新しい大きな世界時代の入口（Ｅｉｎｇ．ｎｇ．ｉｎ。。ｎ・ｕ・ｎ ，

ｇ・・Ｂ・ｎ　Ｗ・１ｔ－ Ｅｐ・・ｈ。）に ，世界史的革命（。ｉｎ．ｗ．１ｔｇ。。。ｈｉ． ｈｔ１ｉ．ｈ． Ｕｍｗａ１．ｕｎｇ）でもっ て立 っている」。

そこでは新しい形態が必要になっ てくる 。「この新しい形態の代りに，ここで古い，腐り果てた

モンテスキ ューの国家知識がわれわれの前に投げ出された。それは世界を幸福にする状態にない

ことを示している 。われわれは１８４８年の革命以外のものをもたないからである 。われわれの大臣

は１７８９年のフランス大革命以前の立場に立 っている」として，軍隊への訓令の実施を迫り ，実施

　　　　　　　　　　　　　　　　１３）
しなければ信任問題にすると言明した 。

　以上，右派は権力分立の明確でない憲法制定議会における行動の慎重と中庸の必要を説き ，タ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５４５）
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ムナウ案に賛成した。中央派は憲法制定のための休戦の必要から訓令の発布に賛成し，発布しな

い時には内閣に対して不信任投票をするとの立場からシュタイン提案に賛成した。左派はモンテ

スキ ューの権力分立はフランス革命以前の立場〔？〕であるので，革命を遂行するためにはシュ

タイン提案の実行が必要であり ，実行しないばあいには不信任投票を行なうと主張したのである 。

　以上の討議のなかで，内閣は権力分立の見地に立 った。ハンゼマンは，Ｖ ウンルーの動議を批

判して，「わたしは全く反対の確信をもっ ている。　　国民議会が決議するすべてのことが

行政問題自体すらも　　詳細に至るまで実行されなけれはならないとの原則から国民議会が出発

するならば，このことにより自由が極めて危険に陥いるであろうとわたしは逆に信じる 。絶対主

義より危険なものはない。一人の人間による専制主義，一つの委員会（。ｍＫｏ１ｌｅｇｌｕｍ）による専

制主義が絶対主義である」と述べ，立法権と行政権の分離の重要性を指摘した。また，シュ ルツ

提案に対しては，軍隊においては服従が大切であり ，訓令によっ ては目的は達せられない，と付
　　１４）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１５）

言した。陸相シュレ ソケンシュタインは簡単にタムナウ提案への賛成を表明した 。

　内相キ ュールヴ ェッ ターは，「この席〔大臣席〕に坐 っている者にとり ，深く心に刻まれたこと

は厳しい苦痛（ｅｔｗａ． Ｐｅｍ１１．ｈｅ。）である ，ことを貴国民議会は見誤りはしないであろう 。という

のは人物の問題（Ｐｅ．ｓｏｎ．ｎｆ。。ｇｅ）が事象的問題と混同されているからである」と述べ，「国民議会

が今日決定のために提出している問題は，……わたしの意見では全然正しく設定されていない」。

問題は〔将校の信念ではなく〕国民議会の決議を内閣が遂行する義務があるとする点にある 。国民

議会が内閣に義務を課すのと ，それを満たさなけれはならない，とするのとでは，全く異なっ た

事柄となる 。また，将校と文官との問にも相違がある 。「純粋な懲戒法が軍隊には課せられなけ

ればならない」のであ って，内閣や国民議会の仕事ではない。文官のばあいには蔵相と内相の権

限に属する措置をとっ た。 良く秩序づけられた国家有機体における権力の分立についてはすでに

述べた。「モンテスキ ュー がすでにこの分立の必要について述べたことは真理である」。 人権

（ｄ
。。 Ｍ．ｎ。。ｈ．ｎ。。。ｈｔ。）が説明された導入部において，「権力分立のない所では憲法は存在しない」

と言明した１７９１年のフランスの最初の憲法制定議会（ｄ１。。。。ｔｅ　ｋｏｎ．ｔ．ｔｕｔ１。。。ｎｄ．Ｖ。。。。ｍｍ１ｍｇ　Ｆ。。ｎｋ
一

。。１．ｈ．ｖ．ｎ１７９１）が典拠となる 。フランクフルト国民議会においても ，その最初の日に周知のマ

インツ事件の折に行政権への侵害が拒否されている 。マインツおよぴ帝国要塞における守備隊の

一時的交代と市民軍の再組織との決議が提起された時，フォクト（Ｖｏｇｔ）議員が，プラーハにお
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１６）
ける流血事件と関連してこれに異議を唱え，国民議会はこれに従 った。以上のように内相は権力

分立の正当性を主張したのである 。

　商相ミルデは，上述のデスター議員の発言に対して，「この国民議会が排他的に国家権力を吸

収し，国民公会になろうとしているのか否か」が問題であると述べ，国民議会の決議は政治的宗

教裁判（ｅｍｅｐｏ１１ｔ１・ｃｈｅＩｎｑｕ１ｓ１血ｏｎ）ではないとしながら ，国民議会の全能（Ｏｍｍｐｏｔｅｎ・ ｄｅ・

Ｖｅ。。ａｍｍ１ｍｇ）から出発している ，と批判した。「われわれは非常に重要な瞬問に立 っている 。他

の発言者が言われたように，歴史がわれわれの後に立 っており ，歴史がここで準備されるという

のは真実である」と述べ，「われわれは国民公会の道を歩むのか，立憲君主制の統治と真の自由
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１Ｚ）

とが真理とならなけれはならないのか，が問題である」と結んだ 。

　以上のように内閣は権力分立の原則に基づいて国民議会の決議の実行に反対し，国民議会の各

フラクと対立したのである 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５４６）



「三月革命」と官僚および軍隊（川本） ２７５

　討議は，２時に議長が１時問の休憩を提起したのを拒否して，続行された。その討議過程で議

長がヘルリンの市民軍より届いた文書を朗読した。要旨は国民議会の決議を支持し，市民軍が国
　　　　　　　　　　　　　　１８）
民議会を守るというにあ った。これに対し，ペルツァー（Ｐ．１。。。）議員とライヘンスペルガー 議

員から ，国民議会はベルリンにおいて市民軍によっ て守られなければならないような不自由な状
　　　　　　　　　　　　　　　　　　１９）
態にあるのか，との疑問が提起された。討議はこの問題をも交えながら続行された後，議長が討

議を明日まで延長するのか否かという問題を提案し，延長案が否決され，シュタイン提案ととも

に， Ｖ． ウンルーとタムナウの修正動議も投票に付すことが決定された 。

　ついで，３つの案の投票順序について討議が行なわれた。議長が，ポー ゼン州の問題の時に委

員会が提起した原則に従 って ，Ｖ．ウンルー →タムナウ→シュタインを提案したのに対し ，Ｖ．ウン

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２０）
ルー が， タムナウ→Ｖ．ウンルー →シュタインの順序を主張し，議長案が多数で可決された。投
　　　　　　　　　　　　　　２１）
票の結果は以下の如くであ った 。

　　 ｖ． ウンルーの質問。「国民議会はつぎのことを決議しようと欲するか？８月９日の決議はいかなる信念

　の調査でも良心の強制でもなく ，ただ立憲国家において必要な，国民と軍隊との問の一致をもたらすこと ，

　また軍隊に属する市民と市民階級に属する軍隊との問のこれ以上の衝突といっ た反動的努力を回避するこ

　と ，を目的とするとの考慮において，国民議会はつぎの宣言をする 。８月９日の決議に照応した軍隊への

　訓令を発布させることを内閣がさらに薦踏するならば，内閣は全国の信頼を失なう」。 名前の呼びあげに

　応じて賛成，反対を言うこと 。採決結果，反対３２０名，賛成３８名 ，欠席４３名 ，棄権１名。以上，否決 。

　　タムナウの質問。「国民議会はつぎのことを決議しようと欲するか？国民議会は，本年８月９日の決議

　において，７月１５日に県知事に蔵相と内相とが発したのと同じ訓令を ，軍隊の司令官に発することを意図

　した。国民議会は，軍隊の将校がかれの政治的信念の表明を強制する意図をもたず，陸相に訓令の本文を

　指定する意図ももたない。しかし，国民議会は，軍隊の将校に反動的および共和主義的努力を警告し，国

　家市民の平和のために，また新しい立憲国家制度の推進のために，訓令を必要と考える」。 採決結呆，反

　対２１０名，賛成１５６名，棄権と欠席３６名。以上，否決 。

　　シュタインの提案。「８月９日の第３７会期において国民議会が決議したのと同じ訓令が，そのまま全国

　の安定と信頼の維持とのために，同様に国民議会との断絶を回避するために発せられることが，内閣の緊

　急の義務であることを ，国民議会は決議しようと欲するか？」。 採決結果，賛成２１９名 ，反対１４３名 ，欠席

　４０名。以上，採決 。

　このシュタイン提案の探決でもっ て， ９月７日の第５２会期における国民議会は終了し，内閣の

退陣へとすすんでいくのである 。

１）　Ｖｅｒ
ｈａｎ（１１ｕｎｇｅｎ，Ｂａｎｄ２，２４８～２５０

２）　Ｅｂｄ
．，

２６６

３）Ｅｂｄ ，２７２なお，Ｖウァレンティンは，「５時問以上の会議」と誌している（Ｖ　Ｖａｌｅｎｔｍ　ａ　ａ　Ｏ，

　Ｚｗｅｉｔｅｒ　Ｂａｎｄ，２４２）。

４）　Ｖｅｒ
ｈａｎｄ１ｕｎｇｅｎ，Ｂａｎｄ２．２７９

５）　Ｅｂｄ
．，

２５０

６）　Ｅｂｄ
．，

２５０～２５１

７）　Ｅｂｄ ，２５２

８）ＶｇｌＭＢｏｔｚｅｎｈａｒｔ，Ｄｅｕｔｓｃ ｈｅｒ Ｐａｒ１ａｍｅｎｔａｒ１ｓｍｕｓ，５２８～５３０

９）Ｖｅｒ
ｈａｎｄ１ｕｎｇｅｎ，Ｂａｎｄ２，２５２～２５３なお，ウーリ ソヒ（Ｕｈｒｌｇ）議員は ，３月１８日に教会に対して

　も同じような訓令が発せられた，と述べている（Ｅｂｄ ．，

２７０）。

１０）　Ｅｂｄ
．，

２５４～２５５

（５４７）
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　１１）　Ｅｂｄ
．，

２６２～２６３

　１２）　Ｅｂｄ
．，

２６５～２６６

　１３）　Ｅｂｄ
．，

２６６

　１４）　Ｅｂｄ
．．，

２５６～２５７

　１５）　Ｅｂｄ
．，

２６１

　１６）　Ｅｂｄ
．，

２６３～２６４

　１７）　Ｅｂｄ
．，

２６７～２６８

　１８）Ｅｂ
（１

．，

２６８．全文はつぎの通りである 。ｒ貴国民議会！ 。市民軍ベルリンの多数は，同封した各中隊

　　の決議に基づいて，次の宣言を行なう権限を与えられた。市民軍ベルリンは，国民議会の多数によっ

　　て述べられ意見のなかにプロイセン国民の意志を見てとり ，国民議会のそれに副 った決議を ，国民議

　　会が自由になし得るすべての手段でもっ て遂行することを期待している 。ここに署名した各司令部は ，

　　全力でもっ てこのために行動し，貴国民議会を守ることを宣言する 。ベルリン ，１８４８年９月７日 ，市

　　民軍司令官〔署名〕リムプラー（Ｒｍｐ１ｅｒ），市民軍幕僚〔署名〕エシュウェ（Ｅｓｃ ｈｗｅ），ｖヘルフ

　　 ォード（ｖｏｎ　Ｈｅｒｆｏｒｄ），Ｆトゥンカー（Ｆｒａｎｚ　Ｄｍｋｅｒ），グラーフェ（Ｇｒａｖｅ）。 貴国民議会へ」。

　１９）　Ｅｂｄ
．，

２６９，２７０

　２０）　Ｅｂｄ
．，

２７２～２７３

　２１）　Ｅｂｄ
．，

２７３～２７９

　１８４８年９月８日の第５３会期の国民議会に，アウエルスウァルト首相は国民議会議長グラボウ宛

文書（ｅｍ　Ｓｃｈ．ｅ１ｂｅｎ）の形で会期の延長を願い出た。当日議長は病気で欠席していたので副議長

フイリ ソプス（Ｐｈ１１１１ｐ。）が司会した。記録係が文書を朗読した後，首相が，内閣は今日の会期の

延長を願 ったのであり ，国民議会の延期をではない旨発言した。その後，延長会期の日時につい
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１）
て日曜説と木曜説が対立し，長い討議の末，次回は日曜日と決定して閉会した。ついで，９月１１

日の第５４会期の国民議会において，首相は，国民議会が行政の領域を侵害し，内閣への信任の喪

失を結果することになっ たので，国王に解職を願い出て許されたと述べ，内閣の退陣を告げた 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２）
副議長は討論の未決分を次回木曜日に討議すると告げ，閉会した 。

　こうしてアウエルスウァルト内閣の退陣が決定したのであるが，退陣が不可避であ ったわけで

はなか った。内閣は，国王の意志に反して議会多数派の原理に固執して退陣した。９月１１日の国

民議会における首相の発言にあるように，すでに９月５日の国王との審議において，国王が反対
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３）
したとしても ，すでに内閣の退陣を表明していた。９月７日の国民議会においてウンルーは，わ

れわれが現在「反革命と第二の革命の岐路」に立 っており ，譲歩は「反革命の公然たる第一歩」

になると言明したが，それは説明のみに留まり ，内閣退陣のあり得る結果を憂慮して，右派とと

もに内閣を支持する準備を行なっ てはいなか った 。

　しかし，かれが３つの提案の投票順序として，タムナウ→ウンルー→シュタインの順序を主張

したのは，ウンルーのフラクがほぼ４０名，右派がほぼ１５０名と計算し，タムナウ修正動議が否決

された後，右派が左派のシュタイン提案よりもウンルー修正動議を支持する方がよいと判断して ，

ウンルー案に投票し，これで国民議会多数が形成される可能性がある ，と判断したからであ った 。

しかし，投票順序はウンルー修正動議が最初となり ，この目算は外れることになっ た。 右派と中

央派とによる議会の多数派形成の機会はいま一度，内閣が右派のタムナウ修正動議に賛成し，軍
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４）
隊の反動的諸傾向に反対するとの原則的立場を表明した時にも訪れた。しかし，いずれのばあい

にも ，フラク間での意志疎通が欠如していたことが致命的となっ た。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５４８）
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　以上のように内閣を議会多数が支えることに失敗したとしても ，退陣が不可避であ ったわけで

はない。アウエルスヴ ァルトの後任であるプフエル（ｐｆｕｅｌ）首相が，９月１９日に国王に提出した

計画のなかで述べた対応が可能であ った。すなわち ，プフエル内閣は「国民議会多数を獲得する

こと」を目指す。しかし，それが失敗したばあい，〔シュタイン提案のような〕「絶え間のない権限

侵害」にさいして ，「国民への控訴（Ａｐｐ．１１．ｔｉ．ｎ．ｎｄ。。 Ｖ．１ｋ）」の目的で国民議会を解散する 。但

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５）
し， 新しい国民議会は４月８日の選挙法に従って選出される ，との対応である 。

　しかし，内閣の主柱ハンゼマンは退陣の道を選んだ。その理由は個人的感情にあ った。かれは

既述のように，右派と議会外の反動勢力により全国的に最も激しく非難を浴ひていた。それに加

えて，国民議会において左派により攻撃が加えられたので，これに対する敵意から退陣を宣言し
　　　　６）
たのである 。ハンゼマンは不幸にも ，この時肉体的に病んでおり ，完全な戦闘力を発揮できなか

った。かれはこれを契機に，かつて大経清（ｄ１ｅ　ｇ．ｏＢｅ　Ｗ１廿。ｃｈａｆｔ）から政治に入 ったのと逆に ，

政治から大経済へと復帰し，国立銀行総裁（Ｃｈｅｆ　ｄｅ． Ｓｔ。。ｔ．ｂａｎｋ）となり ，後にティスコントケセ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７）
ルシャフト（ｄｉ． Ｄｉ。。。ｎｔｏｇ。。。１１。。ｈ．ｆｔ）を創立するに至るのである 。

　しかし，内閣の退陣という結果を招いたのは，ハンゼマンの個人事情よりもヨリ深い所に原因

があ った。ウンルー が後に，内閣倒壊の原因についてのさまさまな見解を検討して達した結論は ，

内閣が国民議会フラクとの意志疎通を行なわなかった点に最大の欠陥がある ，というものであ っ

た。 ウンルーは，カンプハウゼンもハンセマンも重要問題について予じめフラクと接触していれ

ば， 恒常的に広範な統治多数を国民議会において保持し得た。しかし，重要提案にさいして，い

かなる準備をも行なわず，国民議会に再三自ら信任問題を提起して国民議会を困惑させた，と回

顧した。例えば，中央左派に属した農相ギールケは，９月４日の会期の前にかれのフラクの会合

に出席したが，内閣によっ て準備されていた宣言については何も語らず，フラクとの連繋につい

て何も行なわなか った 。

　ハンゼマンも大臣として，機会があれはフラクの会合に出席した。そのさい，フラクは再三 ，

内閣へのフラクの無言の従順な服従を自明の則提とする ，内閣によるフラク軽視に対して苦情を

述べた。ライヘンスペルガーも ，ハンゼマンがフラクの支持を自明のものとしている点に「侮

辱」を感じ，右派との連繋がうまくいかない時には，「不信と不満」のみを述べ，決定的瞬問に

内閣がフラクとの接触を欠落させたとｒ体験記（Ｅｒｌｅｂｍ・・ｅ）」で述べた。ウンルーも ，内閣は決

定的会期の前に内閣の態度について報告せず，ｒ終始一貫孤立し」つづけた，と書いた・さらに ，

１８４８年９月２７日のｒ一般新聞（Ａ１１ｇｅｍ・ｍｅ・ Ｚｅ１ｔｕｎｇ２２９１８４８ ，Ｎ・２６７）」は，今迄のプロイセン内

閣が「議会的組織なしに，また，組織的な定期刊行物もなしに統治し得ると信じた」ことが，ま

さに内閣が真の立憲的統治制度を理解していなか ったことの証明である ，と報道した 。

　以上からつきのような結論が引き出せるであろう 。立憲的見解において国王との根本的相違が

存在していればいるほど，「古典的」立憲主義の統治形態が必要であ った 。１８４８年１０月２５日のザ

クセン上院において，皇大子ヨハン（Ｐ・ｉｎ・Ｊｏｈ・ｍ　ｖ・ｎ　Ｓ・・ｈ・ｅｎ）が指摘したように，大臣は将来

「多数をもつ政党の指導者として」国民議会から選ばれるであろう 。大臣は政党指導者としての

資格において多数を指導することができ ，官職に基づかない権威を振るうことができなければな

らない，という統治形態である 。そのためには，ウンルー が１８４９年３月２０日のプロイセン下院で

発言したように，「もし内閣が多数を率いることを了解できないとすれば，大臣は審議と決議に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５４９）
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おいてどのような影響が生じるか，について知 っている」ことが重要であ った。カンプハウゼン

が後に自由派の自己批判のなかで批判されたように〔Ｇ。。ｎ．ｂｏｔ。叫９，１８５ｑ２Ｓ．ｍ〕 ，かれは余りに

も素朴に「高潔な人（Ｇｕｔｇ。。１ｍｔ．ｎ）」の多数を頼りにしすき ，これらの人を国王に対する支柱と

して組織することをしなか った。「組織のない党派は党派ではない」のである 。

　余りにも過大な自己確信，間違 った契機に対する動機のない信任問題の多用，フラクとの接触

の欠如，フラクの政治的意向の無知から結果する国民議会多数への幻滅，これら全体について自

由派左派の雑誌「ゲルマニア（Ｇｅｍａｍａ）」は，１８５２年に「プロイセンと三月大臣（Ｐ．ｅｕＢｅｎｍｄ

ｓｅｍｅ　Ｍａ．ｚｍ１ｍｓｔｅｒ）」という論説において，ハンゼマンを批判しながらつぎのように書いた。以上

のような統治様式は「古典的立憲主義においては問題である 。内閣が議会主義的内閣であると考
え， 何よりも国王の立憲主義的根本見解と矛盾しながら議会王義の原理に従って統治しようとす

るならは，それは制度の決定的弱点となる 。国王と国民議会との対決にさいしての政治的対立ま

たは法理解の架橋不可能な相違がではなく ，国民議会内部の構造的弱点が最終的にハンゼマン内
　　　　　　　　　　　　　９）
閣の倒壊へと導いたのである」と 。

　アウェルスウァルト内閣の倒壊の真の原因は，外からの左右攻撃にあ ったというよりも ，国民

議会内部の構造的弱点に求められるべきであろう 。このことはまた，新しい時代を切り開く任務

をもっ た「ブルジ ョアジーの内閣」が，新しい国民代表としての国民議会の創設に当り ，議会に

対して依然として古いプロイセン的官僚思考を払拭できないでいたことを示している 。この点は ，

ハンゼマンが内閣へのフラクの塩言の従順な服従を自明の則提としていた点に明瞭に示されてい

る。 このことは，官僚と軍隊に典型的な，プロイセン的伝統の刻印された社会における古典的立

憲主義の発展の困難を予測させ，逢かにナチ体制成止に至る一源流となるものであ った 。

　　１）Ｖｅｒｈａｎｄ１ｕｎｇｅｎ，Ｂａｎｄ２，２８０文書の全文は以下の如くである 。「内閣が，国民議会の昨日の会期に

　　　おいてなされた投票の結果について，国王陛下に決断を伝えるという事膚にあることの届け出を謹し

　　　んですることは，閣下に対してわたしの名誉とするところです。内閣は昨日の決議により今日の国民

　　　議会に出席することを妨げられましたので，会期を延期することを謹しんで閣下の裁量にお任せしま

　　　す。ベルリン ，１８４８年９月８日 ，内閣総理大臣フォン　アウエルスウァルト ，国民議会議長グラボウ

　　　殿」。

　　２）Ｅｂｄ ．，

２８１．アウエルスヴ ァルト首相の発言は以下の如くである 。「内閣は，この月の７日の国民議

　　　会の審議の結果において，国王陛下のもとへ内閣の辞職を願い出ることを一瞬たりとも嬢踏しません

　　　でした。つぎに，このことについてつぎのように理由を申し上げたいと思います。『われわれはすで

　　　にわれわれの責任ある官職からの解職の願いをここに恭々しく提出しました。われわれは国王陛下に

　　　再びこの願いを恭々して提出し，つぎのことを申し立てることをお許し下さい：われわれの見解に従

　　　うと ，われわれにより王張され，本日７日の国民議会の会期においても弁護した原理（Ｐｒｍｚ１ｐ），す

　　　なわち行政処分の確定は国民議会に帰属しないとの原則，は維持されなければなりません。これなく

　　　しては立憲君主制は存続し得ないからです。しかし，われわれは国民議会のこの会期においてなされ

　　　た決議から ，われわれへの信頼の喪失を結論しなければならないと思います。われわれへの信頼の欠

　　　如はかの原理の保持を非常に困難にします。この理由からわれわれは国王陛下にお願いした解職が聴

　　　き届けられますように謹しんでお願い致します』。 国王陛下はつきのように言明されました。『朕は本

　　　日９日の汝等の報告において言明された見解を了解する。それはそこで述べた原則なしには立憲君主

　　　制は存続し得ないというものであ った。同様に朕は汝等によっ て挙げられた理由によっ て申し出た解

　　　職を与える。新内閣の形成に至るまで，汝等は汝等の職務をつづけていくこととする 。サンスーシー

　　　１８４８年９月１０日 ，フリードリッ ヒ・ ヴィルヘルム』。 朕はさらに汝等に伝える。ドイッ国民議会議員

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５５０）
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　　　ｖベソ ケラート（ｖｏｎ　Ｂｅｃｋｅｒａｔｈ）氏を朕の所へ呼ぴよせるであろう 。その後で朕は国民議会に適切

　　　な時期においてその会期を定めることを要請する」。

　　３）ＭＢｏｔｚｅｎｈａｒｔ，Ｄｅｕｔｓｃｈｅｒ Ｐａｒ１ａｍｅｎｔａｒ１ｓｍｕｓ，５２８．５３０

　　４）　Ｅｂｄ
．，

５３０～５３１

　　５）　Ｖｇｌ．Ｅｂｄ
．，

５３４

　　６）　Ｅｂｄ
．，

５３１

　　 ７）Ｖ　Ｖａ１ｅｎｔｍ　ａ　ａ　Ｏ ，Ｚｗｅ１ｔｅｒ　Ｂａｎｄ，２４３また，大経済復帰後のハンゼマンについては，拙稿「三月

　　　前期ライン地方における金融問題」，大野英二，住谷一彦，諸田實編『ドイツ資本主義の史的構造』

　　　有斐閣 ，１９７２年，所収を参照せよ 。

　　８）ＭＢｏｔｚｅｎｈａｒｔ，Ｄｅｕｔｓｃｈｅｒ Ｐａｒｌａｍｅｎｔａｒ１ｓｍｕｓ，５３１～５３２

　　９）　Ｅｂｄ
．，

５３２

　アウエルスウァルト内閣の退陣にさいして，国王の側ではクーテターの計画が提起された。９

月３日にすでにレオポルト ・ケルラ ソハが作成した「統治計画（Ｒｅｇ１ｅ．ｍｇｓｐ１ａｎ）」を下敷にして
，

ルートウィヒ ・フォン ・ケルラ ソハが９月１１日に「戦闘計画（Ｋａｍｐｆｐ．ｏｇ．ａｍｍ）」を国王に手渡

した。その内容は以下の通りであ った。¢違法との理由でもっ て， 国民議会におけるシュタイン

提案の決議を却下することを予じめ考慮しておく ，　国民議会のブランデンブルクヘの移転，　

憲法議案と ，租税改革および農業改革についてのｒハンゼマンの法律」との撤回，＠騒乱と暴動 ，

政治的扇動，結社の自由と出版の自由に対する法律の可決，　「ラントターク（ ，）（Ｌａｎｄｔａｇ

（！））」がこの計画に抵抗すれば計画を延期する ，　新憲法を制定し，緊急のばあいには，議会の

承認なしで欽定，¢新憲法でもっ て身分制的構成に基づく国民代表の導入，以上である 。

　数日後，国王はこの「戦闘計画」の保証のもとで，覚書（。ｍ． Ｄ．ｎｋ。。
ｈ．１ｆｔ）において ，つきの

ような信念を述べた。いまがヨーロッ パにおける神によっ て任命された政府という概念（ｄｅ．

Ｂｅｇ・１ ｆｆｄ
ｅ・ｖｏｎ

Ｇｏｔｔｅｍｇｅ・ｅｔ・ｔｅｎ Ｏｂ・１ｇｋｅｌｔｍＥｕ・ｏｐａ）を救う最後の機会である 。「この認識に従 って ，

わたしは，わたしの内閣から制度を受け入れるのではなく ，わたしの信念と決断に従って行動し

ようと欲する大臣のみを選ぶ決 。し・をした 。わたしは『責任ある大臣（。。。。ｎｔｗ。。ｔ１１．ｈ． Ｍｌｎ１．ｔ。。）』

を欲する 。しかし，この大臣は，まず第一に，就中神に対して責任を自覚しなければならない 。

つぎに私に対して，そしてそのつきに初めてわれわれの将来の憲法を与えるであろうラントター
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１）
ク（Ｌ．ｎｄｔ．ｇ．ｎ）に対して責任を自覚しなけれはならない」 ，と 。

　しかし，この「戦闘計画」がその後，ほぼその筋書き通りに進行したとしても ，それはウィー

ンの反革命の成功という国際情勢の変化と ，プロイセン軍隊によるベルリンに対する包囲網の完

成という ，国際的，軍事的契機が整 って後のことであ った。この段階では，国王はなお，中庸の

自由王義的内閣を希望し，９月１１日の国民議会における首相の発言において明示されたようにベ

ッケラートに白羽の矢を立てたのである 。皇太子と側近党がこれに対してもとより不気嫌であ っ

たにしてもである 。

　９月１２日に国王のベッ ケラート招耳男がフランクフルトに届いた。９月１４日にベッ ケラートはベ

ルリンに到着し，メヴィッ セン（Ｇｕ．ｔ．ｖ　ｖ．ｎ　Ｍ．ｖｉ。。。ｎ）ほか数名と会い，共同でプログラムを作

成した。国王は自ら作成した反動的プロクラムをヘソ ケラートが受け入れると信じていた。他方 ，

ベッ ケラートはプロイセン国民議会の中庸グループとの一致を企図していた・９月１６日にベッ ケ

ラートはポッタムにおいて国王と会談し，９月１７日にプロクラムを文書で国王に提出した。そこ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５５１）
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には，¢ドイツ統一問題では，３月１８日の国王による統一的連邦国家（ｄ。。。ｍｈ．１
ｄ１．ｈ．

Ｂｍｄｅ・ｓｔａａｔ）についての言及のもとで，フランクフルトで作成されるドイツ憲法とフランクフル

ト中央権力を認可すること ，　プロイセンについては，ウァルテ ソク憲法を基礎に，すべての位

階と称号の廃止，　勤務期間短縮を含む一連の軍隊制度の改革と軍隊の国民的形成，等が含まれ

ていた 。

　これに対し，側近党は，以上のすべての点における衝突の解決を，権力のさん奪と軍事力によ

ってなすことを決議した。しかし，国王はベッ ケラートのプログラムを拒否した後，首相候補と

してアルニム ーボイソェンベルク（ＡｍｍＢｏｙｔｚｅｎｂｅｒｇ） ，フインケ（Ｖｍｃｋｅ） ，シェーン（Ｓｃｈｏｎ）

等の名前を挙げ，結局，９月１９日にプロイセン改革の偉大な伝統を受け継ぐ老将軍，プフェルを
　　　　　　　　　　　２）
首相に任命したのである 。

　なお，国王がベッ ケラートのプログラムを拒否したのと同じ時期に，フランクフルトでは，８

月２６日に英露の圧力のもとで，マルメー（Ｍ・１ｍｏ）において余儀なくされたプロイセンとテンマ

ークとの停戦協定締結に反対して，国民公会の設置とジャコバン流の国民戦争を求める民衆蜂起

が勃発した。シュレスヴィッ ヒ・ ホルシュタイン問題については補章で論じるのでここでは，４

月１０日にドイツ連邦の委託でプロイセンがシュレスヴィッ ヒに武力介入した点のみを指摘するに

留めたい。この停戦に対して９月４日にフランクフルト国民議会は反対を決議し，ベッ ケラート

もその一員であ った。しかし，プロイセンの圧迫のもとで国民議会が賛成に転じたので，フラン

クフルトで賛成議員を追放するためのデモが発生し，民衆蜂起に至 ったのである 。

　９月１８日にバリケード戦が行なわれ，フリートベルク門北方の庭園でリヒノウスキイ侯
（Ｆｕ．ｓｔｅｎ　Ｌ１ｃｈｎｏｗｓｋｙ）とアウエルスウァルト将軍（Ｇｅｎｅ。。１Ａｕ。。ｓｗａｌｄ）が暴徒により惨殺された

。

アウエルスウァルト将軍はオーハシュレージエンの大貴族（ｄ。。。ｂ。。。。ｈ１。。１。。ｈ． Ｍ．ｇｎ．ｔ）であり
，

ヒスマルクが「アウエルスウァルト三兄弟のうちで最も老練な政治家（ｄ・・ｐ・・ｋ廿・・ｈ・ｔ・ｎ　Ｐｏ１１ｔ１ ｋ・・

ｄｅ． ｄ．ｅ１ Ｂｍｄ。。 Ａｕｅ。。ｗ．１ｄ）」と言 った人物であ った。この暴動を暫定的中央権力も帝国陸相のプ

ロイセンの少将Ｅ　ｖ ポイカー（Ｒｅ１．
ｈ．ｋｎｅｇ．ｍｍ。。ｔ。。，ｐ。。ｕＢ１．ｃ

ｈ。。 Ｇｅｎ。。。１ｍ．ｊｏ． Ｅｄｕ。。ｄ　ｖ　Ｐ
ｅｕ．ｋｅ。）も

鎮圧できなか った。したがって，帝国政府はパウロ教会と帝国宮殿（Ｒ．１．ｈ．ｐ．１．１。）を守るために
，

マインツ要塞に駐屯するプロイセンとオーストリアの軍隊に頼らざるを得なか った。これがプロ

イセンの自意識の強化を結果し，暫定的中央権力とフランクフルト国民議会とはプロイセンに屈

服することになるのである 。

　すなわち ，中央権力は「組織変化（Ｓｙ．ｔｅｍｗｅｃｈ。。１）」を必要とし，「プロイセンのもっ ている力

と手段とが全ドイツの努力と目的のために利用できること」になっ た。 そして，共和主義的，社

会革命的運動が軍事的に制圧され，帝国官庁を守るための保安警察（Ｓ１ｃ
ｈ。。ｈｅｌｔ．ｐｏ１１．ｅ１ ）が強化さ

れ， 出版の自由や民主的団体（ｄ１ｅ　ｄｅｍｏｋｒａｔ１．ｃｈｅ　Ｖｅ．ｅｍｅ）が取り締りの対象となっ た。 こうして ，

「９月１８日の非常に深い意味は，赤旗が黒 ・赤 ・金の旗に対して闘争し，社会革命家の共和国が

王朝の中央権力と国民議会とによっ て約束された進化（Ｅｖｏ１ｕｔｉｏｎ）に対して闘争したことにあ
っ

た」。「フランクフルトの帝国権力（Ｒｅ１ｃｈｓｇｅｗａ１ｔｅｎ）は ，９月１８日にかれらの勝利によっ てその生

存権を立証したと信じた。しかし，この勝利は結局，国民議会の創造物を，進歩的革命としてよ

りも敵対的と考えていた，かの歴史的に成長した諸勢力の役に立 った。それゆえに実際に，９月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３）１８日は１８４８／４９年の革命の歴史全体にとっ ての転回点となっ たのである」。 では，つぎに，プロイ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５５２）



　　　　　　　　　　　　　　ｒ三月革命」と官僚および軍隊（川本）　　　　　　　　　　　　　２８１

セン国民議会におけるシュタインの提案の決議は，プロイセン軍隊の行動に対してどのような影

響を与え，革命の歴史全体に対してどのような意義をもっ たのであろうか 。

　　１）ＭＢｏｔｚｅｎｈａｒｔ，Ｄｅｕｔｓｃｈｅｒ Ｐａｒ１ａｍｅｎｔａｒ１ｓｍｕｓ，５３２～５３３

　　 ２）Ｊ　Ｈａｎｓｅｎ，Ｇｕｓｔａｖ　ｖｏｎ　Ｍｅｖｌｓｓｅｎ，Ｅｒｓｔｅｒ　Ｂａｎｄ，５８６Ｈ，Ｚｗｅ１ｔｅｒ　Ｂａｎｄ，４２８丘 ，Ｍ　Ｂｏｔｚｅｎｈａｒｔ，Ｄｅｕｔｓ

　　　 ｃｈｅｒ　Ｐａｒ１ａｍｅｎｔａｒｌｓｍｕｓ，５３３～５３４

　　 ３）Ｖｇ１Ｖ　Ｖａ１ｅｎｔｍ，ａ　ａ　Ｏ ，Ｚｗｅ１ｔｅｒ　Ｂａｎｄ，１５７－１６９Ｒ　Ｓｔａｄｅ１ｍａｎｎ，ａ　ａ　Ｏ ，１０９～１１１，訳，１５０～１５２

　　　ぺ一シ ，ｕｎｄ１２３，訳，１７０ぺ 一シ 。Ｅ　Ｒ　Ｈｕｂｅｒ，ａ　ａ　Ｏ ，Ｂａｎｄ　Ｉ，６６９，６７３Ｔ　Ｎ１ｐｐｅｒ
ｄｅｙ，ａ　ａ　Ｏ ，６２４

　　　 ～６２５

　９月１１日にルートウィヒ　フォン　ケルラ ソハが国王に手渡した「戦闘計画」は，すでに数か

月前から側近党が準備していたものであ った。かれらは反動的内閣を任命し，国民議会を解散し

て左派に決定的打撃を与える必要を確信していた。若きビスマルクは，６月初め以来，国王との

対話において屡々 ，脅やかされている秩序の回復のために力でもっ て処置することを願 った。保

守派グループのみでなく ，市民的自由主義的グループもまた，急進派を暴力（Ｇｅｗ．ｌｔ）でもっ て

打ち倒すことを請願書によっ て国王に要求した。危機的な９月における注目すべき証言として ，

エルハーフェルト立憲団体の請願（ｅｍｅ Ｐｅｔ１ｔ１ｏｎｄ
ｅ．

ｋｏｎ．ｔ１ｔｕｔ１ｏｎｅ１１ｅｎ Ｖｅ．ｅｍ． Ｅｌｂ。。ｆｅｌｄ）がある
。

「絶対的議会支配の威かく的権力を除去し，かの専制主義に対して国民の自由を守るために，貴

内閣があらゆることをなすであろうことを」期待する 。「それに従 って，われわれは，王室との

憲法の協定のために召集された国民議会を直ちに解散し，新しい選挙を命じて，新しい国民議会

を短期間に召集することを提案する」と 。

　ラインの市民グループは，それゆえ，９月初めにすでに国民議会解散の叫びをあげていたので

ある 。これと同じような多くの願望が，いまや闘争内閤の形成へと踏み出し，国民議会との闘争

を求める決心を，国王とかれの周辺において成熟させていっ たのである 。９月１１日の「戦闘計

画」はこうした背景から生まれたのであ った。この計画の遂行は，ウィーンの反革命の成功とい

う国際的条件が整 って後のことになるのであるが，迎撃の軍事的準備にはすぐに取り掛 った 。９

月１３日に６５才のヴランゲル将軍（Ｇ．ｎ。。。１。．Ｗ。。ｎｇ．１）を「マルクにおける全軍の司令官

（Ｋ・ｍｍ・ｎｄ・ｕ，ｓａｍｔｌ１・ｈ・・ Ｔ・ｕｐｐ・ｎ１ｎ　ｄ・ｎ　Ｍ・・ｋ・ｎ）」に任命し，のちに新設された「マルクにおける

総司令官（Ｏｂ。。ｋ．ｍｍ．ｎｄ１。。。ｎｄ．ｍ　ｄ．ｎ　Ｍ。。ｋ．ｎ）」となっ た。 また，陸相の椅子を去 ったシュレ ソ

ケンシュタイン将軍にヘルリン総督（Ｇ．ｕｖ．ｍ。。ｖ．ｎ　Ｂ。。１ｍ）として全権を与えた。こうして国民

議会の解散を準備するとともに ，「反逆的ベルリン（ｄ。。。。ｂ．１１ｉ。。ｈ． Ｂ。。１ｉｎ）」に対する軍隊による

　　　　　　　　　　　１）
包囲網を形成したのである 。

　９月１７日のヴランゲル将軍の軍命令（～ｍ・・ｂｅｆ・ｈ１）は，嚇々たる勝利に輝く軍隊が，将軍とと

もに「良き市民」の支柱として先頭に立つことを命じ，特別の事件が生じた場合のために，多く

の暗い暗示を与えた。９月２１日にかれは３月以来初めてのベルリンにおける軍隊の閲兵（。ｉｎ．

Ｔ．ｕｐｐ．ｎ。。。ｕ．ｉｎ　Ｂ。。ｌｉｎ）を挙行した 。多くの兵士はそれまで隠れ家で生活していたのが，いまや

ベルリン人は再び軍隊を見ることになっ た。 これには多くの危催があ ったにもかかわらず，うま

く進行していっ た。 ヴランゲル将軍は，訓示（Ａｎ．ｐ。。。ｈ。）において，軍隊の戦闘力を賞賛し ，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２）
意気沮喪した状態にあるベルリン人を悲しんだ，のであ った 。

　以上のアウエルスヴ ァルト内閣時代の国民議会における官僚と軍隊とをめぐる討議の考察から

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５５３）
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つぎのような結論が得られると思われる 。すなわち，まず，大局的にみると ，「三月革命」の帰

趨にとり ，国内的には軍事的側面が決定的意味をもっ たという点である 。市民軍が議会軍として

国王の軍隊であるプロイセン軍隊に対して圧倒的優位に立つ軍事力をもち得なかった点，つまり

国王の軍隊が軍事力において圧倒的であ ったことが「三月革命」挫折の決定的な内的要因となっ

た点である 。この点は，ｒ１８４８／４９年の革命の歴史全体にとっ ての転換点」となっ た， ９月１８日の

フランクフルトの事件についても妥当する 。国王の軍隊の圧倒的優位の延長線上で，クーテター

はウィーンの反革命の成功という国際的条件の整備の後に決行されるのである 。そしてこの軍事

的要因が，立憲制度が進行し，憲法のもとに置かれた国王と官僚を，議会に対して相対的に自立

させる重要な支柱の一つともなっ たのである 。

　つきに当面の局面では，この軍事的要因が，¢シュタイン提案可決にみられる ，左派議員によ

る議会の絶対性〔前憲法的状態にある官僚と軍隊を国民議会の直接的監督下に置くこと＝権力分立の一時

的否定〕の立場に結果的に同調した議会多数派の決定的敗因となっ たのみでなく ，　議会制民主

主義〔この段階では，国民代表としての議会の選挙は，財産と教養のある市民層に選挙権を限定し，そのう

えで王室と協定して，議会立法の制御のもとに官僚と軍隊を置くとの構想〕という本来の近代的立憲主

義の実現を構想しつつも ，前憲法の法体系に基づく行政執行を行なわざるを得ないアウエルスヴ

ァルト内閣の中問的立場〔権力分立を絶えず念頭に置き ，議会絶対性の左派とも ，古い君主的絶対主義を

念頭に置く保守派とも対立〕が倒壊した決定的要因であ った。この結果，ハンゼマンの選択に典型

的にみられるように，自由派の多くは，政治的には保守派と妥協し，経済的繁栄を追求する道を

歩むことになるのである〔西欧民王王義との対比では，トイノに特有な自由王義のあり方の形成〕。 しか

し， この段階ではなお「反革命の前稽古」に留まり ，軍隊の本格的活動はウィーンの反革命の成

功後に持ち越されるのである 。

　　 １）Ｖ　Ｖａ１ｅｎｔｍ，ａ　ａ　Ｏ ，Ｚｗｅ１ｔｅｒ Ｂａｎｄ２４５，Ｅ　Ｒ　Ｈｕｂｅｒ，ａ　ａ　Ｏ ，Ｂａｎｄ１皿，７３８～７４０なお，エルハ ーフ

　　　 ェルトでは，３月１８日に工場が襲撃され，３月２１日には「すべての機械を破壊するまで平静にはなら

　　　ない」との示威行進が行なわれた。これを契機に有産階級が「統一と自由」から「安寧と秩序の回

　　　復」へと方向を転換した占については，拙著『トイソ産業資本成↓史論』１６２ぺ 一ジを参昭せよ 。

　　２）　Ｖ　Ｖａ１ｅｎｔｍ，ａ　ａ　Ｏ ，Ｚｗｅ１ｔｅｒ　Ｂａｎｄ，２４５

　軍隊をめくる国王と議会との関係について，その後の推移は以下の如くである 。

　プフエル内閣の時期におけるヴ ァルデ ック草案に基づく憲法の討議の過程で，ウィーンの反革

命という国際情勢の変化が生じ，議会が解散されて欽定憲法が発布された。この憲法第１１２条第

１項によっ て１８４９年８月７日に議会がベルリンに召集され，１８５０年１月３１日の修正憲法が制定さ
　１）
れた。この憲法第４６条においてｒ国王は軍隊を統帥する」と規定され，軍隊の統帥は議会制御の

外に置かれた。但し，陸軍大臣が国王に対して責任を負い，陸軍省は軍事に対する行政省である

と同時に，陸軍大臣はすべての軍事事項に関して国王を輔弼し，国王の命令に副署し，公布する

ものとされた。また，第１０７条において，１８４８年５月２０日の政府の憲法草案第７８条とヴ ァルデ ッ

ク草案第１０６条における軍隊の憲法に対する宣誓は削除された。さらに，ウァルテ ソク草案第２９

条と欽定憲法第３５条における市民軍規定も削除され，軍事法における君主的絶対主義の形成は存
　　２）
続した 。

　しかし，新たに国民代表としての議会が設置されたことから，軍隊をめぐる内閣と議会との対

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５５４）
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立が生じてくる 。憲法紛争である 。これを憲法をめくる論点に佳点を絞って要約すれはつきの如

くであ った 。

　１８６０年代初頭に陸相 ローン（Ｋ。。。ｇ．ｍｍ１．ｔ。。 Ａ１１ｂ
。。。ｈｔｖ．ｎ Ｒ。。ｎ）が軍制改革法案を議会に提出し

た。 憲法第９９条において，すべての歳入歳出を承認する権利が両院に付与されていた。議会は軍

制改革に妥協して，再編成のための費用を二度にわたり ，１年期限で承認した。そのさい政府は ，

憲法第４６条の「国王は軍隊を統帥する」に基づいて，これに必要な費用を議会が承認するように

要求した。しかし，１８６１年６月９日に自由派の左派が「進歩党」を結成し，「立憲的法治国家の

徹底的実現」のために歳出予算の明細化を要求したのが紛争の契機となっ た。 これをめぐり ，

１８６２年３月１１日に下院解散，３月１７日に「新時代」内閣が退陣し，選挙の結果下院では進歩党が
　　　　　　　　　　　　　　　　　３）
進出し，内閣は再び保守的内閣となっ た。

　１８６２年８月４日に下院の予算委員会において軍制改革をめぐる審議が開始された。ここで政府

が軍制改革による経費の増額を経常予算における経常費（ｆｏ．ｔ１ａｕｆ．ｎｄｅ Ｅｍｇ．ｂ．ｎ）にしようとした

のに対し，議会の委員会は臨時費として取り扱おうとした。政府はこれでは予算は成止しないと

思い，８月１４日の半官報「運命の星新聞（Ｓｔ．ｍ。。ｉｔｕｎｇ）」において，このような場合について憲

法には何の規定もなく ，憲法に隙問（。ｍ． Ｌｕ．ｋ。）が存在するので ，政府はこれを埋めるために ，

新予算成立まで前年度予算を施行せさるを得ないと王張した。９月２２日に国王からプロイセン首

相を要請され，２４日に首相に就任したビスマルクは，軍隊に関する事項は大元帥の専権に属し ，

議会はこれに問接的に関与し，予算の審議ができるのみである 。プロイセンは有力な軍隊を保持

しなければならない，と述べ，議会がすでに二度にわたり予算を承認したことを挙げた。すなわ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４）
ち， 陸軍の充実は国王の事業であり ，予算はこの目的のための手段に過きないとしたのである 。

　これに対し進歩党は，９月２３日に軍隊再編成のための全歳出を予算から削除し，対立は頂点に
　　　５）

達した。ヒスマルクは隙問理論（Ｌｕ．
ｋ．ｎｔｈ。。。１。）で対抗した 。憲法第６２条において，立法権は国

王と両院により共同で行使されることが規定されるとともに，国家予算の財政法草案はまず下院

に提出し，ついで上院で審議する ，と規定されているが，それが成立しない時の規定はない。し

たがって，成立しない場合は法律上の問題ではなく ，国家の支配権をめぐる闘争となる ，という

　　　　６）
のである 。

　憲法第１０９条の「現行憲法に逆行しない既存の法典のすべての規定，個々の法律と命令

（Ｖ。。ｏ．ｄｎｕｎｇ．ｎ）は，これが法律により変更されるまで有効でありつづける」に基づいて予算は

執行された。この紛争も既述のように，１８６６年におけるビスマルクの対オーストリア戦争の勝利

後， １８６２年以降法律上の予算なしで行なわれてきた歳出に対する事後承認（Ｉｎｄ．ｍｎ１樋ｔ）により

　　　　　　　　　　７）
結着をみたのであ った 。

　１８６７年４月１７日の北ドイッ連邦憲法または１８７１年４月６日のドイツ帝国憲法第５７条は「ドイツ

人は各々兵役義務がある 。この義務の遂行において自分の代行は立てられない」と規定し ，１７６７

年１１月９日に北トイツ運邦の法律として兵役法（Ｇｅ．ｅｔ． ｂｅｔ． ｄ１ｅ　Ｗｅｈ．ｐＨ１ｃ ｈｔｍｇ　ｚｕｍ　Ｋ．１ｅｇ。一

ｄｌｅｎ．ｔｅ）が制定され，トイノ帝国に引き継がれた。徴兵人員については，帝国憲法第６０条により ，

一定年限における平時の兵隊の予算が定められ，兵役法第９条に基づいて連邦大元帥が年々の徴

兵人員の決定を行なうことになり ，皇帝が自己の意見のみで軍隊の拡張や兵役期問の延長はでき
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８）
ず， 憲法とその法律に基礎を置くことになっ た。 しかし，統帥権に関する責任と副署は存続した 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５５５）



　２８４　　　　　　　　　　　　　　　立命館経済学（第４３巻 ・第３号）

なお，副署に関しては，軍事命令には副署を必要としないとの解釈が　般化し，さらに，これに
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９）疑をはさむことは罪悪とされるようになり ，統帥権の独立は第一次大戦終了まで存続する 。第一

次大戦後，ドイツ共和国憲法の制定により ，初めて軍隊は法治国における組織の一部となるので
　１０）

ある 。

　以上の点をイキリス ，アメリカ ，フランスにおける経過と比較すると ，１６４２年以来長期議会に

おいて議会軍の設置をめくっ て国王との論争がつづき ，この過程で漸次議会軍の権限が強化され

ていき ，名誉革命後の１６８９年の権利章典により常備軍が議会の統制下に置かれたイギリス。アメ

リカ独立後の憲法その他の法律で立憲的軍隊となっ たアメリカ 。１７８９年の「人および市民の権利

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１１）宣言」第１２条および１７９１年の憲法において軍隊の立憲化の行なわれたフランス 。これらの軍隊と

プロイセン ・ドイッ軍隊との相違，これらとの比較においてプロイセン ・ドイツ軍隊の歩んだ特
　　　　　　　　　　１２）
有の道は明白であろう 。

　　 １）藤田嗣雄『欧米の軍制に関する研究』信山社，１９９１年，４５０～４５１ぺ 一ジ。なお，本書は，１９３７年に

　　　執筆された学位論文が，学位授与当時印刷公表が認められなか ったため，上野の図書館に眠っていた

　　　ものを出版したものであり ，表題に関する研究の古典としての意義をもっ ている 。

　　２）同書，４５６，４７８ぺ 一ジを参照せよ 。

　　３）Ｆ　Ｈ航ｍｇ　ａ　ａ　Ｏ， ３６２～３６３，訳，３６６～３６７ぺ 一ジ 。

　　４）藤田嗣雄，訓掲書，４８４～４８５ぺ 一ジ 。

　　５）Ｆ　Ｈａｒｔｍｇ　ａ　ａ　Ｏ ，２６３，訳，３６７ぺ 一ジ 。

　　６）Ｅｂｄ
．，

２６５，訳，３６９ぺ 一ジ 。

　　 ７）Ｅｂｄ
．，

２６５～２６６，訳，３６９～３７１ぺ一ジ。なお，軍制改革をめぐる議会との対立において，政府が憲

　　　法上の隙間を何処に求めたかについて，一致した見解は存在していないように思われる 。藤田氏は

　　　 １８６２年５月１９日の下院予算委員会審議における ，軍制改革費用は経常予算にするのか，臨時費として

　　　計上するのか，についての規定がないことに隙間を求め（藤田嗣雄，則掲書，４８４～４８５ぺ 一ジ），Ｆ

　　　ハルツンクの著作では憲法第６２条に求める箇所と第９９条に求める箇所が存在する（Ｆ．Ｈａｒｔｍｇ，ａ．ａ

　　　Ｏ ．，

２６５，２６６，訳，３６９，３７１ぺ 一ジ）。 Ｇ． グリュンタールは憲法第９９条と第１０９条との問の隙問に求め

　　　ている（Ｇ　Ｇｒｕｎｔｈａ１，Ｐａｒ１ａｍｅｎｔａｒｌｓｍｕｓ　ｍ　ＰｒｅｕＢｅｎ，４５４ｄｅｒｓ ，Ｇｒｍｄ１ａｇｅｎ　ｋｏｎｓｔｌｔｕｔｌｏｎｅ１１ｅｎ　Ｒ
ｅｇｍ

　　　 ｅｎｔ　ｍ　ＰｒｅｕＢ
ｅｎ，４２～４３）０

　　８）藤田嗣雄，則掲書，４７９～４８０ぺ 一ジ 。

　　９）同書，４５８～４５９ぺ 一ジ 。

　１０）同書，４８０ぺ 一ジ 。

　１１）同書，４～５ぺ一ジ。なお，ヨリ詳細には，イギリスについては，６６～７４ぺ 一ジ，アメリカについ

　　　ては，２４５～２５３ぺ 一ジ，フランスについては，３１７～３２８ぺ 一ジ，を参照せよ 。

　１２）　 ここでも明示したように，本稿は，第二次大戦終了までのドイツ史を ，西欧諸国の発展との比較に

　　　おいて「特有の道（Ｓｏｎｄｅｒｗｅｇ）」を辿 ったとの，トイノの過去の「批判的」視点に基ついて叙述し

　　　ている 。もとよりドイツ史の叙述にはさまざまな価値関心，視角，立場からの叙述が可能である 。本

　　　稿（１３で取り扱 った問題についても ，「三月革命」を経て，プロイセンにおいて憲法が制定され，国民

　　　代表としての議会が創設されることにより ，官僚について言えば，一方で従来のように国王に忠誠を

　　　尽くしながら ，他方で憲法と議会の影響を受けるという立場に移行した。軍隊について言えば，統帥

　　　権は国王に留まりながら ，軍事予算については議会の制約を受けるという新しい段階へ移行する。そ

　　　のさい，立憲化の進行するなかで君主制原理が維持されるというこの過程において，本稿が君主制原

　　　理の維持において西欧諸国と相違している局面に関心をもっ て叙述しているのに対し，立憲化の進行

　　　という点で西欧諸国と同じ過程を〔歴史具体的にはイギリス ，アメリカ ，フランスにおいても異なっ

　　　ているのと同様にドイツ的個性をもちながら〕歩んだとの関心，視角，立場からの叙述も可能である 。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５５６）



　　　　　　　　　　　　「三月革命」と官僚および軍隊（川本）　　　　　　　　　　　　　　２８５

　この点についての興味深い指摘を含んでいるので，先日惜しまれつつ亡くなっ たニッ パーダイの

〔本稿でも引用した〕『ドイッ史』３巻本についての，追悼の意を込めた詳細な文献記事
（Ｌ１ｔｅｒａｔｕｒｂｅｒ１ｃｈｔ）であるＲ１ｃ

ｈａｒｄＪＥｖａｎｓ，Ｎ１ｐＰｅｒ
ｄｅｙｓ ＮｅｕｎｚｅｈｎｔｅｓＪａｈｒｈｕｎｄｅｒｔＥｍｅ ｋｒ１ｔ１ｓｃ ｈｅ

Ａｕｓｅｍａｎｄｅｒｓｅｔｚｕｎｇ，ｍ，Ｇｅｓｃ
ｈ１ｃｈｔｅ　ｍｄ　Ｇｅｓｅｌｌｓｃｈａ比２０Ｊａｈｒｇａｎｇ／Ｈｅｆｔ１ ，Ｊａｎｕａｒ－ Ｍａｒｚ１９９４，１１４～

１３９，を素材に，そのなかから西欧との比較においてドイツ史の特殊性と共通性について考えるうえ

で興味のある部分を取り上げて検討を加えておきたい 。

　『ドイツ史』を書くに当 って，ニッパーダイが打倒しようとしたのは，「ナチスの起源を１９世紀のド

イツ史の構造的欠陥において説明する ，ドイツの過去の『批判的』視点による説明であり ，かれはこ

れを一面的として酷評した」。 そして，「１９世紀のドイツをただ『第三帝国』の否定的な控え室

（Ｖｏｒｚｉｍｍｅｒ）とみる代りに，それ自身として観察されなければならない」。「各時代には独特の意義

と独自の価値がある 。それゆえに，特定の時代を後に来るものの単なる先駆者の地位に帰着させるこ

とは間違 っている」との観点から出発した（Ｅｂｄ ．，

１２０）。

　しかし，「過去をそれ自身の尺度で測り ，それ自身のために研究するというかれの弁明にもかかわ

らず，ニッパーダイは歴史を政治的無意味というごみ盾の山へと送りはしなか った」。「逆に ，かれが

主張したのは，『正常な』ドイツナシ ョナリズムが歴史的に正当化され，ヨーロッパの基準からのい

かなる偏侍をも意味しなかったことを歴史は示しており ，それゆえにまた，ドイツ人は今日恥じなけ

ればならない何ものも持 っていない，ということであ った」。「この論拠は，３巻本を書きすすめてい

くに従 って鋭さを増していっ た」。 こうして現実との関連において「批判的」歴史がドイツ史の否定

的側面を強調したとの批判から出発しながら ，同様にニッパーダイも現実から強い影響を受けたので

ある（Ｅｂｄ
．，
１２８）。「これが最高点に達したのは，ドイツのナシ ョナルな性格の最後の分析と ，あと

がきにおいて，『ドイツ統一の日 ，１９９１年１０月３日』と日付けがなされ，『この年のわたしの人生に ，

〔前年の一引用者〕ドイツ統一の思いがけない幸福を与えた』時にニッパ ーダイが生きていたことへ

の， 著者の感謝の告白においてである」（Ｅｂｄ ．，

１２４）。

　以上から得られるであろう結論は，歴史叙述に当り ，「各時代に独特の意義と独自の価値がある」

との視点から叙述しようとしても ，結局，「各時代の独特の意義と独自の価値」を何処に求めるかと

いうのは，研究者が生きている現実が生み出してくるさまざまな出来事により影響された関心，視点

により決定されざるを得ない，という点であろう 。ドイツの「特有の道」という視点は，第二次大戦

の敗戦とドイッの分裂に強い衝撃を受け，なぜこのようなことが生じたのか，を深刻に反省し，ドイ

ツの将来の展望を ，非ナチ化を徹底させることにより ，ＥＵ諸国のみでなく ，ヨーロッパの信用を回

復することに求めた研究者の視点であり ，ヨーロッパの基準からみて「正常な」ドイツナシ ョナリズ

ムを強調する視点は，戦前において，良きドイツとの基礎経験をもち，冷戦構造のもとで，敗戦によ

り分断されたドイツを，西欧の支持のもとで，西ドイツの主導によっ て再び統一し，ＥＵの一員とし

て歩むことにドイツの将来の展望を求める研究者の視角であるといえよう 。歴史的視点とは研究者の

基礎経験と ，現実の生み出すさまざまな出来事のなかのあるものへの関心との交点において定まるよ

うに思われる 。もしそうであるとすれば，統一がなり ，冷戦構造が解体した，現在の新しい事態のも

とで，予期しなか ったようなさまざまな問題が噴出し，これがＥＵへの道と絡むという事態のなか

から ，今後さまざまな，これまでとは異なっ た新しい視点からする歴史研究が生み出されてくること

が予測されよう 。

　また，当面問題とした「三月革命」からトイノ帝国形成に至る過程を，とのように特徴つけて把握

するかについて，Ｍ．ボ ッツエンハルトが，ビスマルクの隙問理論を評価の基準として，２つの見解

に整理し，それに自己の見解をつけ加えているので ，以下それを紹介しておきたい（Ｍ　Ｂｏｔｚｅｎｈａｒｔ
，

Ｄｅｕｔｓｃｈｅ　Ｖｅｒｆａｓｓｕｎｇｓｇｅｓｃ ｈ１ｃｈｔｅ，６８～６９）。

　一つの見解は，ピスマルクの立場を弁護するという立場であり ，Ｅ　Ｒフーハー（Ｅｍｓｔ　Ｒｕｄｏ１ｆ

Ｈｕｂｅｒ）がそれに当る 。その根拠は，当時のドイッにおいては立憲的基礎としてただ「君主政原理

（ｄａｓ
，，

Ｍｏｎａｒｃｈ１ｓｃ ｈｅ　Ｐ
ｒｍｚ１ｐ“）」のみが認められており ，政府は国家非常事態（Ｓｔａａｔｓｎｏｔｓｔａｎｄ）を切

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（５５７）



２８６　　　　　　　　　　　　　　立命館経済学（第４３巻 ・第３号）

　　り抜ける義務があ った，という点に求められる 。そのさい，ドイツ立憲君主制がドイツ固有の国制タ

　　イプを示すものとして理解されている 。

　　　いま一つは，ＥＷ ベソ ケンフェ ルテ（ＥｍｓｔＷｏ１ｆｇａｎｇＢｏｃ
ｋｅｎｆｅ１ｄｅ）

，Ｒウァール（Ｒａｍｅｒ

　　Ｗａｈ１）とＨボルト（Ｈａｎｓ　Ｂｏ１ｄｔ）の見解で ，異なっ た論拠でもっ て， ヒスマルクに反対する見解で

　　ある。このうち ，〔本稿（１１）で述べた〕Ｅ．Ｗ．ベッ ケンフェルデがビスマルクに反対する立場をとっ た

　　のは，〔かれはドイッ史を立憲化の進展する過程として把握したうえで一引用者〕この時期を君主制

　　と民王王義の問の過渡期における構造的に不安定な制度と特徴つけ，ヒスマルクの隙間理論の理由つ

　　けが君主政原理に立脚しているので無条件に賛成できないとしたのである（ＶｇＬ　Ｅ．Ｗ．Ｂ６ｃｋｅｎｆｅ１ｄ
ｅ，

　　Ｄｅｒ　Ｖｅｒｆａｓｓｕｎｇｓｔｙｐ　ｄｅｒ　ｄｅｕｔｓｃｈｅｎ　ｋｏｎｓｔ１ｔｕｔ１ｏｎｅ１１ｅｎ　Ｍ
ｏｎａｒｃｈ１ｅ　ｍ１９Ｊａｈｒｈｕｎｄｅ廿

，ｍ，Ｍｏｄ
ｅｍｅ

　　ｄｅｕｔｓｃｈｅ　Ｖｅｒｆａｓｓｕｎｇｓｇｅｓｃｈ１ｃｈｔｅ（１８１５－１９１８），Ｈｇ　ｖ　Ｅｍｓｔ－Ｗｏ１ｆｇａｎｇ　Ｂ
ｏｃ

ｋｅｎｆｅ１ｄ
ｅ， １５７，訳，５０４ぺ 一

　　ジ）。 両者の相違は君主政原理の評価にかかわり ，君主政原理が刻印されている所に，西欧諸国と異

　　なるドイツ固有の国制タイプが打ち出されているので，ビスマルクがそれに基づくのはやむを得ない

　　と評価するのか，ドイッの国制は西欧諸国と同じ立憲化過程にあり ，君主政原理は消えていく運命に

　　あるので，ビスマルクがその立場に立つのは評価できないとするのか，にかかっているといえよう 。

　　　Ｍ。ボ ッツエンハルトはこの２つの見解について議論をすることを避けて，この時代を理解するた

　　めには，Ｌ　ｖ シュタイン（Ｌｏｒｅｎｚ　ｖｏｎ　Ｓｔｅｍ）の「行政学（Ｖｅｒｗａ１ｔｕｎｇｓ１ｅｈｒｅ）」が有益であるとし

　　て，かれの著作活動を紹介する。Ｌ．ｖ．シ ュタインは，１８５５年以来ウィーンで国家学
　　（Ｓｔａａｔｓｗ１ｓｅｎｓｃｈａｆｔ）を学んだが，オーストリアがそれを学ぶのに必要な発展状況になかったため ，

　　ドイツ諸邦の行政学に目を向けた 。

　　　かれは，１８４２年の「フランスにおける社会運動史（Ｇｅｓｃ
ｈ１ｃｈｔｅ ｄｅｒｓｏｚ１ａ１ｅｎ Ｂｅｗｅｇｕｎｇｍ

　　Ｆｒａｎｋ
ｒｅ１ｃｈ）」において，政党と社会的陣営のうえに立 っている王権（Ｋｏｎｌｇｔｕｍ）が，改革政策によ

　　り ，社会的対立を市民社会内部において緩和していき ，プロレタリア革命を予防する ，とのテー ゼを

　　提出した。したがって，ブルジ ョアジー が財産資格規定によっ て保護された議会制度は，かれらの階

　　級支配の基礎とはならず，プロレタリア革命を必然化するであろう ，と主張した 。

　　　かれは，当該時期の１８６５～１８６８年に「行政学」を７部に分けて出版した。そこで，ドイツにおける

　　憲法討議と憲法実験の時代がもはや終り ，官僚層がいまや，憲法に則して保護された法治国家の基盤

　　のうえで社会的現実を形成し，内的平和を確保し，基本権の保証を現実に転化する課題をもつ，との

　　前提から出発する。市民のための良き行政が良き憲法よりも重要である ，とのプロイセン官僚層の古

　　い信条が時代に適合して変化したのである 。

　　　シ ュタインは議会王義を１嚢疑的に判断し，市町村（Ｇｅｍｅｍｄｅ）のみでなく ，協同組合的連合（ｄ１ｅ

　　 ｇｅｎｏｓｓｅｎｓｃ
ｈａｆｔ１１ｃｈｅ　Ｖｅｒｅｍｇｕｎｇｅｎ）と職業身分的社団（ｄ１ｅ　ｂｅｒｕｆｓｓｔａｎｄ

１ｓｃｈｅ　Ｋｏｒｐｏｒａｔ１ｏｎｅｎ）の自

　　治に広い余地を認めた。かれの見解では，「国家の自由は，本質的に自治の独立性の度合に従って測

　　られねばならず，他方，人は以前には国民代表の諸権利に従ってのみ判断したのである」。

　　　シュタインは官僚の一世代の養成に大きな影響をもち，行政の力量への無条件の信頼と議会主義に

　　対する懐疑でもっ て， 当時のドイッの法学と国家学に対して模範的であ った，とＭ．ボ ッツエンハル

　　トは評価する（なお，Ｌ．ｖ．シュタインについては，日本への影響をも視野に収めつつ，かれの個人

　　史的側面から思想形成の軌跡を具体的かつ丹念に追求した，瀧井一博「ローレンツ ・フォン ・シュタ

　　インにおけるドイツ国家学の形成」（一Ｘ二）， 法学論叢，１３３巻１号，１９９３年４月 ，１３３巻５号，１９９３年８

　　月 ，を参照せよ 。また，Ｌ．ｖ．シュタインの日本に及ぼした影響については，早島瑛「ローレンツ ・

　　 フォン ・シ ュタインと明治憲法の制定」関西学院大学商学論究，２７巻１ ・２ ・３ ・４合併号，１９８０年
，

　　や，最近のものとしては，末川清「ローレンッ ・フォン ・シ ュタインにおける日本とドイツ」，西川

　　富雄，Ｋ．クラハト ，衣笠安喜，末川清編『日本思想とドイツ学受容の研究』立命館大学人文科学研

　　究所，１９９３年１０月 ，等々を参照せよ）。

　　　ここでは，Ｍ．ボ ッツエンハルトに倣 って，「三月革命」からドイッ帝国創立までの時代の特徴づけ

　　に対する３つの見解について，議論をすることをやめ，本稿がＥ．Ｗ．フー バーの立場に近いことのみ

　　を記しておきたい 。

（５５８）




